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令和７年第３回大仙市議会定例会会議録第１号

令和７年８月２２日（金曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

令和７年８月２２日（金曜日）午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定 （２８日間）

第 ３ 議長報告 ・専決処分報告（法第１８０条関係）

・株式会社神岡ふるさと振興公社第２９期（令和６年度）決算

・株式会社神岡ふるさと振興公社第３０期（令和７年度）事業

計画

・物産中仙株式会社第３５期（令和６年度）決算

・物産中仙株式会社第３６期（令和７年度）事業計画

・株式会社協和振興開発公社第２１期（令和６年度）決算

・株式会社協和振興開発公社第２２期（令和７年度）事業計画

・株式会社ＴＭＯ大曲第２１期（令和６年度）決算

・株式会社ＴＭＯ大曲第２２期（令和７年度）事業計画

・令和６年度大仙市継続費精算報告書

・教育に関する事務の点検・評価報告書（令和６年度事業）

・例月現金出納検査結果

・議会動静報告書

第 ４ 市政報告

第 ５ 議案第７５号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

（説明・質疑・討論・表決）

第 ６ 議案第７６号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

（説明・質疑・討論・表決）

第 ７ 議案第７７号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

（説明・質疑・討論・表決）
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第 ８ 議案第７８号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

（説明・質疑・討論・表決）

第 ９ 議案第７９号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

（説明・質疑・討論・表決）

第１０ 議案第８０号 令和７年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更につ

いて

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１１ 議案第８１号 令和７年度大仙市一般会計補正予算（第４号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１２ 議案第８２号 令和７年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１３ 議案第８３号 令和７年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第２号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１４ 議案第８４号 令和７年度市立大曲病院事業会計補正予算（第１号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１５ 議案第８５号 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について （説 明）

第１６ 議案第８６号 大仙市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について （説 明）

第１７ 議案第８７号 大仙市大曲墓園条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１８ 議案第８８号 大仙市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定につい

て （説 明）

第１９ 議案第８９号 大仙市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて （説 明）

第２０ 議案第９０号 財産の譲与について （説 明）

第２１ 議案第９１号 財産の取得について（大曲地域教職員用端末機器）（説 明）

第２２ 議案第９２号 財産の取得について（東部地域教職員用端末機器）（説 明）

第２３ 議案第９３号 財産の取得について（西部地域教職員用端末機器）（説 明）
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第２４ 議案第 ９５号 令和７年度大仙市一般会計補正予算（第５号） （説 明）

第２５ 議案第 ９４号 令和６年度大仙市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて （説 明）

第２６ 議案第 ９６号 令和６年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定について

（説 明）

第２７ 議案第 ９７号 令和６年度大仙市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について （説 明）

第２８ 議案第 ９８号 令和６年度大仙市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について （説 明）

第２９ 議案第 ９９号 令和６年度大仙市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定

について （説 明）

第３０ 議案第１００号 令和６年度大仙市奨学資金特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて （説 明）

第３１ 議案第１０１号 令和６年度大仙市企業団地整備事業特別会計歳入歳出決算の

認定について （説 明）

第３２ 議案第１０２号 令和６年度大仙市スキー場事業特別会計歳入歳出決算の認定

について （説 明）

第３３ 議案第１０３号 令和６年度大仙市太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について （説 明）

第３４ 議案第１０４号 令和６年度大仙市小水力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について （説 明）

第３５ 議案第１０５号 令和６年度大仙市内小友財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について （説 明）

第３６ 議案第１０６号 令和６年度大仙市大川西根財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について （説 明）

第３７ 議案第１０７号 令和６年度大仙市荒川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （説 明）

第３８ 議案第１０８号 令和６年度大仙市峰吉川財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について （説 明）
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第３９ 議案第１０９号 令和６年度大仙市船岡財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （説 明）

第４０ 議案第１１０号 令和６年度大仙市淀川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （説 明）

第４１ 議案第１１１号 令和６年度市立大曲病院事業会計決算の認定について

（説 明）

第４２ 議案第１１２号 令和６年度大仙市上水道事業会計決算の認定について

（説 明）

第４３ 議案第１１３号 令和６年度大仙市簡易水道事業会計決算の認定について

（説 明）

第４４ 議案第１１４号 令和６年度大仙市下水道事業会計決算の認定について

（説 明）

出席議員（２４人）

１番 大 山 利 吉 ２番 戸 嶋 貴美子 ３番 佐 藤 文 子

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 挽 野 利 恵 ６番 秩 父 博 樹

７番 青 柳 友 哉 ８番 安 達 成 年 ９番 髙 橋 徳 久

１０番 佐 藤 芳 雄 １１番 橋 本 琢 史 １２番 小笠原 昌 作

１３番 小 松 栄 治 １４番 本 間 輝 男 １５番 佐 藤 育 男

１６番 山 谷 喜 元 １７番 石 塚 柏 １８番 高 橋 敏 英

１９番 橋 村 誠 ２０番 渡  秀 俊 ２１番 金 谷 道 男

２２番 後 藤 健 ２３番 鎌 田 正 ２４番 古 谷 武 美

欠席議員（０人）

遅刻議員（０人）

早退議員（１人） １８番 高 橋 敏 英

説明のため出席した者

市 長 老 松 博 行 副 市 長 今 野 功 成
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副 市 長 舛 谷 祐 幸 教 育 長 伊 藤 雅 己

総 務 部 長 伊 藤 公 晃 企 画 部 長 佐々木 英 樹

市 民 部 長 伊 藤 敬 健 康 福 祉 部 長 佐 藤 和 博

こ ど も 未 来 部 長 田 口 美和子 農 林 部 長 斎 藤 秋 彦

経 済 産 業 部 長 鎌 田 篤 史 観光文化スポーツ部長 加 賀 貢 規

建 設 部 長 京 野 和 明 病 院 事 務 長 藤 原 孝 之

教育委員会事務局長 佐々木 泰 宏 上 下 水 道 局 長 小 林 孝 至

総 務 課 長 三 浦 政 輝

議会事務局職員出席者

局 長 大 沼 利 樹 参 事 佐 藤 和 人

主 幹 佐々木 孝 子 主 幹 黒 田 貴 彦

主 査 藤 澤 正 信

午前１０時００分 開 会

○議長（古谷武美） おはようございます。

これより令和７年第３回大仙市議会定例会を開会いたします。

市長から招集の挨拶があります。老松市長。

【老松市長 登壇】

○市長（老松博行） おはようございます。

本日、令和７年第３回大仙市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましては、ご参集をいただきまして、誠にありがとうございます。

今次定例会におきまして、ご審議をお願いいたします案件は、人事案５件、条例案５

件、単行案６件、補正予算案５件、並びに令和６年度決算認定１９件の合計４０件であ

ります。

このうち、人権擁護委員の人事案５件、単行案１件及び物価高騰対策事業などに係る

補正予算案４件につきましては、本日、採決をお願いするものであります。

各案件につきまして、よろしくご審議を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げまし

て、招集の挨拶といたします。

【老松市長 降壇】
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午前１０時０１分 開 議

○議長（古谷武美） これより本日の会議を開きます。

○議長（古谷武美） 本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（古谷武美） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、議長において７番青柳友哉議員、

８番安達成年議員、９番髙橋徳久議員を指名いたします。

○議長（古谷武美） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今次定例会の会期は、本日から９月１８日までの２８日間とした

いと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって、会期は２８日間と決定いたしまし

た。

○議長（古谷武美） 日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

議会の委任による専決処分報告、出資法人並びに同出資法人に準ずる法人の経営状況

を説明する書類、令和６年度大仙市継続費精算報告書が市長から、教育に関する事務の

点検・評価報告書が教育委員会から、例月現金出納検査結果が市監査委員から提出され

ましたので、お手元に配付のとおり報告いたします。

また、６月定例会初日から昨日までの議会動静報告書を、併せてお手元に配付のとお

り報告させていただきます。

○議長（古谷武美） 日程第４、市長から市政報告の申し出がありましたので、これを許

します。老松市長。

【老松市長 登壇】

○市長（老松博行） 令和７年第３回大仙市議会定例会に当たり、諸般の状況について申

し上げます。
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はじめに、水不足による渇水被害についてであります。

東北地方を覆う高気圧の影響により、梅雨前線の活動が弱く、６月から７月にかけて

県内は記録的な猛暑となっており、複数の地点で月の平均気温が過去最高を更新したほ

か、観測開始以来、最少の降水量を記録するなど、各地で高温や渇水による被害が生じ

ております。本市におきましても、幸いにして給水への支障は生じなかったものの、取

水元の水量が低下傾向にあったことから、節水を呼び掛けたほか、米をはじめとする農

作物への影響が懸念されております。

８月に入ってからは一転して雨雲が広がり、まさに恵みの雨となる一方で、たびたび

大雨警報が発表されるなど、断続的に激しい雨に見舞われております。市では、変化す

る状況に合わせて災害警戒対策室を設置し、河川の増水や土砂災害などの情報収集と警

戒に当たるとともに、交通規制や自主避難所の開設に加え、災害リスクに応じて避難指

示を発令するなど、早め早めの対応に努めているところであります。

これからの季節は、台風や秋雨前線による大雨が予想されることから、市民の皆様に

おかれましては、ハザードマップや避難経路など、「災害への備え」を今一度点検いた

だきますようお願いいたします。

次に、ツキノワグマの出没についてであります。

春先からツキノワグマの出没が相次いで確認されており、８月１９日現在、昨年同時

期と比較し、約３倍となる２７３件の目撃情報が寄せられております。県内においては、

既に人身被害が複数件発生しているほか、目撃件数が例年を大幅に上回っており、県の

「ツキノワグマ出没警報」が９月末まで延長されるなど、予断を許さない状況にありま

す。さらに、今秋はブナの実が不作との情報もあり、秋が深まるにつれて行動範囲が拡

大し、遭遇リスクが高まることが懸念されております。

この９月には、一定の条件の下、市街地での緊急銃猟を可能とする「鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の改正法が施行されることとなっており、緊急

銃猟の判断基準や具体的な手順などをまとめた国のガイドラインが公表されたほか、県

の対応指針が策定されております。これを受け、市では、猟友会や警察と連携しながら、

実施体制の整備と対応の準備を進めているところであり、基本的対策の一つである誘引

樹木の伐採に係る補助金と合わせ、今次定例会に関連する予算の補正をお願いしており

ます。

市といたしましては、引き続き関係する団体や機関と緊密に連携を図りながら、出没
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情報の迅速な発信や注意喚起に努めるとともに、法令等に基づき、緊急銃猟制度の厳格、

かつ適正な運用の下、有事の際には、市民の皆様の安全を最優先に、適切に対応してま

いります。

市民の皆様におかれましては、時間や場所を選ばず、誰もがクマと遭遇するリスクが

あることを念頭に、これまで以上に基本的な対策に取り組んでいただきますようお願い

いたします。

次に、花火産業構想についてであります。

インバウンドの拡大や「大曲の花火」の海外展開に向けた取り組みの一環として、６

月２８日に開かれた「大阪・関西万博」の関連イベント「ＪＡＰＡＮ ＦＩＲＥＷＯＲ

ＫＳ ＥＸＰＯ」において、大曲の花火協同組合が「大曲の花火」の魅力を５分間に詰

め込んだ特別花火を打ち上げております。

当日は、これまでで最多となる約２０万人の来場者にご観覧いただき、大きな歓声を

頂いたほか、ＳＮＳで広く取り上げられるなど、国内外に向けて「大曲の花火」の創造

性や高い技術力を大いに発信することができたものと捉えております。今後も、本市を

代表する地域資源として、市民の皆様とその価値を共有しながら、日本の花火を世界に

発信し続け、花火産業基盤の確立につなげてまいります。

次に、「第３１回世界少年野球大会秋田大会」についてであります。

一般財団法人世界少年野球推進財団、秋田県並びに公益財団法人日本野球連盟との共

催により、７月３０日から９日間の日程で、「ふれあいスポーツランドソラーレ」を主

会場に開催しております。今大会には、日本を含む１２の国と地域から訪れた９５人の

子どもたちをはじめ、コーチや引率者、スタッフ、関係者など、国内外から５００人を

超える皆様が参加し、野球教室や国際交流試合、地域文化を体験する交流行事のほか、

特別記念花火の打ち上げなどを行っております。

大会期間中は、「野球」を通じて子どもたちが大きく成長し、国や地域を越えて友情

を育む姿を間近に拝見したところであり、まさに「野球を正しく世界に普及・発展させ

るとともに、子どもたちの国際的な友情と親善を深める」とした、大会の趣旨に大いに

資するものであったと確信しているところであります。

同財団の理事長である王貞治氏からは、過分なねぎらいの言葉を頂いたところであり、

「花火と野球のまち大仙市」ならではのおもてなしと大会運営を評価いただいたものと

受け止めております。これも、ご協賛いただいた企業の皆様、大会運営にご尽力を頂い
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た関係者の皆様、そして、大会開催にご理解とご協力を頂きました市民の皆様のおかげ

であり、心から感謝を申し上げたいと存じます。

大仙市での思い出と様々な感情を胸に、それぞれの帰路に就いた子どもたちが、未来

に向けて大きく羽ばたかれることを心から期待するとともに、今大会で得た経験や学び

をレガシーとして引き継ぎ、国際交流やインバウンド観光、多文化共生の推進につなげ

てまいりたいと考えております。

次に、主な部局ごとに諸般の報告を申し上げます。

はじめに、総務部関係についてであります。

旧中仙公民館清水分館につきましては、本市では初となる「建物解体条件付き一般競

争入札」、いわゆるマイナス入札を実施したところであり、今次定例会に財産の譲与に

係る単行案を上程しております。

本手法は、建物の解体と土地の利活用を条件に、解体撤去に係る負担金を付して土地

を無償譲渡するもので、財政負担の軽減に加え、民間活力による遊休資産の早期活用が

期待できるものであります。「大仙市公共施設等総合管理計画」の推進に当たり、その

実効性を高める有効な手立ての一つであると捉えており、他の遊休施設への展開を進め

つつ、引き続き効率的かつ効果的な手法を調査・研究しながら、公的不動産の戦略的マ

ネジメントに努めてまいります。

次に、市民部関係についてであります。

地球温暖化対策につきましては、日鉄ソリューションズ株式会社との共催により、７

月２２日、花火伝統文化継承資料館はなび・アムを会場に、環境学習講座「親子でめざ

せ！カーボンニュートラル」を開催しております。当日は、市内の１４組の親子が参加

し、大仙市専用にプログラミングされた「ＣＯ２排出シミュレーター」を活用しながら、

地球温暖化への理解を深めるとともに、脱炭素社会に向けた日常的な取り組みを学んで

おり、未来のため、一人一人が何をすべきか考え、行動するきっかけになったものと考

えております。

食品ロス対策につきましては、９月の運用開始に向け、フードシェアリングサービス

「だいせんタベスケ」の協力店と、利用者の登録を受け付けているところであり、８月

２０日現在、２１の協力店と５１４人の皆様にご登録いただいております。このサービ

スは、消費期限が近づいた食品を売り切りたい店舗側と、手頃に商品を購入したい消費

者側のニーズをマッチングすることで、廃棄物の減量に向けた意識啓発を図りつつ食品
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ロスの削減を推進するものであり、より多くの市民や事業者の皆様に関心を持っていた

だけるよう、引き続きＳＮＳやホームページを通じた情報発信、さらには店舗への直接

訪問などにより参加を呼び掛けてまいります。

次に、健康福祉部関係についてであります。

熱中症対策につきましては、広報やホームページを通じた予防啓発に加え、民間施設

にもご協力いただきながらクーリングシェルターを開設するなど、対策に当たっており

ますが、今般、対策のさらなる強化を図るため、経済的な理由によりエアコンを設置さ

れていない方などに対し、購入費の一部を支援したいと考えており、今次定例会に関連

する予算の補正を上程し、本会議初日での議決をお願いしております。

次に、こども未来部関係についてであります。

屋内遊び場施設整備事業につきましては、ＤＢＯ方式により事業者を公募し、審査を

経て、８月５日付で優先交渉権者と基本協定を締結しております。現在、設計と施工を

一括した仮契約の締結に向けて手続きを進めており、準備が整い次第、今次定例会に契

約締結に係る単行案を追加提案する予定であります。

いよいよ、本格的な整備に着手することとなりますが、ＤＢＯ方式のメリットである

運営段階を見越した民間事業者のノウハウや創意工夫を生かしながら、子どもや子育て

当事者の目線に立った「遊び」と「学び」「交流」の拠点となるよう、整備を進めてま

いります。

次に、農林部関係についてであります。

担い手の確保・育成につきましては、８月１９日、クボタグループのご協力の下、西

仙北地域において、新規就農者や女性農業者、大根生産者等を対象とした大根播種トラ
は

クター研修会を開催しており、関係者を含め２５人が参加しております。

畜産振興につきましては、７月２日、笹倉公園を会場に「第１９回大仙・仙北・美郷

畜産共進会」が開催されており、大曲農業高等学校が飼養した肉用牛１頭を出品し、

「優等賞」に次ぐ「１等賞」を獲得しております。昨年に続いての上位入賞は、２年後

に北海道で開催される「第１３回全国和牛能力共進会」への出品に向け、さらに自信を

深めるとともに、大きな弾みになったものと捉えており、県や関係団体と連携を図りな

がら、引き続き挑戦を後押ししてまいります。

次に、経済産業部関係についてであります。

雇用・就業対策につきましては、秋田労働局をはじめとする関係機関との共催により、
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７月７日、「仙北地域求人説明会」を開催しており、ハローワーク大曲と角館管内の企

業３５社が出展し、市内の高校３年生１２４人が参加しております。また、７月１６日

には、仙北地域振興局との連携により、大曲西中学校を会場に企業説明会を開催してお

り、企業９社が出展し、３３人の中学生が参加しております。

引き続き関係機関と連携を図りながら、様々な機会を通じて地元企業の魅力発信に取

り組むとともに、地元就職を希望する若者へのきめ細やかなサポートにより、定着を促

進してまいります。

昨今の急激な米価高騰の影響を受け、厳しい経営状況にある酒造業者及び味噌・醤油
み そ しょうゆ

製造業者への支援につきましては、令和７年産原料米の仕入れ高騰分を対象に支援した

いと考えており、今次定例会に予算の補正を上程し、本会議初日での議決をお願いして

おります。

企業誘致につきましては、６月１８日、ペットボトル飲料用の原料や穀物パウダーな

どの食品素材の製造を手掛ける「京都グレインシステム株式会社」と立地協定を締結し

ております。同社は、新たな研究・製造拠点として、来年４月に旧太田学校給食セン

ターでの操業を予定しており、これに併せ、電気設備の改修事業を進めてきたところで

ありますが、今般、実施設計が完了したことから、今次定例会に改修工事に係る予算の

補正をお願いしております。

農業を基幹とする本市において、農林水産物の付加価値を高める技術と実績を有する

同社の立地は「稼げる持続可能なだいせん農業モデル」の確立に資するものと大いに期

待しているところであり、今後も、地域資源の高付加価値化により稼ぐ力を高め、さら

には産業クラスターの形成にも資する、こうした企業の誘致を積極的に推進してまいり

ます。

次に、観光文化スポーツ部関係についてであります。

観光振興につきましては、インバウンド観光事業として、市内の観光関連施設を対象

に、海外からの旅行客目線で受け入れ環境に関する調査を実施しております。この結果

を受け、観光に関わる事業者等を対象としたセミナーも開催しており、調査の対象と

なった各施設の魅力や改善点など、具体的な評価と提案を頂いております。

また、市内観光コンテンツの魅力を、より効果的に発信し、観光誘客の拡大につなげ

ることを目的に、新たに「だいせん観光ＰＲサポーター」を設置しております。その第

１弾として、８月１日付で、市内在住の３名の皆様をサポーターに委嘱したところであ
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り、それぞれが持つ人脈や発信力を生かしながら、本市の魅力を全国に届けていただく

ことを大いに期待しております。

次に、建設部関係についてであります。

「雄物川改修整備促進期成同盟会」「国道１３号大曲・秋田間整備促進期成同盟会」

並びに「高規格道路本荘大曲道路整備促進期成同盟会」につきましては、近隣自治体の

同盟会とともに、６月１２日から７月２５日までの間、秋田県選出国会議員、内閣官房、

国土交通省、財務省、秋田県などに対し、集中的に要望活動を行っております。今後も、

重要な社会基盤である道路や河川の機能向上が早期に図られるよう、関係自治体と連携

しながら要望活動を積極的に展開してまいります。

次に、教育委員会事務局関係についてであります。

学校給食費の無償化につきましては、国の議論に先駆け、４月から教育費の負担が大

きい中学校を対象に実施しておりますが、長引く物価高騰の影響を受ける子育て世帯へ

の支援をさらに強化するため、地方創生臨時交付金が活用できるこの機会を捉え、この

１０月から小学校にも拡大し、完全無償化を実現したいと考えており、今次定例会に関

連する予算の補正をお願いしております。

学校再編につきましては、「第二次大仙市学校規模適正化推進計画」の個別計画とし

て、統合の方向性を示した東部３地域において、６月２４日から３日間の日程で説明会

を開催しております。

今後は、東部３地域それぞれに検討委員会を立ち上げることとしており、今を生きる

子どもたちはもちろん、これから誕生する子どもたちにとって、より良い育ちと学びの

環境を最優先に、将来を見据えた総合的な視点から、成案化に向けた協議をお願いする

こととしております。

最後に、令和６年度の決算及び財政状況について申し上げます。

令和６年度決算につきましては、歳入において当初の見込みを上回る市税収入や普通

交付税の追加配分があったことに加え、歳出では、電気料をはじめとした施設運営費が

縮減されたことなどにより、普通会計の実質収支は２１億８，４１４万４千円の黒字と

なっております。

国民健康保険事業特別会計をはじめとする各特別会計の決算につきましては、全ての

会計において実質収支がゼロまたは黒字となっており、市立大曲病院事業会計など四つ

の企業会計の決算における収益的収支は、いずれも黒字となっております。
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主な財政指標につきましては、速報値ではありますが、実質公債費比率は、元利償還

金の減少等により単年度比率が１０．６パーセントに改善しており、３カ年の平均値で

も、前年度比０．１ポイント減の１１．３パーセントを見込んでおります。また、将来

負担比率については、全会計の市債残高が減少していることに加え、財政調整基金や減

債基金、特定目的基金の積み増しにより、前年度から１．９ポイント改善し、７０．５

パーセントとなる見込みであります。

今後の財政見通しにつきましては、人口減少などにより財政構造のさらなる硬直化が

懸念される中、社会保障費をはじめとした義務的経費や利払い費の増加、学校再編事業

などの大型事業などにより歳出の増大が見込まれております。加えて、激甚化・頻発化

する自然災害をはじめ、今後起こり得る有事に迅速に対応するため、一定の財政余力を

確保し、「財政の 強靭 化」を進めることも重要な課題となっております。
きょうじん

こうした見通しの下、限りある行財政資源を全体最適の視点から効率的に配分し、複

雑化・多様化する行政課題に適切に対応しながら、質が高く、持続可能な行財政運営に

努めてまいります。

以上、諸般の状況をご報告申し上げましたが、今後とも、市民の皆様並びに議員各位

のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げまして、市政の報告とさせていただき

ます。

【老松市長 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、日程第５、議案第７５号から日程第９、議案第７９号までの

５件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。老松市長。

【老松市長 登壇】

○市長（老松博行） 議案第７５号から議案第７９号までの人権擁護委員の候補者の推薦

につき意見を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。

資料ナンバー１、議案書の１ページから５ページまでをご覧いただきたいと存じます。

本市人権擁護委員であります鈴木農夫廣氏、齊藤由紀雄氏、佐藤和則氏、髙橋利省氏、

並びに藤原瑞永氏の５名の任期が、来る令和７年１２月３１日をもって満了することに

伴い、その後任候補者の推薦につきまして、秋田地方法務局から依頼があったところで

あります。
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本５案は、齊藤由紀雄氏、並びに藤原瑞永氏を再推薦し、新たに、小山田幸哉氏、信

田浩則氏、並びに草彅晶子氏を推薦するため、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求めるものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願いを

申し上げます。

【老松市長 降壇】

○議長（古谷武美） これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本５件につきましては、会議規則第３７条第３項の規定により、

委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって、本５件については、委員会への付

託を省略することに決しました。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 討論なしと認めます。

これより議案第７５号から議案第７９号までの５件を一括して採決いたします。本５

件は、同意と決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって、本５件は同意することに決しまし

た。

○議長（古谷武美） 日程第１０、議案第８０号から日程第１３、議案第８３号までの４

件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。伊藤総務部長。

【伊藤総務部長 登壇】

○総務部長（伊藤公晃） はじめに、議案第８０号、令和７年度大仙市スキー場事業特別

会計への繰入額の変更について、ご説明申し上げます。

資料ナンバー１、議案書の６ページをご覧願います。
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本案は、令和７年度大仙市スキー場事業特別会計に、一般会計から繰り入れる額の上

限額を８，１５９万４千円から１億３，１３８万７千円に改めることについて、地方財

政法第６条の規定により、議決をお願いするものであります。

次に、議案第８１号、令和７年度大仙市一般会計補正予算（第４号）について、ご説

明申し上げます。

資料ナンバー２、補正予算書〔９月補正①〕をご覧願います。

３ページをお願いいたします。

今回の補正予算は、物価高騰対策支援に係る各種事業実施経費や嶽ドームの天井膜改
だけ

修に係る追加の工事費などの補正をお願いするもので、歳入歳出予算の総額に、それぞ

れ２億３，１５０万３千円を追加し、補正後の予算総額を４６２億２，４１２万４千円

とするものであります。

それでは、補正の概要について、歳入から順にご説明申し上げます。

９ページをお願いいたします。

１５款国庫支出金は、地方創生臨時交付金（物価高騰対策）として１億５，３０９万

円の補正、２０款繰越金は、前年度繰越金として７，４５１万３千円の補正、２２款市

債は、体育施設整備事業債として３９０万円の補正であります。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

１０ページをお願いいたします。

３款民生費は、熱中症予防エアコン購入支援事業費として、エアコン設備が未設置等

の低所得者世帯に対し、購入費の一部を助成する経費として２，０１０万６千円の補正

であります。

１１ページをお願いいたします。

７款商工費は、５，９６５万円の補正であります。

主な内容といたしまして、原料米価格高騰支援事業費は、米価格の高騰に伴い、事業

経営に大きな影響を受けている市内酒造業者及び味噌・醤油業者に対し、令和７年度産

原料米の仕入れ高騰分の一部を支援する経費として３，９７４万６千円の補正、特産品

発送支援事業費は、３千円以上の大仙市特産品などを購入した際、発送送料を無料とす

るための市観光物産協会へ委託する経費として１，６５０万円の補正であります。

１２ページをお願いいたします。

９款消防費は、消防団管理運営費として、冬期間においても様々な活動を担う消防団
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員の装備品の充実を図ることを目的とした、防寒ジャンパーの購入経費として９００万

円の補正であります。

１３ページをお願いいたします。

１０款教育費は、１億４，２７４万７千円の補正であります。

主な内容といたしまして、学校給食事業特別会計繰出金は、中学生の給食費について

本年４月から無償化を実施しておりますが、子育て支援や物価高騰に係る支援として小

学生の給食費についても１０月から無償化を実施する経費などの特別会計への繰出金と

して８，４６２万円の補正、学校給食費補助金交付事業費は、小学生の給食費無償化に

伴い、中学生への支援と同様に市学校給食センターが提供する給食以外を利用する支援

学校の生徒や区域外就学者、アレルギー等による給食欠食者などの保護者に対し、市が

定める１食当たりの給食費を上限として補助金を交付する事業として３２３万円の補正

であります。

また、体育施設改修事業費は、神岡嶽ドームの天井膜改修に係る予算について５月臨

時会において承認を頂き施工中でありますが、鉄骨部分に想定以上のさびの進行が確認

され、さび止め対策に係る経費が増嵩することから、５１０万４千円の補正であります。
すう

続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。

１５ページをお願いいたします。

議案第８２号、令和７年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、先ほど一般会計補正予算で説明いたしました小学生の給食費無償化に伴い、給

食費納付金を減額し、一般会計から繰り入れを行う財源振替に係る歳入予算の補正のほ

か、学校給食総合センターの空調設備が老朽化し不具合が生じていることから、改修に

向けた実施設計費などを補正するもので、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１，１２８

万６千円を追加し、補正後の予算総額を１１億７，０５９万３千円とするものでありま

す。

２３ページをお願いいたします。

議案第８３号、令和７年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、協和スキー場浄化槽更新に係る実施設計が完了したことから、今シーズンの営

業開始までの完成を目指し工事費などを補正するもので、歳入歳出予算の総額に、それ

ぞれ４，９７９万３千円を追加し、補正後の予算総額を１億３，１４２万１千円とする

ものであります。
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以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。

【伊藤総務部長 降壇】

○議長（古谷武美） これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

ただ今、議題となっております議案第８０号から議案第８３号までの４件は、議案付

託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長（古谷武美） 日程第１４、議案第８４号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。藤原市立大曲病院事務長。

【藤原病院事務長 登壇】

○病院事務長（藤原孝之） 議案第８４号、令和７年度市立大曲病院事業会計補正予算

（第１号）について、ご説明いたします。

資料ナンバー２、大仙市補正予算〔９月補正①〕の３１ページをお願いいたします。

今回の補正予算は、病院内の照明をＬＥＤ化する工事費等の補正をお願いするもので

あります。

第２条は、資本的収入及び支出であります。

資本的収入は６，１００万円の補正であり、内容といたしましては、企業債を借り入

れるものであります。資本的支出は６，１２９万２千円の補正であり、内容といたしま

しては、建設改良費として、病院内の照明をＬＥＤ化する工事費や設計管理業務及び工

事管理業務の委託費として、合わせて６，１２９万２千円を補正するものであります。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額につきましては、過年度分損益

勘定留保資金などで補塡するものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。

【藤原病院事務長 降壇】

○議長（古谷武美） これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。
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ただ今、議題となっております議案第８４号は、議案付託表のとおり、教育厚生常任

委員会に付託いたします。

○議長（古谷武美） この際、常任委員会審査のため、暫時休憩いたします。再開時刻は

後ほどご連絡いたします。

午前１０時３６分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 ０時５９分 再 開

○議長（古谷武美） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（古谷武美） 日程第１０、議案第８０号を再び議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長５番挽野利恵議員。

（「はい、議長、５番」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、５番。

【５番 挽野利恵議員 登壇】

○産業建設常任委員長（挽野利恵） 休憩前の本会議において、当常任委員会に審査付託

となりました事件につきまして、本会議休憩中に委員会を開催し、所管関係部長等の出

席を求めて慎重審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。

議案第８０号「令和７年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更について」

につきましては、当局の内容説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委

員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【５番 挽野利恵議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 討論なしと認めます。

これより、議案第８０号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ
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ります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（古谷武美） 日程第１１、議案第８１号から日程第１４、議案第８４号までの４

件を一括して再び議題といたします。

本４件に関し、各委員長の報告を求めます。はじめに、総務企画常任委員長１０番佐

藤芳雄議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、１０番。

【１０番 佐藤芳雄議員 登壇】

○総務企画常任委員長（佐藤芳雄） 当常任委員会に審査付託となりました事件につきま

して、本会議休憩中に委員会を開催し、関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしまし

たので、その経過及び結果について、ご報告いたします。

議案第８１号「令和７年度大仙市一般会計補正予算（第４号）」につきましては、当

局の予算説明に対して、委員から「消防団員が冬期間に活動するための防寒ジャンパー

を購入することについて、納期が１２月となっている。その頃には既に寒い日も多くな

ることから、遅いのではないか。」との質疑があり、当局からは「確かに遅い時期では

あるが、発注数量が多いため、今年中に準備できるように努めてまいりたい。」との答

弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局の予算説明を了とし、討論はなく、採決の結果、

出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であり

ます。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【１０番 佐藤芳雄議員 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、教育厚生常任委員長１６番山谷喜元議員。
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（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、１６番。

【１６番 山谷喜元議員 登壇】

○教育厚生常任委員長（山谷喜元） 休憩前の本会議において、当委員会に審査付託とな

りました事件について、本会議休憩中に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求め

て慎重審査いたしましたので、その経過及び結果について、ご報告いたします。

議案第８１号「令和７年度大仙市一般会計補正予算（第４号）」につきましては、当

局からの補正内容の説明に対して、質疑において、社会福祉課所管の熱中症予防エア

コン購入支援事業費について、委員から「県でも電化製品の購入に対する補助を実施し

ているが、その制度との併用は認められるのか伺う。」との質疑があり、当局からは

「県事業の『あきた省エネ家電購入応援キャンペーン』はＣＯ２削減を目的としたもの

であり、物価高騰対策及び熱中症予防を目的とする本事業との併用は認められるもので

ある。」との答弁がありました。

また、学校給食総合センター所管の学校給食事業特別会計繰出金について、委員から

「小学校の学校給食無償化について、その経過及び今後の国の動向の見通しについて伺

う。」との質疑があり、当局からは「今後の国の動向について、現時点では詳しい情報

はないが、小学生の学校給食無償化については、庁内の子育て支援制度等検討会議など

で協議された結果である。」との答弁がありました。

その他、質疑はありましたが、当局からの内容説明を了とし、討論はなく、採決の結

果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第で

あります。

次に、議案第８２号「令和７年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）」

につきましては、当局からの補正内容の説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結

果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第で

あります。

次に、議案第８４号「令和７年度市立大曲病院事業会計補正予算（第１号）」につき

ましては、当局からの補正内容の説明に対して質疑がありましたが、当局の補正内容の

説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案の

とおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。
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○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【１６番 山谷喜元議員 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、産業建設常任委員長５番挽野利恵議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、５番。

【５番 挽野利恵議員 登壇】

○産業建設常任委員長（挽野利恵） ご報告いたします。

はじめに、議案第８１号「令和７年度大仙市一般会計補正予算（第４号）」のうち、

当委員会に審査付託となりました所管する補正予算につきましては、商工業・若者チャ

レンジ振興課所管の原料米価格高騰支援事業費について、委員から「補助金計算の基と

なる仕入単価は、それぞれの業者の実績に応じた単価で計算されるのか。共通単価を設

定することは難しいと考えるが、いかがか。」との質疑があり、当局からは「仕入単価

は各業者でばらつきがあるため、共通単価の設定は難しい。各業者の仕入単価の実績を

基に補助金計算をする。」との答弁がありました。

また、別の委員から「県や他市の支援内容と違いがあるのか。」との質疑があり、当

局からは「令和６年産米と令和５年産米の仕入価格高騰分を補助対象とする自治体が多

い中、本市では経営安定化に資するため、より価格が高騰している令和７年産米と令和

６年産米の仕入価格高騰分を補助対象としている。」との答弁がありました。

次に、観光交流課所管の大仙市物産品ＰＲ事業費について、委員から「令和６年度か

らスタートした事業であるが、事業開始前の令和５年度の特産品の販売実績は把握して

いるのか。事業効果を検証するためにも、事業開始前のデータは重要であり、把握して

おくべきだと思う。この後、決算審査も控えているが、その際にでも示していただきた

い。」との質疑があり、当局からは「現時点では令和５年度の実績は把握していない。

決算審査まで準備をしてまいりたい。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局の補正内容の説明を了とし、討論はなく、採決の

結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。

次に、議案第８３号「令和７年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第２号）」
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につきましては、委員から「当初予算編成時から、これまで市内各スキー場の様々な設

備について、補正対応をしてきた。それ以外にも点検作業を行っていると思うが、シー

ズンオープンに向け順調に進んでいるのか。」との質疑があり、当局からは「今のとこ

ろ順調に進んでおり、全ての案件がシーズンオープンに間に合う予定である。」との答

弁がありました。

その他、質疑はなく、当局の補正内容の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出

席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。

以上で、報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【５番 挽野利恵議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 討論なしと認めます。

これより、議案第８１号から議案第８４号までの４件を一括して採決いたします。本

４件に対する委員長報告は原案可決であります。本４件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本４件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（古谷武美） 日程第１５、議案第８５号から日程第２４、議案第９５号までの

１０件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。伊藤総務部長。

【伊藤総務部長 登壇】

○総務部長（伊藤公晃） はじめに、議案第８５号、大仙市一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。

資料ナンバー１、議案書の７ページと８ページをご覧願います。
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配偶者に係る扶養手当の段階的廃止に伴い、扶養手当の支給要件に係る扶養親族の範

囲から配偶者を除くこととしておりますが、本案は、県に倣い、寒冷地手当の支給要件

に係る扶養親族の範囲には、これまでどおり配偶者を含むこととするもので、所要の条

文整理を行い、公布の日から施行するものであります。

次に、議案第８６号、大仙市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について、ご説明申し上げます。

議案書の９ページから１２ページまでをご覧願います。

本案は、法改正に伴い、新たな部分休業制度に係る規定の整備を行うほか、国・県の

対応に倣い、仕事と育児の両立支援制度の利用に関する早期の情報提供や意向確認など

を行うこととするものであります。

新たな部分休業制度の内容といたしましては、１日につき２時間以内で取得できる現

行の部分休業が「第１号部分休業」として継承されたほか、新たな形態の部分休業とし

て、１年につき一定の時間を超えない範囲内で、２時間を超える時間や１日単位で取得

できる「第２号部分休業」が設けられたものであります。

本条例は、所要の経過措置を設け、令和７年１０月１日から施行するものであります。

次に、議案第８７号、大仙市大曲墓園条例の一部を改正する条例の制定について、ご

説明申し上げます。

議案書の１３ページから１５ページまでをご覧願います。

本案は、大曲墓園に、焼骨を共同で埋蔵する施設として新たに合葬墓を設置し、その

利用要件や永代使用料を定めるものであります。

内容といたしまして、合葬墓の利用については、市営墓地を利用していない市民の方

や墓じまいのために改葬する方などを対象とし、永代使用料を１体につき３万円とする

もので、このほか所要の規定の整備を行い、令和７年１１月１日から施行するものであ

ります。

次に、議案第８８号、大仙市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定につい

て、ご説明申し上げます。

議案書の１６ページから１８ページをご覧願います。

本案は、令和６年能登半島地震の状況を踏まえ、災害などの非常の場合においては、

他市町村の指定事業者等についても給水装置や排水設備等の工事の実施を可能とするも

ので、公布の日から施行するものであります。
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次に、議案第８９号、大仙市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げ

ます。

議案書の１９ページと２０ページをご覧願います。

本案は、建設業法施行令の改正に伴い、引用条項ずれの整理を行うもので、公布の日

から施行するものであります。

次に、議案第９０号、財産の譲与について、ご説明申し上げます。

議案書の２１ページをご覧願います。

旧中仙公民館清水分館につきましては、公共工事による解体を計画していましたが、

今般、遊休資産の処分に伴う建物解体費用の低減を図るため、同館敷地である土地の売

却に係る建物解体条件付き一般競争入札を実施いたしました。この入札は、建物解体費

用が土地評価額を上回ることから、予定価格をマイナスに設定した、いわゆるマイナス

入札として実施したものでありますが、本案は、入札の結果、落札額についてもマイナ

スの金額となったことから、建物解体に係る負担金を付して、当該土地を落札者である

有限会社石川屋商店に無償譲渡するため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定によ

り、議決をお願いするものであります。

次に、議案第９１号から議案第９３号までの財産の取得につきましては、関連がござ

いますので、一括してご説明させていただきます。

議案書の２２ページから２４ページまでをご覧願います。

本３案は、市内各小・中学校で使用する教職員用端末機器を取得するため、大仙市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議

決をお願いするものであります。

議案第９１号につきましては、大曲地域の各小・中学校で使用する教職員用端末機器

２２３台を、６，４１８万８，６３０円で株式会社ビジネス秋田から取得するものであ

ります。

２３ページになります。

議案第９２号につきましては、同じく、中仙、仙北及び太田地域の教職員用端末機器

１４３台を、４，１１７万４，４３０円で株式会社とみや大仙営業所から取得するもの

であります。

２４ページになります。
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議案第９３号につきましては、同じく、神岡、西仙北、協和及び南外地域の教職員用

端末機器１３４台を、３，８５５万８，３００円で株式会社アイネックス大仙営業所か

ら取得するものであります。

次に、議案第９５号、令和７年度大仙市一般会計補正予算（第５号）について、ご説

明申し上げます。

資料ナンバー３、補正予算書〔９月補正②〕をご覧願います。

３ページをお願いいたします。

今回の補正予算は、クマ出没における被害防止関連経費や、道の駅なかせんの照明Ｌ

ＥＤ化に係る経費などの補正をお願いするもので、歳入歳出予算の総額に、それぞれ

７，６７２万円を追加し、補正後の予算総額を４６３億８４万４千円とするものであり

ます。

６ページをお願いいたします。

債務負担行為につきましては、令和８年１０月から運用開始を予定している次期財務

会計システムの構築等に係る経費について、債務負担行為の追加をお願いするものであ

ります。

それでは、補正予算の概要について、歳入から順にご説明申し上げます。

１０ページをお願いいたします。

１５款国庫支出金は、生活保護費補助金として８１万４千円の補正、１６款県支出金

は、指定管理鳥獣対策事業交付金及び畑地化促進事業費補助金などとして７２５万３千

円の補正、２０款繰越金は、前年度繰越金として５，３１５万３千円の補正、２２款市

債は、観光施設整備事業債として１，５５０万円の補正であります。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

１１ページをお願いいたします。

３款民生費は、生活保護事務費として、生活保護法の一部改正に伴う事務処理システ

ムの改修経費として１６２万８千円の補正であります。

１２ページをお願いいたします。

４款衛生費は、９６２万１千円の補正であります。

主な内容といたしまして、プラスチック資源循環事業費は、プラスチックごみの回収

を７月から月２回に増やし実施していることに伴い、収集量が当初見込みの２倍以上と

なっており、ごみ処理センターから再商品化事業者への搬出経費が不足することから、
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７９０万５千円の補正であります。

１３ページをお願いいたします。

６款農林水産業費は、８９１万２千円の補正であります。

主な内容といたしまして、換地処分等業務費は、県営ほ場整備事業「大畑深山地区」

の事業採択に伴い、土地改良区が存在しない当地区については市が換地業務に当たるこ

とから、関連する経費として３９７万５千円の補正、有害鳥獣駆除対策事業費は、鳥獣

保護管理法の改正により、人の生活圏での銃による猟を可能とする、いわゆる緊急銃猟

が創設されたことに伴い、国の交付金を活用し捕獲経費や資材の購入を行う経費などと

して２１３万６千円の補正であります。

１４ページをお願いいたします。

７款商工費は、５，６５５万９千円の補正であります。

主な内容といたしまして、企業誘致対策費は、立地協定を締結した企業に貸し出しす

る旧太田学校給食センターの電気設備改修に係る実施設計が完了したことから、工事費

などとして３，８４３万３千円の補正、道の駅なかせん管理費は、照明ＬＥＤ化更新に

係る実施設計が完了したことから、工事費などとして１，６６８万５千円の補正であり

ます。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。

【伊藤総務部長 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、日程第２５、議案第９４号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。小林上下水道局長。

【小林上下水道局長 登壇】

○上下水道局長（小林孝至） 議案第９４号、令和６年度大仙市下水道事業会計未処分利

益剰余金の処分につきまして、ご説明申し上げます。

資料ナンバー１、議案書の２５ページをご覧願います。

本案は、令和６年度大仙市下水道事業会計未処分利益剰余金５億９，６９１万

８，５３５円を、経営安定化のため資本金に組み入れることにつきまして、地方公営企

業法第３２条第２項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申
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し上げます。

【小林上下水道局長 降壇】

○議長（古谷武美） 日程第２６、議案第９６号から日程第４０、議案第１１０号までの

１５件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。今野副市長。

【今野副市長 登壇】

○副市長（今野功成） 議案第９６号、令和６年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、並びに議案第９７号から１１０号までの令和６年度大仙市特別会計歳入歳出決

算の認定については、関連がありますので一括してご説明いたします。

今回ご審議いただく令和６年度の一般会計・特別会計歳入歳出決算につきましては、

地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定により、大仙市監査委員の審

査を頂いております。その審査結果は、提出されております審査意見書のとおりであり

ます。

決算内容は、タブレットの第３回定例会第１日目のフォルダ内の資料ナンバー４の

「令和６年度大仙市一般会計・特別会計歳入歳出決算書」のとおりであります。

それでは決算概要についてご説明いたします。

同フォルダ内の資料ナンバー４－１の「令和６年度大仙市の決算概要」についてであ

ります。

２ページをお願いします。

はじめに、「一般会計・特別会計決算の状況」について、ご説明いたします。

令和６年度一般会計の決算規模は、歳入総額５３９億４，８４０万５千円、歳出総額

５１５億７，３７９万５千円、歳入歳出差引残額は２３億７，４６１万円であります。

また、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は２１億７，２６９万７千円の黒字と

なっております。

次に、令和６年度の各特別会計決算につきましては、国民健康保険事業特別会計から

淀川財産区特別会計までの１４の特別会計を合算した決算額は、資料の下から２段目の

合計の欄ですが、歳入総額１１０億７，０７８万７千円、歳出総額１０８億６，７７７

万４千円、歳入歳出差引残額は２億３０１万３千円であります。

また、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は２億１４１万５千円となり、全会
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計で、ゼロまたは黒字決算となっております。

３ページをお願いします。

次に、「普通会計の状況」についてご説明いたします。

令和６年度普通会計決算規模についてでありますが、一般会計に学校給食事業及び奨

学資金の二つの特別会計を含めた普通会計ベースにおける決算規模は、総務省が定めた

決算統計上のルールに基づき、実際の決算額から普通会計内の繰り出し・繰り入れや県

振興資金を活用した借換債の発行額などを控除したことにより、歳入総額５３９億

９，３８３万円、歳出総額５１６億７７７万３千円、歳入歳出差引額は２３億８，６０

５万７千円であります。

前年度と比較し、歳入は１６億１，３３４万６千円の増、歳出でも１７億６，８５０

万７千円の増となっております。

主な増要因として、歳入では、物価上昇や人件費高騰に伴う財源不足を補うための財

政調整基金や公共施設の改修等の財源としての公共施設適正管理基金の繰入金などの増

によるものです。

また、歳出では、国の重点支援地方交付金を活用した低所得世帯への給付事業や定額

減税の補足給付、原油価格高騰対策生活支援をはじめとした市独自の物価高騰対策事業

の実施などによるものです。

次に、「令和６年度普通会計決算収支」についてであります。

歳入歳出差引額から翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は、市税収入や特別交

付税が当初見込みを上回ったことに加え、電気料等で施設運営費が縮減されたことなど

により、過去２番目の黒字額となる２１億８，４１４万４千円を確保したものでありま

す。

また、実質単年度収支は、財政調整基金への積み立てや市債の任意繰上償還を実施い

たしましたが、財政調整基金から８億３，０００万円を繰り入れたため、平成２９年度

以来となる５，９２５万８千円の赤字決算となっております。

４ページをお願いします。

次に、「令和６年度普通会計歳入決算内訳」についてであります。

普通会計の歳入構造でありますが、自主財源の総額は１５６億４，１９０万２千円で、

定額減税により市税が減少したものの、財政調整基金や公共施設適正管理基金など、基

金繰入金が大幅に増加したことなどにより増となり、自主財源比率は２９パーセントに
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微増しております。

依存財源の総額は３８３億５，１９２万８千円で、地方創生臨時交付金や新型コロナ

ウイルスワクチン接種に係る国庫支出金が大幅に減となったものの、基準財政需要額の

増などにより普通交付税が増となったほか、大曲仙北広域市町村圏組合が実施主体の中

央し尿処理センター改築事業や中里温泉改築事業などに係る市債発行額が増加したこと

などにより増となりましたが、自主財源の増加額が大きかったため、依存財源比率は

７１パーセントに微減しております。

５ページをお願いします。

次に、「普通交付税・臨時財政対策債の推移」についてご説明いたします。

令和６年度の普通交付税は１７０億８，９７７万２千円で、当初配分額が前年度を上

回ったことに加え、国税の増収に伴う再算定が４年連続であったため、最終的な交付額

も前年度を上回っております。

また、普通交付税の代替財源となる臨時財政対策債は、地方交付税や地方税などの増

収を受け、地方の財源不足が大幅に解消されたことから、国と地方で半分ずつ穴埋めす

る臨時財政対策債の「折半ルール」が３年連続で解消されたことにより、地方財政の収

支不足に伴う新たな発行はなく、既往債の償還分のみの発行として大幅な減額となって

おります。

６ページをお願いします。

次に、「特別交付税の推移」についてご説明いたします。

令和６年度の特別交付税は２０億８，５４４万１千円で、地域おこし協力隊が新たに

３名登用されたことや除排雪経費に係る算定が増えたほか、本市独自の取り組みに対す

る特殊財政需要が反映されたことなどから、前年度より微増となっております。

７ページをお願いします。

次に、「普通会計歳出決算の目的別の概要」についてご説明いたします。

目的別の構成比は、民生費、総務費、教育費、公債費の順に多く、この４項目で全体

の約３分の２を占めております。

前年度比の増減率の大きいものとして、総務費は、南楢岡コミュニティセンターの改

築事業に加え、ふるさと応援寄附金の増加に伴うふるさと納税関連経費及びふるさと応

援基金積立金の増などから、対前年度比１５．５パーセント増の６５億８，２６６万３

千円となっております。
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衛生費は、大曲仙北広域市町村圏組合が実施主体の中央し尿処理センター改築事業に

加え、大曲と中仙の一般廃棄物最終処分場の廃止事業を実施したことなどから、対前年

度比１４．３パーセント増の４３億８，７６９万６千円となっております。

商工費は、ユメリアの屋根改修工事に加え、中里温泉の改築事業を実施したことなど

から、対前年度比４３．６パーセント増の２８億２，６１３万１千円となっております。

土木費は、物渡台地区防災集団移転促進事業で宅地や建物の補償が始まったことに加

え、人件費等の高騰や２月からの集中的な降雪などにより除雪対策費が大幅に増となっ

たことなどにより、対前年度比１４．９パーセント増の５０億６，５５２万円となって

おります。

教育費は、令和５年度に実施した市内小・中学校のトイレ洋式化及びキュービクル更

新に係る国補正の繰越事業の終了に加え、多目的人工芝グラウンド整備事業の終了及び

四ツ屋公民館の建設工事の終了などにより、対前年度比１１．４パーセント減の５３億

１，５７０万８千円となっております。

災害復旧費は、令和６年７月の大雨による災害復旧事業の増に加え、令和５年度に発

生した大雨災害の繰越事業も実施されたことにより、対前年度比１７．１パーセント増

の３億５７万２千円となっております。

８ページをお願いします。

次に、「普通会計歳出決算の性質別の概要」についてご説明いたします。

義務的経費の総額は、対前年度比１．８パーセント減の１９１億２，０９７万６千円

で、構成比は３７．１パーセントであります。

主な減要因として、扶助費は定額減税に伴う補足給付を実施した一方で、市単独で

１８歳以下の子ども１人につき２万円を給付した令和５年度の物価高支援が終了したこ

とによる減に加え、国の住民税非課税世帯や住民税均等割世帯への給付事業への対象者

が新たな非課税世帯等に限られたことや、令和６年度非課税世帯を対象とした給付事業

は前年度の１０万円から３万円に給付額が減となったことなどから、対前年度比３．７

パーセントの減となっております。

また、公債費は、令和５年度に引き続き一般財源による任意の繰上償還を行っており

ますが、令和５年度で定期償還が終了となる借り入れが多かったことによる元利償還金

の減により、対前年度比６パーセントの減となっております。

９ページをお願いします。
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次に、「普通建設事業費の状況」についてご説明いたします。

普通建設事業費は５０億８，４３９万３千円で、前年度比１パーセントの増となって

おります。

普通建設事業費単独分では、本年４月にリニューアルオープンした中里温泉の改築事

業に加え、南楢岡コミュニティセンター改築事業や協和野球場スコアボード更新事業の

実施などにより、対前年度比９パーセント増の３２億９，５９９万円となっております。

普通建設事業費補助分では、国の補助を受けて実施する橋りょうの長寿命化を図る改

修工事の事業量の減や小・中学校のトイレ洋式化及びキュービクル更新に係る国補正の

繰越事業の終了に伴い、対前年度比１４．６パーセント減の１２億１，７８３万円と

なっております。補助事業では減となったものの、単独事業の増が上回ったため普通建

設事業費は前年より微増となっております。

１０ページをお願いします。

次に、「積立金の状況」についてご説明いたします。

主なものとして、財政調整基金は、令和５年度末には過去最大となる４５億９６２万

６千円の残高を確保しておりましたが、令和６年度においては物価上昇や人件費高騰に

よる財源不足を補うため８億３，０００万円を取り崩しております。年度末に地方交付

税や各譲与税・交付金の決算剰余金などを活用して７億２１２万２千円を積み立てたこ

とで、残高は４３億８，１７４万８千円となっております。

なお、令和７年度当初予算において、財源不足調整分として７億円の取り崩しを計上

しているところであり、令和７年度末における残高は３６億８，１７４万８千円を見

込んでおります。

減債基金は、普通交付税で臨時財政対策債償還費として追加交付された１億

５，５９５万円を積み立て、令和７年度、８年度の２カ年分に当たる臨時財政対策債の

元金償還の財源とするほか、決算剰余金など合わせて１億９万８千円を積み立てており

ます。

特定目的基金は、庁舎整備基金に約２億円、学校施設再編整備基金に約３億円を積み

立てたほか、内小友地域の方から地域の振興を目的として１千万円の寄附金があったこ

とから、地域振興基金内に新たに経理区分して積み立てております。

計２１の普通会計基金の残高は、前年度より７億４，８４３万円増となる１２４億

７６６万４千円を確保したところであります。引き続き、各年度の予算執行状況を勘案



- 32 -

しながら、各基金への積み増しと基金の活用事業について検討を図ってまいります。

１１ページをお願いします。

次に、「市債の状況①」についてご説明いたします。

全会計の元利償還額と実質公債費比率の相関表になります。

財政指標の一つである実質公債費比率については、地方公共団体の標準的な一般財源

を表す標準財政規模に対する地方債の元利償還金などの割合を示すもので公債費が財政

規模と比べて適切かを判断する指標であります。

令和６年度決算では、市税や地方消費税交付金の増収による基準財政収入額の増に伴

い標準財政規模が拡大したことに加え、令和４年度にピークを迎えた元利償還金の公債

費が減少に転じており、単年度比率が減少したことから、３カ年平均でも前年度より

０．１ポイント減少し１１．３パーセントとなっております。

指標の分母である財政規模については好調な税収を受け増加傾向にありますが、今年

度実施される国勢調査での人口減少の影響によっては普通交付税が減少となり、標準財

政規模の減少も考えられるため、引き続き市債の繰上償還などを行い、着実な比率改善

に努めてまいります。

１２ページをお願いします。

次に、「市債の状況②」についてご説明いたします。

全会計の市債現在高と将来負担比率の相関表になります。

財政指標の一つでもある将来負担比率については、市及び市が関係する一部事務組合

などの負債が、標準財政規模の何年分に相当するのかを図る指標であります。

令和６年度の全会計の市債残高は、これまで市債発行額の抑制や市債の任意繰上償還

に努めてきた結果、ピーク時の平成１９年度と比べ３２．５パーセント減の７４８億円

程度となっております。

市債残高が減少したことに加え、財政調整基金や減債基金をはじめとする各基金の積

み増しなどより、前年度から１．９ポイント改善し、７０．５パーセントとなっており

ます。今後も継続して比率の改善を図るために、市債発行額の抑制のほか、基金の積み

増しや市債の繰上償還に努めてまいります。

１３ページをお願いします。

最後に、「主な財政指標」についてであります。

本表は、主要な財政指標である経常収支比率と財政力指数の推移であり、当市と人口



- 33 -

及び産業構造等により分類された同規模にある類似団体平均数値を比較したものになり

ますので、後ほどご覧いただきたいと思います。

なお、令和６年度の全国類似団体平均は、今年度末の公表となる予定であります。

以上、令和６年度大仙市一般会計・特別会計の決算概要につきましてご説明申し上げ

ましたが、よろしくご審査の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

【今野副市長 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、日程第４１、議案第１１１号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。藤原市立大曲病院事務長。

【藤原病院事務長 登壇】

○病院事務長（藤原孝之） 議案第１１１号、令和６年度市立大曲病院事業会計決算の認

定についてご説明いたします。

資料ナンバー５、令和６年度市立大曲病院事業会計決算書をお願いいたします。

病院事業の決算につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会

の認定をお願いするものです。

はじめに、１５ページの事業報告書「１．概況」をご覧願います。

令和６年度の病院利用状況でありますが、入院の年間延べ患者数は３万４，３４１人

で、前年度と比較すると７０７人の減であります。１日平均患者数は９４．１人で病床

利用率は７８．４パーセントであります。外来の年間延べ患者数は１万３千人で、前年

度と比較すると７９人の増となり、１日平均患者数は５３．５人であります。

次に、決算の内容についてご説明申し上げます。

決算書は、ページをお戻りいただき、２ページ・３ページをお願いいたします。

説明に当たり、千円未満は省略させていただきます。

（１）収益的収入及び支出は、病院の経営活動によって発生した収益と費用となりま

す。

収入の部、第１款病院事業収益は、決算額９億７，１０８万５千円で、予算額に対し

１，６７０万１千円の減となっております。

主な内容といたしまして、第１項医業収益は、入院収益や外来収益などで５億

８，３４６万６千円、第２項医業外収益は、一般会計からの負担金と長期前受金戻入益

などで３億８，７６１万９千円の決算額であります。



- 34 -

次に、支出の部は、第１款病院事業費用は、決算額９億２，６３９万１千円で、不用

額は５，２７４万９千円であります。

主な内容といたしましては、第１項医業費用は、職員の給与費、医薬品などの材料費、

光熱水費など病院施設管理のための経費、それに減価償却費などで９億１，５３８万３

千円、第２項医業外費用は、企業債の利息の支払等で、９４７万５千円、第３項特別損

失は、１５３万２千円の決算額であります。

４ページ・５ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出は、施設設備の更新を行う建設改良費や企業債の償還元金

などであり、資産を形成するためのものとして計上しております。

収入の部、第１款資本的収入は、決算額９，９４０万４千円で、内訳は、第１項一般

会計からの出資金が９，９４０万４千円であります。

次に支出の部、第１款資本的支出は、決算額１億６，００９万３千円で、翌年度への

繰越額１９２万３千円、不用額は１２１万９千円であります。

主な内容といたしましては、第１項、ノートパソコンの購入などに係る建設改良費が

１２３万９千円、第２項企業債の元金償還額が１億５，８８５万４千円であります。

以上により、資本的収入額が資本的支出額に不足する額につきましては、減債積立金

などで補塡しております。

次に、７ページ、損益計算書をお願いいたします。

下から３行目に記載の当年度純利益は４，４２６万２千円であり、前年度繰越利益剰

余金を加えた当年度未処分利益剰余金は５，５４７万４千円であります。

８ページ・９ページをお願いいたします。

次に、この剰余金の処分についてでありますが、下段に記載の剰余金処分計算書によ

り、当年度未処分利益剰余金５，５４７万４千円を、企業債の償還を目的として積み立

てる減債積立金に３，０００万円を積み立て処分し、残額２，５４７万４千円は翌年度

繰越利益剰余金とするものであります。

以上、令和６年度市立大曲病院事業会計決算の概要についてご説明申し上げましたが、

よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

【藤原病院事務長 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、日程第４２、議案第１１２号から日程第４４、議案第１１４
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号までの３件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。小林上下水道局長。

【小林上下水道局長 登壇】

○上下水道局長（小林孝至） はじめに、議案第１１２号、令和６年度大仙市上水道事業

会計決算の認定につきましてご説明申し上げます。

資料ナンバー６、「令和６年度大仙市上下水道事業会計決算書」をお願いいたします。

１４ページの事業報告書１の概況をご覧願います。

アの給水状況でありますが、給水戸数は１万５，４８１戸で、前年度比で８７戸増加

しておりますが、給水人口は３万３４５人で、３７２人の減となっております。

計画給水人口に対する普及率は９０．５パーセントであります。

次に決算の内容につきまして、ご説明申し上げます。

ページを戻っていただきまして、２ページ・３ページをお願いいたします。

説明に当たり、千円未満は省略させていただきます。

（１）収益的収入及び支出は、水道事業の経営活動に伴って発生した収益と、それに

対応した費用であります。

収入の部、第１款上水道事業収益は、決算額８億７，５０５万４千円であります。

支出の部、第１款上水道事業費用は、決算額７億６，３１５万６千円で、不用額は

６，５９４万３千円であります。

４ページ・５ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出は、施設の整備等の建設改良費や企業債の償還元金などで

あります。

収入の部、第１款資本的収入は、決算額５，２７７万３千円であります。

支出の部、第１款資本的支出は、決算額４億１，８９０万２千円で、翌年度への繰越

額３，３４６万２千円、不用額は６８５万２千円であります。以上により、資本的収入

額が資本的支出額に不足する額につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で補塡し

ております。

７ページをお願いいたします。

損益計算書でありますが、下から３行目に記載の当年度純利益は９，１５６万３千円

であり、当年度純利益に前年度繰越利益剰余金を加えた当年度未処分利益剰余金は１億

１，３５７万４千円であります。
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８ページをお願いいたします。

この剰余金の処分についてでありますが、下の段に記載の剰余金処分計算書により、

減債積立金として１億円を処分し、企業債の償還への充当を目的に積み立てし、残額

１，３５７万４千円は翌年度繰越利益剰余金とするものであります。

続きまして、議案第１１３号、令和６年度大仙市簡易水道事業会計決算の認定につき

ましてご説明申し上げます。

５４ページの事業報告書、１の概況をご覧願います。

アの給水状況でありますが、給水戸数は８，７９０戸で、前年度比で３７戸減少して

おり、給水人口は２万１，１９１人で４６２人の減となっております。計画給水人口に

対する普及率は７３．１パーセントであります。

ページを戻っていただきまして４２ページ・４３ページをお願いいたします。

（１）収益的収入及び支出についてであります。

収入の部、第１款簡易水道事業収益は、決算額１２億６，８４１万４千円であります。

支出の部、第１款簡易水道事業費用は、決算額１０億６，２９６万６千円で、不用額

は、６，８１６万６千円であります。

４４ページ・４５ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出についてであります。

収入の部、第１款資本的収入は、決算額３億７，６６３万２千円であります。

支出の部、第１款資本的支出は、決算額１０億３，５１２万８千円、不用額は

１，９２２万３千円であります。

以上により、資本的収入額が資本的支出額に不足する額につきましては、当年度分損

益勘定留保等で補塡しております。

４７ページをお願いいたします。

損益計算書でありますが、下から３行目に記載の当年度純利益は１億７，２３５万２

千円であり、当年度純利益に前年度繰越利益剰余金を加えた、当年度未処分利益剰余金

は１億９，４８４万８千円であります。

４８ページをお願いいたします。

この剰余金の処分についてでありますが、下の段に記載の剰余金処分計算書により、

減債積立金として１億９，０００万円を処分し、企業債の償還への充当を目的に積み立

てし、残額４８４万８千円は翌年度繰越利益剰余金とするものであります。
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続きまして、議案第１１４号、令和６年度大仙市下水道事業会計決算の認定につきま

してご説明申し上げます。

１０８ページの事業報告書１の概況をご覧願います。アの事業概要でありますが、処

理区域内人口は５万１，３４１人で、前年度比で７７４人減少し、行政区域内人口に対

する下水道普及率は７０．１パーセントであります。また、水洗化人口は３万

７，９３６人で、３０４人減少し、処理区域内人口に対する水洗化率は７３．９パー

セントであります。

ページを戻っていただきまして、９４ページ・９５ページをお願いいたします。

（１）収益的収入及び支出についてであります。

収入の部、第１款下水道事業収益は、決算額３４億２，０７９万２千円であります。

支出の部、第１款下水道事業費用は、決算額２７億８，３８０万５千円で、不用額は

２，９１２万８千円であります。

９６ページ、９７ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出についてであります。

収入の部、第１款資本的収入は、決算額１５億８，５３３万７千円であります。

支出の部、第１款資本的支出は、決算額２４億９，１１０万７千円で、翌年度への繰

越額３，６０２万６千円、不用額は１，４６５万４千円であります。

以上により、資本的収入額が資本的支出額に不足する額につきましては、当年度分損

益勘定留保資金等で補塡しております。

９９ページをお願いいたします。

損益計算書でありますが、下から３行目に記載の当年度純利益は５億９，６９１万８

千円で、当年度未処分利益剰余金となります。

１００ページをお願いいたします。

この剰余金の処分につきましては、先の議案第９４号でご説明しましたとおり、経営

安定化のための資本金に組み入れを予定しております。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申

し上げます。

【小林上下水道局長 降壇】

○議長（古谷武美） これにて、本定例会に上程された議案についての説明が終了しまし
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た。

○議長（古谷武美） お諮りいたします。議案等調査のため、８月２３日から９月１日ま

で１０日間、休会したいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって、８月２３日から９月１日まで１０

日間、休会することに決しました。

○議長（古谷武美） 以上で本日の日程は、全て終了しました。

本日はこれをもって散会し、来る９月２日、本会議第２日を定刻に開議いたします。

大変ご苦労様でした。

午後 ２時０４分 散 会
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令和７年第３回大仙市議会定例会会議録第２号

令和７年９月２日（火曜日）

議 事 日 程 第 ２ 号

令和７年９月２日（火曜日）午前１０時開議

第 １ 一般質問

出席議員（２４人）

１番 大 山 利 吉 ２番 戸 嶋 貴美子 ３番 佐 藤 文 子

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 挽 野 利 恵 ６番 秩 父 博 樹

７番 青 柳 友 哉 ８番 安 達 成 年 ９番 髙 橋 徳 久

１０番 佐 藤 芳 雄 １１番 橋 本 琢 史 １２番 小笠原 昌 作

１３番 小 松 栄 治 １４番 本 間 輝 男 １５番 佐 藤 育 男

１６番 山 谷 喜 元 １７番 石 塚 柏 １８番 高 橋 敏 英

１９番 橋 村 誠 ２０番 渡  秀 俊 ２１番 金 谷 道 男

２２番 後 藤 健 ２３番 鎌 田 正 ２４番 古 谷 武 美

欠席議員（０人）

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 老 松 博 行 副 市 長 今 野 功 成

副 市 長 舛 谷 祐 幸 教 育 長 伊 藤 雅 己

総 務 部 長 伊 藤 公 晃 企 画 部 長 佐々木 英 樹

市 民 部 長 伊 藤 敬 健 康 福 祉 部 長 佐 藤 和 博

こ ど も 未 来 部 長 田 口 美和子 農 林 部 長 斎 藤 秋 彦



- 40 -

経 済 産 業 部 長 鎌 田 篤 史 観光文化スポーツ部長 加 賀 貢 規

建 設 部 長 京 野 和 明 病 院 事 務 長 藤 原 孝 之

教育委員会事務局長 佐々木 泰 宏 上 下 水 道 局 長 小 林 孝 至

総 務 課 長 三 浦 政 輝

議会事務局職員出席者

局 長 大 沼 利 樹 参 事 佐 藤 和 人

主 幹 佐々木 孝 子 主 幹 黒 田 貴 彦

主 査 藤 澤 正 信

午前１０時 開 議

○議長（古谷武美） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

○議長（古谷武美） 本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

○議長（古谷武美） 日程第１、一般質問を行います。

順次質問を許します。

はじめに、６番秩父博樹議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、６番。

【６番 秩父博樹議員 登壇】

○議長（古谷武美） １番の項目について質問を許します。

○６番（秩父博樹） おはようございます。公明党の秩父博樹です。１項目質問させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。

ＡＰＤ（聴覚情報処理障害）及びＬｉＤ（聞き取り困難症）について、お伺いいたし

ます。

聴力検査では異常がないにもかかわらず、会話が理解できずに悩んでいる人たちがお

ります。ＡＰＤやＬｉＤと呼ばれる症状ですが、まだ診断基準は確立されておりません。

音や言葉は空気の振動として外耳から中耳、内耳へと伝わります。内耳の蝸 牛 で電
か ぎゅう
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気的な興奮に変換されて、神経から脳に達します。耳で“加工”され、脳で聞いている

ということになります。

ＡＰＤやＬｉＤは、「音」はしっかりと聞こえるため、通常の聴力検査では「異常な

し」と診断されることがほとんどであります。耳から入った音の情報を脳で処理する際、

何らかの障害が生じる症状というふうに考えられておりますが、診断基準や治療方法が

確立されていないのが今の現状であります。

主な症状としては、「騒がしい場所や早口の人の会話が聞き取れない」「聞き間違い

が多い」「複数人との会話が難しい」などがあります。

２年前になりますが、私の友人、仮にＫさんとしたいと思います。このＫさん夫婦は、

長女、仮にＭさんというふうにしたいと思います。この「聞こえ方」に違和感を感じた

そうです。当時、このＭさんは小学２年生で、普通に家族と話し、友達と遊んでいたそ

うです。ただ、学校では、エアコンや雨の音が大音量に感じて、先生や友達の話が「ぼ

やけて分からなくなる」と言っていたそうです。そこでＫさんは、ＡＰＤかもしれない

というふうに考えたそうです。これは新聞記事でＡＰＤを知っていたからだそうです。

最寄りの耳鼻科へＭさんを連れていくと、医師の方からは「ＡＰＤは詳しくないが、学

会で聞いた」と答え、小児耳鼻科の第一人者がいる総合病院へ紹介状を書いてくれ、そ

こで、言語や脳波などを検査した結果、ＡＰＤと診断されたそうです。そして、診断結

果をＭさんが通う小学校に伝えると、状況を理解し、難聴学級でも学べるようになった

そうです。その後、先生の声を、マイクから送信機を通じて耳に付けた受信機でクリア

に聞ける補聴援助システム、これ「ロジャー」といいますけど、このロジャーも使用す

ることができたそうです。

昨年、このＫさんの転勤で、Ｋさん一家は県外の方へ引っ越しました。転校先に難聴

学級はないそうですが、転校前の小学校から紹介状が送られ「教室では先生の話が静か

に聞ける席に」などの配慮がなされたそうです。

また、聴覚支援学校の教員が同行訪問し、ＡＰＤの人の聞こえ方を再現したそうです。

大型スピーカーを教室に持ち込み、Ｍさんが感じているこの重低音、これを流して聞き

取りの困難さを教員と児童に伝えると、理解が広がったそうであります。Ｍさんは、聴

力検査では異常がないため、聴覚障がいの認定が受けられず、支援機器の購入費は補助

されておりません。ロジャーの購入には約３０万円ほどかかります。そこで、３万円ほ

どのイヤホンとマイクが付いた無線機を代用しているそうです。それによって、Ｍさん



- 42 -

は先生の話をイヤホンでストレートに聞くことができ、話も理解できているそうです。

他方で、Ｋさんはスクールカウンセラーから「Ｍさんと同じく困っている人を何人も

知っている」と聞いており、ＡＰＤに気付かず悩んでいる人も多いのではないかと話し

てくれました。

この「聞こえているのに、聞き取れない」というＡＰＤ及びＬｉＤについて、東北大

学病院の香取幸夫副病院長からご教示いただく機会がありました。香取先生の方からは、

「聞き取りには音に対する注意力、聞こえた音を言葉として保持する記憶力や精神的な

安定が必要。聞き取りにくさを考えた上で、聞き取りやすくするために環境を調整して

ほしい。学齢期であれば、教室の座席の位置を前にしたり、社会人であれば電話を受け

ない仕事をするなど、その人に合った対応が望ましい。また、補聴器やスマートフォン

などの文字音声化アプリといった補助道具も有効な場合がある。まずは、家族や学校、

職場など、周囲が本人の状況を把握し、理解することが大切だ。大人には読み書きの能

力が備わっている場合が多く、文字情報の掲示が有効だ。学童期では、言語発達の遅れ

の一因とも考えられるので、疑わしいときは耳鼻科を受診してほしい。」というふうに

ありました。

学齢期の子どもへの対応例としては、１点目、話し掛ける前に名前を呼び掛けたり、

肩をたたき、注意を向ける。２点目、短い文でゆっくり話し、ジェスチャーを交える。

３点目、何かをしながら話をしない。話すときは相手に集中する。４点目、表情豊かに

話す。５点目、文字や絵を提示しながら話す。６点目、必要があれば補聴器等のツール

を使う。７点目、聞き取りやすく、見やすい座席にする。８点目、聞き取れないことを

怒らないなどといった点が挙げられるそうです。

縷々お伝えしましたが、以上のことから提案ですが、まずはＡＰＤやＬｉＤのこの症
る る

状を知ってもらうための取り組みを行い、身近なところから理解を広げていくべきでは

ないかというふうに考えるものですが、いかがでしょうか。市当局のご所見をお伺いし

たいと思います。よろしくお願いします。

○議長（古谷武美） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 秩父博樹議員のＡＰＤ（聴覚情報処理障害）などに関する質問につ

きましては、健康福祉部長が答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古谷武美） 佐藤健康福祉部長。

○健康福祉部長（佐藤和博） 秩父博樹議員の質問にお答え申し上げます。
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質問の、ＡＰＤ（聴覚情報処理障害）・ＬｉＤ（聞き取り困難症）についてでありま

すが、この症状は、聴力検査では正常であるにもかかわらず、騒音の中や複数人数での

会話など特定の条件下において、音は聞こえているものの、その音が何を意味している

のか脳で認識できず、音声を言葉として聞き取ることが困難な状態をいうものとされて

おります。

これまでＡＰＤ・ＬｉＤには明確な定義や診断基準がなく、聞き取りづらさを感じて

いるのに、健康診断や病院での聴力検査で異常が認められず、周囲からは「本人の気の

せい」「努力不足」などの言葉で片付けられてしまうなど、認知度が低い状況にあるも

のと捉えております。

議員ご提案のとおり、市といたしましても、ＡＰＤ・ＬｉＤという症状を知ってもら

うことで、当事者の症状に関する自己認識につなげるとともに、さらには、周囲の理解

や協力を得られることで「聞き取りにくさ」を軽減するための支援につながるものと考

えております。

まずは、このＡＰＤ・ＬｉＤの症状の紹介やセルフチェックシートなどを、市のホー

ムページや公式ＳＮＳに掲載するほか、関係部署とも情報共有しながら周知に努めてま

いりたいと考えております。

○議長（古谷武美） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、６番。

○６番（秩父博樹） 今、部長の答弁からありましたとおり、やっぱりまだ認知度が低い。

自分自身も、この友人の方から話を聞くまで、全然これについて知らなかったんですね。

なので、またその後に、香取先生の方からご教示いただいて勉強する機会を設けさせて

いただいて、自分自身も、あっこういうことなんだって、それから少しずつ理解を進め

たっていうことで取り上げさせていただいたんですけど、今、部長からありましたよう

に、ホームページで周知するですとか、まずはこういう症状があるということを市民の

皆さんに周知して分かっていただいて、ご理解をいただくということから、まずそこか

らスタートなのかなというふうに思います。ホームページのほかにも、可能であれば市

の広報等も機会を見つけて周知していただきたいと思いますし、あと、これも可能であ

ればなんですけど、市内の耳鼻科っていっても、場所がちょっと限られてしまうんです

けど、例えばそこに何か周知できるようなパンフレットを置いてもらうですとか、あと
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は、例えば可能であればポスター、待合室にポスターを貼っていただくとか、そういう

形で、まずはこういう症状があるんだっていうことを周知するところからまず始めてい

くのが妥当ではないかなというふうに自分も思います。

今回それこそ自分の友人の娘さんの例を一例として取り上げさせていただいたところ

ですけど、過日の新聞記事、これ、自分の資料として当局の方にも提出させていただい

ておりますけど、その新聞記事の方には、主な患者層は２０代から３０代の若者、多分

これは子どもの頃はなかなか自分で気付きにくいから、こういうふうなデータになって

いるのかなというふうに思ったところですけど、それから、仕事に支障を来して初めて

自覚するっていう、仕事に支障を来すまでは自分が特別だと思ってないっていうか、そ

ういう感覚もあるようですので、そういう点からも、まずはこれを周知するためにも、

まず例えばですけど、市役所の中でもいるかいないか分からないですけど、いるかもし

れません。なので、しっかりこの情報を共有していただいて、この当事者がいた場合に

は、市役所の中でもしかるべき配慮、例えばポジショニングとかそういうことになると

思うんですけど、しかるべき配慮をお願いしたいというふうに思うんですけど、ちょっ

とこの点について伺いたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（古谷武美） 再質問に対する答弁を求めます。佐藤健康福祉部長。

○健康福祉部長（佐藤和博） 秩父博樹議員の再質問にお答え申し上げます。

再質問にございましたけれども、主な患者の年齢層は２０代から３０代ということで

すけれども、やはり小さい頃から、学童期、学齢期の頃から違和感は持っていたものの、

こういったＡＰＤ・ＬｉＤという知識がなくて自己認識できなかったという状況もあろ

うかと存じます。そういったことも含めまして、先ほど申し上げた周知に努めるととも

に、例えば教育委員会と情報共有して、学校の現場でもそういう症状があるんだよとい

うことを認識してもらうということが一つの今後の早めに気付く手法かと思います。

それと先ほど市役所内部での、もしこういう症例のある方、症状がある方という再質

問でございましたけれども、市の掲示板でもこういった症状あるということを周知して、

知ってもらうということと、例えば健康福祉部の窓口だけはなくて、市役所内部の各部

署でこういった症状の方もいるんだよということを認識していただいて、市民対応に当

たってもらうということに努めてまいりたいというふうに考えております。

以上であります。

○議長（古谷武美） 再々質問はありませんか。
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（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、６番。

○６番（秩父博樹） ありがとうございます。そういうふうに進めていただけるというこ

とで、よろしくお願いしたいと思います。

実は今回、この質問を取り上げるっていうことを周知したところ、実はうちの子もそ

ういうふうに診断されたんだっていう声も実際、市内でいただいております。なので、

まずはこの疾患が広く認知されて、症状による本人にしか分からないこの生きづらさ、

これを持つ方々に寛容な社会になること、これを切に願いまして、対応をお願いしまし

て自分の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。

○議長（古谷武美） これにて６番秩父博樹議員の質問を終わります。

【６番 秩父博樹議員 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、２１番金谷道男議員。

（「はい、議長、２１番」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、２１番。

【２１番 金谷道男議員 登壇】

○議長（古谷武美） １番の項目について質問を許します。

○２１番（金谷道男） 大地の会の金谷です。通告に従いまして、１項目質問させていた

だきます。

質問の内容は、県管理の道路整備の問題でありますが、市のまちづくりにも大いに関

わる要素でもあると考えますので質問させていただきます。

国道１３号から美郷町六郷地内で分岐し、大仙市太田、中仙地域を通り、中仙鶯野地

内で国道ｌ０５号と合流する主要地方道角館６号線、通称「角六線」は、沿線住民の生

活道路機能はもとより、市民のみならず、広く県内外の方々の通勤・通学等の通過道路、

産業道路、観光道路、それに加えた災害時の緊急迂回道路としての機能を持っている重
う

要な道路であります。

当該道路は、近年ますますその重要性は高まり、交通量も増大しております。

県では、南北双方から全線にわたって改良工事を進めておられます。

この道路の役割については、市としても十分認識されていることと思います。そのた

め、毎年、県との調整会議で要望もしていただいている成果でもあると思いますが、近

年、整備がスピードアップされているなというふうに感じているところで、大変喜ばし
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い限りです。ただ同時に、残された課題として、市街地をどうするのかが、かなり現実

的になってきたなとも感じているところであります。

そこで、この整備に関して、地元太田地域の状況、考え方も述べながら、市のお考え

をお伺いしたいと思います。

角六線の太田地域の横沢・中里・三本扇の集落の住宅密集地は、旧態依然の姿のまま

であります。その狭隘性により、利用者、居住者ともに朝夕、特に冬期間の渋滞が課題
あい

となっております。

地元としては、太田町時代から様々な形で要望してきましたが、部分的には実現した

要望もありましたが、なかなか本質的な課題解決の動きには結び付かないでおりました。

そんな中、前段で申し上げましたが、ここ２０年くらい前から路線全体の整備の動き

が出てきました。それを受けて、この角六線を、道路機能のみでなく、未来永劫、地域
ごう

活性化に寄与する道路として整備いただきたいとの要望活動をするため、平成２６年に

太田地域の沿線集落会を核に、交通安全会、小・中・高ＰＴＡ、商工会、流雪溝組合、

街路灯組合等で構成する民間の団体で「主要地方道角館六郷線整備促進市民の会」を結

成し、県に要望活動を何回か行いました。しかし、バイパスで考えている県と、バイパ

スでは通過機能は向上するが、沿線生活者の安全性や快適性、特に冬期間は流雪溝が構

造上、機能が十分でなく、除排雪に苦労している状況は改善されないこと、沿線は空き

地や空き家の増加が続くと想定され、この対策としての利活用は道路と大きく関わるこ

と、加えて、バイパスを造ることは、結果的に２本の道路の維持管理費がかかり続ける

のではないかというようなことを総合的に考えて、現道の拡幅改良で事業を要望してい

る地元となかなか意見が合わず、現状は足踏み状況になっていると感じています。

この角六線整備については、残る整備するべき部分が市街地になっているところまで

進んできているように感じています。ここ１、２年で事業化までということにはならな

いとは思いますけれども、今後、具体的にどういう形で整備していくのかという実施計

画を詰めるという意味では、かなり現実的な問題となってきたように感じています。

地元としては、県道の整備のことですので、これまでに県に要望する際の日程調整等

は、支所の担当部等を通じてお願いしてきましたが、市の県道角六線の整備についての

考え方はお伺いしないできました。実際問題としてバイパスになった場合は、残された

現道の扱い、現道拡幅の場合は市道との交差、あるいは公共施設との関係などがありま

すし、どちらの方法でやるにしても沿線の利活用と地域振興にもつながることになりま
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すので、市のまちづくりにも大いに関わることだと思います。市として、この主要地方

道角館六郷線の太田地域の市街地整備について、どうお考えしているのかお伺いをいた

します。

○議長（古谷武美） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 金谷道男議員の主要地方道角館六郷線の整備に関する質問につきま

しては、建設部長が答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古谷武美） 京野建設部長。

○建設部長（京野和明） 金谷道男議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、主要地方道角館六郷線の整備についてでありますが、当該路線は、美郷町六

郷から太田地域・中仙地域を縦貫し、仙北市角館に至る、延長約２０キロメートルの広

域幹線道路であります。１日当たりの交通量は約６千台を超え、生活道路としてはもと

より、横手市方面から仙北市方面へ向かう国道の代替路線として、産業、観光などにも

欠かせない重要な道路となっております。

そのような中で沿線の太田横沢・中里地区の区間は、住宅が密集し、幅員も狭く、歩

道も一部にしか設置されていないため、大型車の交差、歩行者の安全確保といった課題

もあると認識しております。

市ではこれらのことを踏まえ、県と市の協議の場である「秋田県仙北地域振興局建設

部事業調整会議」において、当該箇所の改良について要望をしてまいりました。

秋田県においてもこの道路の重要性は認識しており、整備手法について検討を行った

結果、事業の実現性の観点から、現道拡幅案ではなく、バイパス案を採用することとし

て、平成２９年、令和３年に地元説明会を開催いたしましたが、合意が得られず、現在

に至っていると伺っております。

現道拡幅案については、道路の安全性・快適性確保のほか、冬期間の除排雪の状況が

改善されることが見込まれますが、多くの家屋移転が必要となるため、多額の移転補償

費が発生するほか、事業期間が長期に及ぶことも懸念されております。

一方、バイパス案では、車両通行状況の改善及び安全性の確保は見込まれるものの、

優良農地の分断や、議員ご指摘の路線が増えることによる維持管理費の増加、既存路線

エリアの空洞化も懸念されるといった意見も理解しております。

市といたしましては、このような市街地の道路改良については、事業の費用対効果は

当然ではありますが、安全な交通環境の確保、改良後の地域コミュニティの維持や冬期
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間の除排雪等を考慮し、地元の意向を踏まえた事業として計画が進展することを望むも

のであり、引き続き秋田県に対して当該区間の改良整備早期実現に向け、要望してまい

ります。

○議長（古谷武美） 再質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、２１番。

○２１番（金谷道男） ご答弁ありがとうございます。私、前段でも申し上げましたが、

県と地元のなかなか意見が合わないというのは、結局は経費の問題になるのかなという

ふうに考えているところでございますが、実際問題として、今、途中まで来ている部分

についても、計画が始まってから１２、３年、私の記憶では、太田町時代であったとこ

ろでは、一番最初に改良された場所は国見という所なんですが、そこは大体２０年ぐら

い。支所の所に曲がっていくあの部分については、大体話が出てから１２年ぐらいか

かってます。ということは、その間、状況は非常に変わっているということです。私、

先ほども言いましたが、市街地となって、先ほどの答弁の中にもありましたが、住居移

転が相当あるというふうに述べられておりますが、その提示された時点と現状を見ます

と、かなりの数で減ってます。道路というのは、短期間の問題ではないというふうに私

は考えておりますので、１０年、２０年後の姿を想定した時に、やはり費用対効果を考

えたときに、確かに当初はそう感じるかもしれませんが、二つの路線を維持管理も、当

然コストの中に入るという考え方でないといけないんではないのかなと思います。そう

いった意味では、当時提示されたときとは大分状況が違っておりますが、何せ何回か県

の方にお話しましたが、なかなか話を受けてもらえないという状況であります。ただ、

何回も言ってますが、大変実態としては現実的に、そこを直さないと南北からいくらこ

うやってきても、中のその問題は解決されていかないわけで、必ずこれはあとやらな

きゃいけないと。ただ、そうなったときに、果たしてバイパスが、私ここで議論するつ

もりはありませんが、バイパスも方法でしょう。でも、現道についても利点はあるので

はないかと。まして、これから地域のことを考えますと、人口減少進んでいきます。そ

うした中で道路というものの持っている意味は大変大きいんだと思います。通過すると

いうことだけではない。その後の活用、そしてその空き家対策も含めて、やっぱり同じ

いわゆる税、公的なお金を投資することですので、課題の解決が一つの部分、道路の通

過という部分だけでなくて、やはり同時に地域が持っている課題も解決させることもで
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きるような方策にお金を私は使うべきだろうと。担当のところのお金だから、その担当

のところの解決だけでいいという考え方で予算を編成、作っていくということは、そろ

そろ考えないといけないのではないかなと。一つの施策で課題が、解決できる課題があ

るというのであれば、それも含めたコスト計算ということでやっていくべきものではな

いかなと、ちょっと持論を申し上げて大変申し訳ないんですが、そういった考え方を含

めていくためには、ぜひこの道路のことについても、市としてもそういった主張を県当

局とぜひ私はやっていただきたいなと。住民が、自分たちが利点があるからとかその、

生臭い話すると、買収がどうのこうのというか、そういった視点でばかりの判断ではな

くて、私はそのお金がどう生きるのかということ、そういったことも当然のこれに関

わってくることでありますので、そういった視点も持って県の方に対応していただけれ

ば、地元として必要な対応については、当然自分たちも地元の要望だけではなくて、

やっぱり地元も請け負わなければならないことも当然あると思いますので、それはそれ

で絶対受けないといけないと思いますが、そういう方向で考えていただきたいなと思っ

ていますが、そこら辺のお考えを市としてどのように考えているのか、もし市長からご

答弁いただければ有り難いです。

○議長（古谷武美） 再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 金谷道男議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

今、建設部長から答弁申し上げましたとおり、どちらの案もですね、一長一短がある

と。長所、短所があるということでありますけれども、ただ、県の方の意向がね、かな

り強い、堅い意向でずっと来ております。なかなか地元のね、要望に沿った形での道路

整備ということを強く言ってきたところでありますけれども、なかなか変わらないと。

それはいろいろ経費的な問題、つまり補助事業に乗せるためにはとか、また、工期をで

きるだけ短くするためにはとか、いろんな考えがベースになっているようですけれども、

ただ、今ご指摘ありましたね、地域の課題も一緒に併せて解決するような道路整備、お

金を投資するに当たって、そうした考え方がですね、実は私も新幹線の新仙岩トンネル

整備についていろいろ要望活動していますけれども、同じような、沿線の地域課題を一

緒に解決するような、そういう意味での新たなトンネルということで今一生懸命要望活

動しているところであります。そういった意味では、この道路についてもですね、地方

道角館六郷線につきましても同じようなことが言えると思っておりまして、今、繰り返

しになりますけれども、この地域の課題を解決するというのが最終的な目的になるので
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はないかなと思いますので、今ご指摘あった点で、またそれが地元の要望だということ

でありますのでね、強くまた県に対して要望活動してまいりたいというふうに思います。

以上です。

○議長（古谷武美） 再々質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、２１番。

○２１番（金谷道男） 大変心強い答弁をいただいたと思っております。非常に時間のか

かることであるだけに、目先の判断だけでは、やはり目先のお金の判断だけでやると、

やっぱり後で、いやあもうちょっとこうすればなといったことがよくあると、私は今ま

で何十年間この仕事をやらせていただいて感じているところですので、これからは本当

に人口も少ない中での限られたお金をどう生かすかということと大きく関わってくるも

のだと思っています。たまたま私は太田の道路の話をしましたが、県道も地域には同じ

ような状況のところの道路がこの後も出てくると思いますし、道路政策に限らずいろん

な政策で、ぜひ関係のところが連携をしながら、効果を上げるんであれば、それがコス

トという考え方でやっていっていただければなという私の思いを最後にお伝えいたしま

して質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

○議長（古谷武美） これにて２１番金谷道男議員の質問を終わります。

【２１番 金谷道男議員 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、２０番渡秀俊議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、２０番。

【２０番 渡秀俊議員 登壇】

○議長（古谷武美） １番の項目について質問を許します。

○２０番（渡秀俊） 大仙市誕生２０年がたちました。いろいろありましたけれども、

市の経済力、財政力を強化するためには、米を中心とする農業生産力の強化が一番では

ないかという思いで一般質問をいたします。

国家の非常時に備えて石油備蓄基地が造られており、秋田の男鹿市にもあります。同

じように非常時や凶作に備えて国が指定した倉庫に米が備えられております。１００万

トン、６０キロ換算で１，６００万俵、１９９５年に過去の経験に沿って決められまし

た。何もなければ一番古い５年前の米から、主に畜産向けの飼料に回されます。



- 51 -

今回、国の見込み違いから、備蓄米を市場に出すのは分かりますけれども、新しい年

の米が流通してきている今もっても、倉庫を空にしてまでやる必要があるのか。価格の

ことばかり話題となっており、これから米をどうするかについての話し合いがありま

せん。これが石油だったら大変な事態になっていたであろうに、食料に関しては、あち

こちで戦争が始まってから食料の安全保障もしっかりしなければならないと言いながら、

割合無頓着なように思います。足りなければ増産すればいい、外国から輸入すればいい

と簡単に言いますけれども、種子は来年の作付面積を勘案して、今は田んぼで収穫の時

期を待っている状況にあり、すぐ増やせることではありません。米の消費量が年々減っ

てきている、米以外の作物に転作してください、農家はそういう状況なら仕方がない、

お上の言うことに間違いはないだろうと従ってまいりました。農家だけでなく、国の言

うことに県も市も黙って従ってまいりました。これからは、国のいう農業政策をしっか

り検証し、県も市も自分たちの地域に合った農業政策を、声を大きくして発信していか

なければならない時だと思います。米に適した土地、野菜作りに技術、あるいは適した

土地、畜産経営に適した土地、それぞれ違いがあってもいいと思います。

大仙市が誕生してから２０年がたち、落ち着いた市政運営ができるようになりました。

当初は財政が厳しく、予算編成で「聖域なき１５パーセントカット」の掛け声の下、事

業の大幅な見直しを図られた時期もありました。合併して何もいいことがないという厳

しい意見も我々に寄せられておりました。今では、１，１００億の借金も７００億まで

減り、災害をはじめとするいざという時に用意している基金も目標としていた３０億を

上回り４５億となりました。財政運営の大変な危機を脱却したように思います。

工場団地の整備や人工芝の運動場に自己資金１０億、２０億を投資できるようになり

ました。

かたや、大国の関税や戦争による影響は、これから地方経済への影響がじわじわと押

し寄せ、下方修正を余儀なくされる事態が予想されます。大手の製造工場が進出し、

１００人、１，０００人の雇用が生み出される事態は、到底考えられません。

大仙市は、「大曲の花火」が全国的に有名ですけれども、新潟市に次ぐ米の生産量を

誇る地でもあります。大仙市の底力のアップには、現在ある企業を、いかに伸ばしてい

くか、そして、一番就業人口の多い農業の活性化、農家の所得をどうやって向上させる

か、これが鍵だと思います。

１０億、２０億の投資により、これに道筋を付けてもらいたいと思います。
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現在、大仙市の農業従事者の平均年齢は７１歳、平均収入は、個人で大体１３０万、

法人で３００万と言われております。これでは後継者がなかなか育ちません。せめて所

得倍増する計画でなければならないと思います。

農業生産額は大体２５０億円、そのうち１５０億円を米が占めております。

おばこ農協の米の集荷量は大体１００万俵、これが今まで１俵１万３千円前後の価格

が、今年は概算で３万円、まさに異常事態です。値上がり分１万７千円を１００万俵に

乗じますと、これだけで１７０億、農業生産額が今まで２５０億、これが一気に４３０

億になります。税収も上がります。

今、春に農機具が大体７パーセント前後高くなったという話を聞いておりますけれど

も、大変よく売れておるそうで、すぐに納入できるかは分からない状況だそうです。米

作りにいくらか意欲が戻ってきた今こそ、投資のチャンスではないでしょうか。

例えば、米、野菜、畜産に必要とする機械施設への補助を現行に上乗せし、自己負担

が半分くらいになるように図る。あるいは水田の基盤整備がまだできていない地区への

解消に、行政がもっともっと積極的に関与する。林道網の整備に力を入れて再造林に補

助金をかさ上げし、冬期の林業収入の確保を図る。これは過去に市政懇談会の要望が

あったわけですけれども、山林の登記事務がかなり遅れて、作業をしたくてもなかなか

できないという状況を、登記の推進を図って解消してもらいたい。

それから、畜産農家の子牛、あるいは母豚への導入によって規模拡大を図る場合の補

助を設けること。また、畜産農家と協議して、必要である、今後やっぱり欲しいという

ことであれば、米の増産への転換によって減るであろうホールクロップサイレージ、飼

料用米の確保のため、超多収米の作付けを推進し、飼料米専用のカントリー、あるいは

ライスセンターの設置によって畜産飼料の確保に努めること。飼料米の生産地として、

欲しい時に欲しいところに供給できるような体制をつくってはいかがか。あるいは、野

菜等の産地化を図るためには、もう少し品目の集約を図って、卸売市場に出荷する段

ボールへの全額助成を図る。

また、この間、新潟市の新規就農者を育てる立派な施設を視察してまいりました。し

かしながら、なかなか就農者の数を増やせずにおりましたが、就農に掛ける施設は、本

市の場合は実践的で就農者もずっと育っておると思います。この卒業生を中心に、連携

して野菜の産地化の形成に先鞭を切ってもらいたいと思います。
べん

まだまだいろいろあろうかと思いますが、残念ながら補助金の発想しか湧きませんけ
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れども、これを補助と捉えず、大仙市の産業育成への投資と捉えていただければと思い

ます。現在の農業者の平均年齢が７１歳、これが３年後、５年後でも、せめて７１歳を

維持していけるように、普通であれば年金生活を送っている人たちによって成り立って

いる産業を、どうやって生き生きさせ、後継者が笑顔で自信を持って取り組む産業とし

て育てていくか、大仙市から発信してほしいと考えます。

近年、よく「再生産可能な農業の確立」、あるいは「持続可能な農業の確立」という

言葉が聞かれる、よく耳にします。裏を返せば、現在の農業は再生産が難しい産業であ

る、あるいは、所得が少なく後継者がいなくて持続する可能性が難しい、これが今の農

業ではないかと思います。

『農業の再生』という言葉が使われてから１０年ほどがたちました。今年になって米

の価格がよくなることばかり、高くなることばかり強調されて、いかがなものかと思い

ますけれども、国の食料の基本である米を今後どうするかについて、これから議論が深

まるのはよしとするところであります。

農業を基盤産業とする大仙市が農業生産力の強化によって所得の向上を図り、後継者

が進んで農業を職業として選択できるような産業の育成が急務と思われます。強い農業、

強い大仙の産業政策について伺います。

○議長（古谷武美） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

【老松市長 登壇】

○市長（老松博行） 渡秀俊議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、大仙市の農業政策についてでありますが、議員からご指摘をいただきました

とおり、今般の全国的な米価上昇は、近年、米価下落や農業資材高騰の大きな影響を受

けてきた生産者にとって、農業所得の向上につながる好機となり、営農意欲の改善につ

ながっていくものと捉えております。

米を巡る情勢につきましては、現在、国政においても方針の転換を余儀なくされてい

る状況にあり、目下、政府備蓄米の流通の延長や、米の増産に関する議論がなされてい

るところであります。

また、新たな「食料・農業・農村基本計画」の下、令和９年度からは、水田政策を根

本的に見直しするとともに、生産性向上への支援や農産物の輸出拡大の促進などの方向

性が示されております。

市といたしましても、こうした国の施策に迅速に対応していくことに加え、国の動向
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のみに左右されることなく、将来の地域農業の在り方をしっかりと見据えた農業政策に

関する議論を深めていかなければならないという思いを強くしているところであります。

また、議員ご指摘のとおり、さらなる投資的な振興策を講じる必要性についても認識

しているところであります。

水田農業や園芸、畜産、林業などの各分野に関する具体的な振興策につきましても、

議員から様々なご提案をいただきました。

市では現在、関連する「『農業と食』活性化プラン」「畜産振興プラン」とともに

「第５次農業振興計画」の策定を進めており、農業政策の転換期に対応した新たな施策

の取りまとめを行っているところであります。

また、農業の担い手の確保に資する新たな計画として「新規就農者研修活性化プ

ラン」の策定にも着手しており、これらの計画とともに、今後、具体的な振興策をお示

ししてまいりたいと考えております。

この「新規就農者研修活性化プラン」につきましては、現在、若手農業者として現場

で活躍している東部・西部の両研修施設の修了生からも策定作業に携わっていただいて

おり、修了生の意見も十分に取り入れながら、地域農業の将来を担う若手農業者の確保

・育成につながる実効性ある計画となるよう取り組みを進めてまいります。

いずれにいたしましても、広範な水田を有し、農業を基幹産業とする本市といたしま

しては、後継者が笑顔で自信を持って農業に取り組み、希望を持って未来へとつないで

いくことができる持続可能な力強い農業の確立に向けて、あらゆる施策を総動員した積

極的な農業政策を展開してまいりたいと考えております。

【老松市長 降壇】

○議長（古谷武美） 再質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、２０番。

○２０番（渡秀俊） ありません。ありがとうございました。

○議長（古谷武美） これにて２０番渡秀俊議員の質問を終わります。

【２０番 渡秀俊議員 降壇】

○議長（古谷武美） 一般質問の途中でありますが、この際、暫時休憩いたします。

午前１０時５５分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………
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午前１１時０５分 再 開

○議長（古谷武美） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、２番戸嶋貴美子議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、２番。

【２番 戸嶋貴美子議員 登壇】

○議長（古谷武美） １番の項目について質問を許します。

○２番（戸嶋貴美子） だいせんの会、戸嶋貴美子です。通告に従い、質問いたします。

このたびは、「中仙ジャンボうさぎ」を活用した地域振興と観光促進、ジャンボうさ

ぎのブランド化、現状と未来展望及び飼育と普及促進支援についての質問をいたします。

本市のジャンボうさぎは、昭和２１年に日本白色種秋田改良種として農林省に届出さ

れた希少な品種です。白い毛並みと大きな体が特徴的で、大きくなるものは１０キロ以

上に成長します。食用に飼育されたジャンボうさぎの味は、くせがなく、低脂肪・高

タンパクで、むくみの解消に効果のあるカリウムを豊富に含むなど、ヘルシーでアレル

ギー体質の方や老人食、病院食としても食されております。また、諸外国では、ウサギ

は一般的な食材として取り扱われることから、フランス料理等の食材としても広く利用

されております。

また、秋田大学との共同研究の内容について、秋田大学教育文化学部の地域連携推進

事業と中仙ジャンボうさぎの振興「秋田大学教育文化学部地域連携推進事業」において、

「日本白色種秋田改良種（中仙ジャンボうさぎ）の地域特産品としての価値向上と活用

について」の研究を学官連携し、脂質特性の分析や、ほかの食肉との食味の比較、必須

アミノ酸を従来よりも豊富に含む食肉の開発の可能性に関する研究を行いました。

脂質特性を分析した結果では、炎症、血栓疾患、アレルギー予防や美容に効果がある

とされる「オメガ３脂肪酸」が、鶏肉と比べ約５倍含まれていることが分かっておりま

す。また、飼料に「オメガ３脂肪酸」を豊富に含むエゴマの実を混ぜて与えることによ

り、さらにその特徴を伸ばすことができるとの結果が得られました。さらなる健康増進

への期待ができる地域特産品の開発を目指しております。

これまでジャンボうさぎは、明治時代から現在まで１００年以上にわたり飼育されて

きた秋田県仙北地域の伝統的な家畜であり、大仙市中仙地域では「全国ジャンボうさぎ
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フェスティバル」が開催されるなど、貴重な地域資源であるとともに代表的な特産品の

一つです。

さらに文化庁では、我が国の多様な食文化の継承・振興の機運を醸成するため、地域

で受け継がれ愛されている食文化を掘り起こし、１００年続く食文化として継承するこ

とを目指す「１００年フード宣言」の取り組みを実施しております。

ジャンボうさぎ等地域特産品化推進事業としては、飼育者によって組織される「中仙

地域総合畜産振興会小家畜部会」と、地域の飲食店が加盟する「中仙料飲店組合」、秋

田大学との産官学民の協働により、ジャンボうさぎや杜 仲 豚など地域の畜産資源・食
と ちゅう

資源を特産として商品化、メニュー化する事業を推進しており、健康や美容に効果があ

るとされるαリノレン酸の含有率を高めたジャンボうさぎ地域ブランド「中仙月夜」を
げつ よ

新たな名物にしようとする取り組みを進めています。

さて、中仙ジャンボうさぎは、その巨大さと愛らしさから、地域の観光振興や食育や

教育活動、さらには福祉活動においても大きな可能性を秘めているものと地域全体で考

えております。しかし、その維持、飼育には、多大なコストや専門的な知識が必要であ

り、飼育環境の整備や普及啓発活動には資金的な支援が不可欠です。

ジャンボうさぎを飼育している家畜家の方々からは「商売にならず趣味で飼っている

ような状態である」や、「商売先が見つからずどうしたものか」「物価高騰でウサギの

食料に経費がかかり増しで大変だ」、また、「将来が見いだせず不安」「ジャンボうさ

ぎを飼っている人の高齢化が進んでいる」「ジャンボうさぎの魅力発信を若い方たちに

向けて、後につないでいってほしい」「このジャンボうさぎは、大仙市のためにはなく

してはならない」など、数多くのお声が地域や県を越えて届いています。

また、県外のジャンボうさぎ飼育者からは、「微力ですが、ジャンボうさぎの振興に

お手伝いできれば」という方や、「ジャンボうさぎを飼っていれば、大好きな秋田にも

来れるし、よいきっかけです」といったうれしいお話も伺いました。

この地域の観光資源として注目されているジャンボうさぎの振興、普及状況、今後の

振興策、地域経済及び観光振興に与える影響について伺います。

また、杜仲豚のようにジャンボうさぎの地域ブランド化について、ご見解をお聞かせ

ください。

さらに、ジャンボうさぎは、その巨大なサイズとユニークな外観から、地域のシンボ

ルや観光資源として以前から注目されてきました。より、今以上に盛り上がるためには、
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ジャンボうさぎを使った、工夫を凝らしたイベントや展示、フォトスポットの設置など

も効果的と考えます。例えば、アイデアは地域の学生から意見を募るなどし、積極的に

アイデアを取り入れ、実践することで、観光客の誘致や地域の認知度向上が期待できる

ものと考えます。

また、ジャンボうさぎの普及と地域ブランド化には、地域の特産品や文化など連携し

たＰＲ活動が重要です。例えば、ジャンボうさぎをモチーフにしたグッズやキャラク

ターを作成するなど、そのブランドのイメージを強化する必要があります。現在市が保

有するキャラクターとコラボレーションを行うなどし、情報発信の相乗効果を狙うのも

有効と考えられます。また、地元の学校や団体と連携して、ジャンボうさぎをテーマに

した教育プログラムやイベントを開催することも効果的と思われます。

さらに現状、全国的な普及については多くの課題もありますが、今後は、民間企業と

連携し、持続可能な運営体制の構築や、デジタル技術を活用したプロモーションの強化

などが求められる時代です。さらなる地域の特色を生かした、ジャンボうさぎの新たな

活用が必要不可欠です。

ジャンボうさぎをテーマにし、これまで培ってきたお祭りやフェスティバルの開催、

観光ルートの整備、ジャンボうさぎを使った地域特産品の継続的な開発などが必須と思

われます。また、ＳＮＳやＷｅｂサイトを活用した情報発信により、広く認知度を高め

ることも重要と考えます。

よって、通告しましたとおり、ジャンボうさぎを活用した地域振興、観光促進とブ

ランド化の現状、未来展望及び飼育と普及促進支援についての質問をいたします。

最後に、ジャンボうさぎを活用した地域振興策の発展のため、補助金などをはじめと

したご支援をお願い申し上げます。

地域の新たな魅力創出に向けて、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願いを申

し上げます。

以上で質問を終わります。

○議長（古谷武美） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 戸嶋貴美子議員の「ジャンボうさぎ」に関する質問につきましては、

農林部長が答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古谷武美） 斎藤農林部長。

○農林部長（斎藤秋彦） 戸嶋貴美子議員の質問にお答え申し上げます。
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質問の、ジャンボうさぎを活用した地域振興と飼育普及支援の未来展望についてであ

りますが、はじめに、地域振興におけるジャンボうさぎの活用につきましては、中仙

ジャンボうさぎは、主に中仙地域で改良と保存が引き継がれてきた伝統的な家畜である

とともに、地域の誇る貴重な資源でもあります。毎年１０月に開催される「全国ジャン

ボうさぎフェスティバル」は、県内外から多くの来訪者を迎え、地域色豊かな季節の一

大イベントとして地域ににぎわいをもたらしているほか、地域の伝統的な食文化の一つ

として、次世代への継承にも努めております。

また、地元小学生のフィールドワークや教職員の研修として畜舎見学が実施されてい

るほか、今年のジャンボうさぎフェスティバルには大曲農業高校畜産部で出品を計画し

ているなど、教育現場とも連携しながら地域の農業や歴史学習の場としても活用されて

おります。

次に、地域のブランド化に向けた取り組みにつきましては、令和３年度にジャンボう

さぎ料理が文化庁の「１００年フード」に認定されるなど、ブランド化の基盤が整って

きたことを機に、「中仙月夜」と命名し、地域の飲食店と連携してメニュー開発に取り
げつ よ

組んできた結果、地域ぐるみでジャンボうさぎの価値を高める動きが徐々に広まってき

ていると実感しております。

次に、飼育や普及の促進に対する支援策につきましては、これまで、市では飼育方法

などの研修会や飼育ケージの無償貸付け事業の実施のほか、中仙地域総合畜産振興会小

家畜部会に対し、配合飼料の購入に対する支援を行っております。

一方、畜産経営として確立が難しいことから、飼育農家の高齢化や個体数の減少、新

規参入者数の低迷が課題となっております。

今後は、地域の伝統的な家畜であるとともに、歴史、文化、観光、食などの多面的な

価値を持つジャンボうさぎを次世代につなぐため、「全国ジャンボうさぎフェスティバ

ル」を継続的に開催していくほか、観光商品や体験型観光と組み合わせることで、地域

ブランドをさらに高めていきたいと考えております。

また、若い世代への普及を図るため、ＳＮＳなどを活用して魅力を発信するとともに、

飼育や普及促進のための支援を継続し、地域の活性化や観光振興につなげてまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○議長（古谷武美） 再質問はありませんか。



- 59 -

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、２番。

○２番（戸嶋貴美子） ありがとうございました。

ご質問させていただきます。

ジャンボうさぎを飼育されている方たちは、皆ご高齢者ばかりと状況を伺っておりま

す。担い手の確保に関する施策についてなんですけれども、どのようなことを市ではお

考えなのかお知らせください。

また、ジャンボうさぎの存在を知らない方が多く、今後のイベントや啓発活動に資す

る支援、費用についてご検討はいただけることは可能なのかお尋ねいたします。

○議長（古谷武美） 再質問に対する答弁を求めます。斎藤農林部長。

○農林部長（斎藤秋彦） まず一つ目の再質問でございますが、飼育の高齢者等がなんと

いいますか、担い手の確保という意味だと思いますけども、まずはその飼育指導者ので

すね、育成や確保というのが必要になってくると思います。飼育を指導する、育成・確

保につきましては、ジャンボうさぎを次世代につなぐために重要な■■聴取不能■■と

捉えておりますので、今後、小家畜部会の会員や畜産試験場の審査員からも指導を受け

ながらですね、担い手を育てていきたいというふうに考えております。

次に、啓発についてでございます。

啓発活動につきましては、祭りを盛り上げ、ジャンボうさぎを市の内外に広く周知す

るためには大変必要なことでありますので、これについては啓発に係る予算等の増額に

つきましては、フェスティバルの全体経費とのバランスを見ながらですね、実行委員会

や飼育農家と検討してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（古谷武美） 再々質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい。

○２番（戸嶋貴美子） ご答弁いただき、ありがとうございます。

部会のある方から、歴史ある伝統的な家畜であるジャンボうさぎのことを考えてくれ

て、大変に有り難いとのお言葉を頂戴いたしております。また、市の皆さんには、感謝

しかないとも伺ってございます。ありがとうございます。

また、ジャンボうさぎの血筋を守るために、大変なご尽力をいただいている方からも、
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ジャンボうさぎの飼育について、中仙の地域を越え、まずは市内からのご協力と振興を

深めてまいりたいとの要望もいただいております。

本市としてのご見解を伺います。

○議長（古谷武美） 再々質問に対する答弁を求めます。斎藤農林部長。

○農林部長（斎藤秋彦） 議員の再々質問についてお答え申し上げます。

今、ウサギのですね飼育農家数というのは、会員としましては、準会員も含めまして

１１軒ほどおりますが、実際その飼育する人が、まず８軒しかおらないという状況でご

ざいます。まず高齢化もなっておりますが、現在ですね、若手畜産農家、牛の方の農家

の人方も今頑張ってウサギの方も取り組んでおりますので、そういう視点の方からもで

すね、どんどん推進して、新しくその初めてやる人だけでなくてですね、今の畜産農家

も含めて、どんどんジャンボうさぎについての飼育を推進していきたいと思いますし、

議員ご指摘のとおり、全国に向けて発信していければと思っていますので、どうかよろ

しくお願いいたします。

○議長（古谷武美） これにて２番戸嶋貴美子議員の質問を終わります。

【２番 戸嶋貴美子議員 降壇】

○議長（古谷武美） 以上で本日の日程は、全部終了しました。

これをもちまして散会し、明日、本会議第３日を定刻に開議いたします。

ご苦労様でした。

午前１１時２６分 散 会
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令和７年第３回大仙市議会定例会会議録第３号

令和７年９月３日（水曜日）

議 事 日 程 第 ３ 号

令和７年９月３日（水曜日）午前１０時開議

第 １ 一般質問

第 ２ 議案第８５号 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について （質疑・委員会付託）

第 ３ 議案第８６号 大仙市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について （質疑・委員会付託）

第 ４ 議案第８７号 大仙市大曲墓園条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第 ５ 議案第８８号 大仙市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定につい

て （質疑・委員会付託）

第 ６ 議案第８９号 大仙市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて （質疑・委員会付託）

第 ７ 議案第９０号 財産の譲与について （質疑・委員会付託）

第 ８ 議案第９１号 財産の取得について（大曲地域教職員用端末機器）

（質疑・委員会付託）

第 ９ 議案第９２号 財産の取得について（東部地域教職員用端末機器）

（質疑・委員会付託）

第１０ 議案第９３号 財産の取得について（西部地域教職員用端末機器）

（質疑・委員会付託）

第１１ 議案第９４号 令和６年度大仙市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて （質疑・委員会付託）

第１２ 議案第９５号 令和７年度大仙市一般会計補正予算（第５号）

（質疑・委員会付託）
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第１３ 議案第 ９６号 令和６年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定について

（質疑・委員会付託）

第１４ 議案第 ９７号 令和６年度大仙市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について （質疑・委員会付託）

第１５ 議案第 ９８号 令和６年度大仙市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について （質疑・委員会付託）

第１６ 議案第 ９９号 令和６年度大仙市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定

について （質疑・委員会付託）

第１７ 議案第１００号 令和６年度大仙市奨学資金特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて （質疑・委員会付託）

第１８ 議案第１０１号 令和６年度大仙市企業団地整備事業特別会計歳入歳出決算の

認定について （質疑・委員会付託）

第１９ 議案第１０２号 令和６年度大仙市スキー場事業特別会計歳入歳出決算の認定

について （質疑・委員会付託）

第２０ 議案第１０３号 令和６年度大仙市太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について （質疑・委員会付託）

第２１ 議案第１０４号 令和６年度大仙市小水力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について （質疑・委員会付託）

第２２ 議案第１０５号 令和６年度大仙市内小友財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について （質疑・委員会付託）

第２３ 議案第１０６号 令和６年度大仙市大川西根財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について （質疑・委員会付託）

第２４ 議案第１０７号 令和６年度大仙市荒川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （質疑・委員会付託）

第２５ 議案第１０８号 令和６年度大仙市峰吉川財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について （質疑・委員会付託）

第２６ 議案第１０９号 令和６年度大仙市船岡財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （質疑・委員会付託）

第２７ 議案第１１０号 令和６年度大仙市淀川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （質疑・委員会付託）
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第２８ 議案第１１１号 令和６年度市立大曲病院事業会計決算の認定について

（質疑・委員会付託）

第２９ 議案第１１２号 令和６年度大仙市上水道事業会計決算の認定について

（質疑・委員会付託）

第３０ 議案第１１３号 令和６年度大仙市簡易水道事業会計決算の認定について

（質疑・委員会付託）

第３１ 議案第１１４号 令和６年度大仙市下水道事業会計決算の認定について

（質疑・委員会付託）

第３２ 陳情第 ６２号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出に関する陳情

（委員会付託）

第３３ 陳情第 ６３号 水路の護岸の修復に関する陳情 （委員会付託）

出席議員（２３人）

１番 大 山 利 吉 ２番 戸 嶋 貴美子 ３番 佐 藤 文 子

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 挽 野 利 恵 ６番 秩 父 博 樹

７番 青 柳 友 哉 ８番 安 達 成 年 ９番 髙 橋 徳 久

１０番 佐 藤 芳 雄 １１番 橋 本 琢 史 １２番 小笠原 昌 作

１３番 小 松 栄 治 １４番 本 間 輝 男 １５番 佐 藤 育 男

１６番 山 谷 喜 元 １７番 石 塚 柏 １８番 高 橋 敏 英

１９番 橋 村 誠 ２０番 渡  秀 俊 ２１番 金 谷 道 男

２３番 鎌 田 正 ２４番 古 谷 武 美

欠席議員（１人） ２２番 後 藤 健

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 老 松 博 行 副 市 長 今 野 功 成

副 市 長 舛 谷 祐 幸 教 育 長 伊 藤 雅 己



- 64 -

総 務 部 長 伊 藤 公 晃 企 画 部 長 佐々木 英 樹

市 民 部 長 伊 藤 敬 健 康 福 祉 部 長 佐 藤 和 博

こ ど も 未 来 部 長 田 口 美和子 経 済 産 業 部 長 鎌 田 篤 史

観光文化スポーツ部長 加 賀 貢 規 建 設 部 長 京 野 和 明

病 院 事 務 長 藤 原 孝 之 教育委員会事務局長 佐々木 泰 宏

上 下 水 道 局 長 小 林 孝 至 総 務 課 長 三 浦 政 輝

議会事務局職員出席者

局 長 大 沼 利 樹 参 事 佐 藤 和 人

主 幹 佐々木 孝 子 主 幹 黒 田 貴 彦

主 査 藤 澤 正 信

午前１０時００分 開 議

○議長（古谷武美） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

欠席の届け出は、２２番後藤健議員であります。

○議長（古谷武美） 本日の議事は、議事日程第３号をもって進めます。

○議長（古谷武美） 日程第１、本会議第２日に引き続き一般質問を行います。

３番佐藤文子議員。

（「はい、３番、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、３番。

【３番 佐藤文子議員 登壇】

○議長（古谷武美） はじめに、１番の項目について質問を許します。

○３番（佐藤文子） 日本共産党の佐藤文子です。任期最後の質問となりますが、どうぞ

ご答弁よろしくお願いいたします。

まずはじめに、無償化の流れを前に進め、さらなる子育て支援を、についてお尋ねい

たします。

子育てに関わる経済的負担の軽減について、市民による市政評価で、今後さらに推進



- 65 -

すべき取組として、全分野を通じて回答の多い項目の５位に挙げられております。

また、令和７年度から令和１１年度の大仙市子ども計画の中で「安心と自己肯定感を

持てる、ゆとりある子育てをサポートします」とする目標を掲げ、子育て当事者への支

援として、施策の１番目に子育てや教育に関する経済的負担の軽減を挙げております。

その中には、義務教育に関する経済的負担の軽減を明記しております。

今年度４月からの中学校での学校給食無償化実施に続き、１０月からは小学校も給食

無償化とすると表明された老松市長の子育て支援に対する並々ならぬ決意を感じて敬意

を表するものです。

長年、学校給食費無償化に取り組んできた、新日本婦人の会の大曲支部の皆さんから

も、喜びの声が寄せられております。

さて、私は、学校給食の無償については、憲法２６条に明記されている義務教育は無

償の立場からも大いに求めてきたところであります。

学校給食の無償化は、子育て支援はもとより、義務教育は無償という理念への大きな

新たな一歩になったと私は捉えています。老松市長には、この流れを大きく前に進めて

いただきたいと思うのであります。そこで提案し、見解を伺います。

無償の範囲については、いまだ授業料と教科書代としている日本の義務教育制度に

あって、今般の学校給食無償化をもってしても、現実には体育実技用具費含む学用品費

や制服やかばんなどの入学準備金、また、修学旅行代、卒業アルバムなど、高額な負担

がかかっております。義務教育は無償とした憲法や関係法令に基づいて、就学援助制度

では、これは支給項目とされているのであります。

そこで、無償化の流れを前に進め、さらなる子育て支援となりますよう、まずは負担

の大きな学用品費と修学旅行代について無償化を検討できないか、これへの答弁を、見

解を求めます。

○議長（古谷武美） １番の項目に対する答弁を求めます。伊藤教育長。

○教育長（伊藤雅己） 佐藤文子議員の一つ目の発言通告であります、学用品費等の無償

化に関する質問につきましては、教育委員会事務局長が答弁いたしますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（古谷武美） 佐々木教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（佐々木泰宏） 佐藤文子議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、学用品と修学旅行代の無償化の検討についてでありますが、学用品とは、一
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般的に学習や学校生活で使用するものを意味し、文房具のほか、衣類やかばん、授業で

使う教材など多岐にわたります。修学旅行は、「見聞を広め、自然や文化などに親しむ

とともに、より良い人間関係を築く集団生活の在り方などについての望ましい体験を積

むこと」を狙いとして行われており、子どもたちにとって大きな思い出となる大事な教

育活動です。

いずれも保護者の費用負担が生じますので、本市では経済的に厳しい家庭に対して、

就学援助制度の中で、新入学用品費や毎年の学用品費については一定の金額を、修学旅

行費については実費を支給しております。

保護者が負担する教育費に対する支援につきましては、様々な考え方があり、解決す

べき課題が多岐にわたることが想定されます。例えば、学用品の具体の範囲や金額の違

いをどう考えるか。修学旅行については、日程や訪問先、交通手段、参加人数等により

生ずる金額の違いをどう考えるか。財源確保はもとより、持続可能な制度はどうあるべ

きかなど、こうした課題についてしっかり整理する必要を感じております。

学用品等の無償化につきましては、市全体の子育て支援制度という枠組みの中で考え

ていく必要がありますので、教育委員会といたしましては、まずは各校の実態を把握す

るとともに、課題の整理を進めてまいります。

○議長（古谷武美） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、３番。

○３番（佐藤文子） 各校の実態を調査しながらまとめてまいりたいというふうな話です

けれども、実際行われているこの学用品費、負担をしている学用品費、あるいは修学旅

行代、これらはほとんどこれまでの、もう長年のことで大体大まかな、調査を細かくす

るまでもなくですね、分かっていることだと思うんです。ただ、その金額等、様々な形

態なんかを調査するというふうなことですが、やっぱりそれをちゃんと支給すると、無

償化、無償にするというふうな、そういう立場があって、あれば、しっかりと調査をす

る、そういうふうなことになると思います。そういうふうな意味で、義務教育の負担軽

減というふうな子ども子育て計画にしっかり載せているその中で、義務教育の負担軽減、

掲げているわけですから、ぜひこの分野を、その実施に向けて検討するというふうな方

向で考えられないのかどうか、これは教育長というよりも市長にお尋ねしたいというふ

うにも考えております。いかがなものでしょうか。
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○議長（古谷武美） 再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 佐藤文子議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

教育委員会事務局長の答弁にもありましたように、いずれこうした子育て世帯の経済

的負担の軽減、それから仕事と子育ての両立に向けた環境の整備、こうしたことを柱に

取り組んでいるところでありますけれども、いずれその中でどういった施策を取り入れ

るのかというのは子育て支援制度等検討会議でこれまでも検討してきたことであります。

ただ、この学用品等に関しては、まだたたき台にも上がっていないというかテーマに

もなっていないということでありますので、先ほど申し上げましたように、いろんな施

策を展開する必要がある中で、どの事業・施策を優先するかというのは、やっぱりその

ところでですね、しっかりもんで決めていきたいというふうに思います。もちろんです

ね、大仙市の財政事情もしっかり見極めながらということになりますので、そこはご理

解いただきたいと思います。

○議長（古谷武美） 再々質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、３番。

○３番（佐藤文子） 質問というより要望でございます。

子ども子育て支援というふうなことには、並々なる力を入れて頑張っている大仙市で

ありますので、ぜひ、財政的な面では毎年まず、今般では大体３２億くらいの財政調整

基金などもちゃんとつくられるようになってきているわけですので、そういうふうな中

でね、しっかりとこの予算措置をしていくなら、実現できるものだというふうに思いま

すので、ぜひ前向きに検討していただければというふうなことを申し上げたいと思いま

す。

これでまず１番目の質問は終わります。

○議長（古谷武美） 次に、２番の項目について質問を許します。

○３番（佐藤文子） ２番目に、農業の担い手育成対策についてお尋ねいたします。

令和６年度の市民による市政評価において、今後さらに推進すべき取り組みでは、全

分野を通じて回答数が多い項目の１位に、令和５年度調査では３位だった「農業の担い

手確保・育成」が挙げられております。深刻な農業後継者不足、田園都市大仙市の将来

を多くの市民が案じているものだと言えます。

５年ごとに策定する農業振興計画によりますと、農家戸数は平成２２年７，８２９戸
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から平成２７年には６，５３７戸、令和２年４，９９１戸と、１０年間で２，８３１戸、

３６パーセントも減少しております。中でも農外所得が主であるが、６０日以上農業に

従事する６５歳未満の人がいる準主業農家の減少が大きくなっております。

また、自営農業に従事し、農業を仕事とする基幹的農業従事者は、平成２２年の

５，５８３人から令和２年の４，０９２人に、１０年間で２７パーセント減少し、しか

も４，０４９人のうち６５歳以上で７３パーセントを占め、農業従事者の高齢化が急速

に進む中で減少しているのであります。

昨年末公表された令和５年度の営農類型別経営統計によりますと、日本の農家戸数、

令和２年調査から１７．９パーセント減少の８８万３千戸となり、激減の一途をたどっ

ています。基幹的農業従事者は、２０年間で半減となる１１６万４千人まで減少し、う

ち６５歳以上が７割を占める結果となっています。

こうした中、約７割の経営体が「後継者を確保していない」と回答しており、令和４

年度の新規就農者は前年より１２．３パーセント減少で、全国でわずか４万５，８４０

人です。うち６５歳以上と４９歳以下がそれぞれ３７パーセントとなり、４９歳以下の

新規就農者のうちで法人での雇用就農者の割合が、新規自営農業就農者を上回る

４５．７パーセントを占めており、新規就農者の受皿として法人の役割が大きくなって

いると農水省は言っています。

しかし、新規就農者４万５，８４０人の６８パーセントは、自営農業就農者であるこ

とから、雇用就農に就く４９歳以下は、わずか４，８４４人となっています。

営農類型別経営統計によりますと、また、令和５年度の全農業収支平均、補助金を含

むのですが、所得は年間で、個人経営ですけれども、これは１１４万２千円に過ぎず、

水田作経営に至っては、わずか９万７千円となっており、とても事業として成立する水

準ではありません。

深刻な農業後継者問題をもたらした原因は、長年の自民党農政にあります。長年にわ

たって農家に減産を押し付け、民主党政権が創設した所得補償制度を廃止して、農家の

所得を奪い、米農家の激減をもたらした。そして、ミニマムアクセス米として７７万

トンの輸入の２０年間続けてきた。さらには、需給と価格と市場任せにするなど、日本

の農業、主食の米作りを衰退させてしまったことと、この農業後継者問題は、一体のも

のだと感じます。

昨年の米騒動以来、政府も増産を掲げていますが、米の生産と安定供給を保障する政
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治への転換が必要であり、農家への所得補償と価格補償で基幹産業としての農業の再生

を図ること。また、農産物の自由化路線をやめ、食料自給率向上を図ることは大変重要

だと考えています。

大仙市は地形的にも、気候・気象条件的にも、米作りに最も適した街であり、東北の

中でも屈指の米生産を誇る街です。しかし、年々、高齢化と後継者不足から、米作りを

やめ、荒れ地となった農地が、特に中山間地で増えているように見受けられます。自然

豊かな田園都市の様相が急激に変わりつつあるのを、このまま放置していいものだろう

かというふうに私は大変心痛めているところであります。

そこで伺います。新規就農者を増やし、環境保全の役割を担う田んぼを守り、安心し

て米作りに取り組めるよう、市としては特段の後継者育成対策を講じる必要があると思

います。そこで二つを提案し、三つ目を伺います。

まずは青年就農給付金事業や新規就農者育成対策事業などにおいて１５０万が支給さ

れることになっておりますが、支給額及び支援額に市独自にかさ上げをして所得を増や

すことはできないものでしょうか。

二つ目には、Ｕターンなどによる親元就農で、自営農業に従事する方にも就農奨励金

を創設してはいかがでしょうか。

三つ目に、策定中の第５次農業振興計画では、大仙市で農業をやろうと意欲が湧くよ

うな担い手育成対策を期待するものでありますが、計画の一端をお聞かせ願います。

以上です。

○議長（古谷武美） ２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 佐藤文子議員の二つ目の発言通告であります農業の担い手育成に関

する質問につきましては、農林部長が答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古谷武美） 斎藤農林部長。

○農林部長（斎藤秋彦） 質問の、農業の担い手育成対策についてお答え申し上げます。

はじめに、新規就農者育成対策事業に関する市独自のかさ上げについてでありますが、

青年就農者への経済的支援につきましては、就農前の研修段階における２年間のほか、

就農後の経営が不安定な段階の３年間において、年間最大１５０万円が給付される国の

支援制度があります。本市の青年就農者におきましても、広く活用されておりますこと

から、市独自のかさ上げにつきましては、国や県の新たな施策なども確認しながら、今

後、調査・研究してまいりたいと考えております。
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次に、Ｕターンなどによる親元就農する方への奨励金についてでありますが、現在、

市では独自に、家族と農業に取り組む青年に対する経営継承時の支援として、機械導入

の補助を行う地域農業継承支援事業を実施しております。

市といたしましては、機械導入時の経済的負担を軽減する現行補助制度などを有効に

活用していただくことで、青年就農者の経営を支援してまいりたいと考えております。

次に、第５次農業振興計画についてでありますが、同計画につきましては、今年度中

の策定に向けて、現在作業を進めており、１０月上旬には第２回の策定委員会の開催を

予定しております。

策定に当たっては、第４次計画の検証を踏まえるほか、昨年６月に改正された「食料

・農業・農村基本法」に伴い、「食料・農業・農村基本計画」に関連施策が示されてお

りますが、今般の全国的な米不足や備蓄米放出などにより、米増産政策への転換なども

議論されており、変遷する国や県の農業政策を注視しながら進めております。

また、第５次計画では、我が国有数の米主産地としての本市農業の強みを生かし、大

仙地域ブランドや新たな輸出用米への取り組みなどを含め、持続可能な大仙市農業の実

現と若い農業者が将来に希望を持ち、安心して営農できる農業振興計画にしてまいりた

いと考えております。

以上でございます。

○議長（古谷武美） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、３番。

○３番（佐藤文子） まず、農業になかなか若い方々が入らないと、少ない理由というふ

うなものに、やっぱりその初期費用が大変かさむというふうなことと、何よりも収入に

安定性がない、ここなんですね。そして、過酷な労働条件で大変な仕事だというふうな

印象が若者の農業離れを進めちゃっているというふうな状況です。

そういうふうな意味で、こうしたこの農業に携わることに夢、あるいは希望を持って、

大仙市の農業、これに入っていきたいというようなことは、何とかつくっていかなきゃ

いけないんじゃないかというふうに思うわけです。いろいろかさ上げ、研修センターで

の研修生に対するかさ上げ、これ１５０万、１５０万は今、若い人たちの平均賃金とい

うふうなものから考えますと、大変低いわけですね。二百何十万という、最低でもそれ

ぐらいは、これに完全に匹敵しろとは言いませんけれども、今、月々１２万５千円、こ
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れをね、せめて月２０万円というふうなものにかさ上げ、７万５千円をかさ上げします

とね、３０人の研修生を多くこの入れて、そして年９０万円かさ上げをしたところで、

これは２，７００万あればできることなんです。

もう一つは、就農奨励、これは初期投資がまず、Ｕターンだとかで帰ってきて、まず

自営の農業をやろうというような人方、そういうふうに呼び込む、その手立てとしてで

すね、Ｕターンして農業に従事しようというような方々、初期投資というふうなものは、

機械等のそれは不要というふうなことを考えますと、月１０万円の支給でですね、３年

間これに２０人くらいは入ってもらえるように頑張っても、わずか７，２００万、３年

間でですよ、７，２００万あればできることなんです。ノウハウが身に付くための期間

というふうなことで３年間ぐらいはちゃんと就農奨励金を支給して、安定的に今度は農

業に従事していただくというふうなことで、どういう手立てであれ、農家に入って、大

仙市の農業に入ると、安心して所得につながる研修、あるいは自営農業にも就けるとい

うふうなこと、ぜひこれはね、やっていただきたいものだと思うんです。

それで、国の方で進めているのはですね、はっきり言って今まで、今年のあのスマー

ト農業だとか、基盤整備、大規模化、これを一層進め、海外への輸出、また、輸入の推

進、こういうことがメインになっている政府の予算の中で、育成対策に向けた観点はほ

とんど見当たらないというのが今の国の農政の問題だと思っています。そういうふうな

中でね、やっぱり今、これほど後継者、就農人口が減って、後継者の確保に大変苦慮し

ている、これをやっぱり危機として捉えるのかどうか。国の方針だけではなく、しっか

りとこの米の生産、最大の生産基地であるこの大仙市の米作りをしっかり守るために、

後継育成を何としていくのか、ここに第５次その計画の基本というふうなものに据えて

いただきたいというふうに思うわけです。その点を伺いたいと思います。

一つはその就農青年研修センターに入る学生さんへの、生徒さんへのこのかさ上げ問

題、やっぱり頑張ってほしいということと、Ｕターン等で自営農業に従事する方への初

期投資を要らない、いわゆる安定的に営農できるように奨励金を出してもらいたいと、

この二つと合わせて基本計画には後継者育成対策という観点を基本にちゃんと入れるべ

きではないかというふうに思いますので、この点を答弁願います。

○議長（古谷武美） 再質問に対する答弁を求めます。斎藤農林部長。

○農林部長（斎藤秋彦） 佐藤文子議員の再質問にお答え申し上げます。

まず一つはですね、後継者をどのようにその育成していくかというのも含めてですけ
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ども、現在ですね、県の方のですね、夢ある園芸産地創造事業が今年度限りで終わって、

今その県の方でも今、来年からどうしようかと考えているところでございますので、そ

の内容を見ながらですね、市の方でも同調できるか、また、別の助成ができるかという

ことで今検討しているところでございます。

次に、新しい新規就農者といいますか、それをどのようにフォローしていくかという

話でございますけども、農業振興計画と合わせてですね、今、新規就農者研修活性化プ

ランも同じく作っておりますので、その中で研修のプログラムを新たに作ってですね、

新しい就農者をフォローする、または、あわせて、その担い手、また、確保に対する新

しい支援策もですね、その場で作っていきたいというふうに今考えておりますので、こ

の後、国・県の方の事業の動向を見ながら進めていきたいというふうに考えております。

○議長（古谷武美） 再々質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、３番。

○３番（佐藤文子） 収入の多い園芸作物等の推進、そこに今、若い方々が結構入ってお

ります。人数はそんなには多くないんですけれども、全国的にも若い方々が就農するの

は園芸作物と、そういったところなんです。

ところが、この大仙市、農産物出荷額の７割は米でもっています。米作りの担い手と

いうところが大変深刻になっているから、今回私はこの問題を取り上げました。そして、

ちょっと私事で申し訳ないですが、岩手県平泉町の山あいで生まれまして、小さい時か

ら米作りを手伝ってきたものです。岩手平泉は奥羽山脈に阻まれて日照時間が短い。そ

れで、そういう土地柄ですから、農作業は早く始めても刈取りは１０月末とか１１月初

めまでやってるんです。刈取り前の田んぼを見ますと、さらさらとした隙間がすごく多

い、そういう田んぼだらけで、むねとむねの間から向こうのクロが見える、そういう

田んぼなんです。だから、出来高も１反歩８俵取れればいいんだというふうな、そうい

う中で育ってきたところです。その点、この秋田は、日照時間といい、本当に収量とい

い、この田んぼを見渡した時のあの様相、もうみっちりともみが田んぼをふさいでいる

その光景というのは、岩手と全く違います。岩手の人たちは、全て、やっぱり米どころ

秋田っていうもんなと。秋田は米どころなんです。その中で大仙市は、本当に米どころ

も米どころ、こういうところで米作りを進める方々を、今後どうやって、７０歳以上に

もなっている、平均年齢が、これ本当に危機感を持ってね、取り組まないといけない問
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題だというふうに思っているもんですから、ぜひこの今のこの秋田の米作りを中心とす

る農業の在り方、後継者育成の問題には、もう本当にこの心を砕いて、そして所得を上

げる、農業で暮らしていける収入に見合う、そうしたやっぱり行政として支援をする、

これをぜひやっていただきたいというふうに思い、今回質問に取り上げさせていただき

ましたので、もしご答弁いただけるなら、その点を少し市長からいただいて終わりにし

たいと思います。

○議長（古谷武美） 再々質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 佐藤文子議員の再々質問にお答え申し上げたいと思います。

縷々ご指摘がありましたけれども、気持ちとしては私どもも同じ気持ちで、危機感と
る る

いいますかね、これは重要な問題で、喫緊の課題だというふうな受け止め方をして、渡

秀俊議員の質問にも、そうした気持ちでですね、お答えしたところであります。

いずれ米どころのこの農家の皆さんへの支援、どうあるべきか、これはね、今の第５

次農業振興計画の中でしっかりと考えていかなければならないと。有効な施策の組合せ

がね、必要ではないかなというふうに思っておりますし、また、増産に向けた時にです

ね、やはりそうした将来的なリスクをですね、これについてもしっかりとした対応を考

えていかないといけないと。市町村レベルの対応というのは限界があるかもしれません

けれども、国でも当然そうした価格、低下した時のですね、リスク対策というのは当然

考えていただけるものと思っておりますけども、市町村でもやはりそうした意識で対応

していかなければいけないと思っております。

まずは生産者、生産コストの低減、こうしたことへのね、支援をしっかりとやってい

きたいというふうに思っておりますし、また、担い手の確保、それから労働力の確保、

こうしたことへの支援、これもですね、しっかりとやっていかなければいけないという

ふうに思っております。

それから、販路の拡大、６次産業化の支援などなどあると思いますけれども、やはり

若い、そうしたコスト支援、それから担い手育成、それから６次産業化、それから地域

で農地を守ると、農地を保全するんだというそうしたね、気持ちも必要だと。こうした

ことの組合せの施策をですね、しっかり実効ある施策の組合せをですね、考えてまいり

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古谷武美） これにて３番佐藤文子議員の質問を終わります。

【３番 佐藤文子議員 降壇】
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○議長（古谷武美） 一般質問の途中でありますが、この際、暫時休憩いたします。

午前１０時３５分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１０時４５分 再 開

○議長（古谷武美） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、５番挽野利恵議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ５番。

【５番 挽野利恵議員 登壇】

○議長（古谷武美） はじめに、１番の項目について質問を許します。

○５番（挽野利恵） 公明党の挽野利恵です。今回も一般質問の機会を頂き、ありがとう

ございます。

まずは、世界少年野球大会が成功裏に終了したこと、大変におめでとうございます。

また、関係された各会の皆様に感謝申し上げます。

そして、当局の皆様、大変お疲れ様でした。

子どもたちの笑顔が強く印象に残る、素晴らしい大会でした。

また、全国花火競技大会「大曲の花火」は、絶好のコンディションの下、甲乙付け難

い素晴らしい作品の数々に、皆様大満足されておりました。無事故で終了されましたこ

と、心より感謝申し上げます。

それでは、通告に従い、質問させていただきますので、ご答弁をよろしくお願いいた

します。

はじめに、全ての人に優しいトイレについて、お伺いいたします。

お孫さんを連れて神岡中央公園をよく利用するという方から「膝が悪く、しゃがむの

が大変なので、洋式のトイレを整備してもらえないか」との相談を受けました。また、

大曲市民会館小ホールを利用した方からは、「多目的トイレを利用するほど足は悪くな

いが、小ホール内の普通のトイレは階段の昇降があって不便だ」との声も寄せられてお

ります。

私も膝が悪く、天気によっては膝が曲がらなくなることがあるので、和式トイレや階

段昇降の不便さがよく分かります。
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一般社団法人日本レストルーム工業会では、「自宅でも外出先でも排泄は年齢・障害
せつ

の有無に関わらず人間にとって不可欠な行為」である。「そのため、誰もが快適に利用

できる公共トイレを整備していくことは、高齢者、障害者をはじめとするあらゆる人々

が行動範囲を広げるための重要な要素」だとして、車椅子使用者、オストメイト、乳幼

児連れや高齢者などに配慮するほか、男女別のトイレに入りづらさを感じる方など多様

な利用者への配慮の必要性を訴えております。

また、一般トイレについては、「足腰が弱く、動作が不安定な高齢者や、目から得ら

れる情報が少ない（またはない）視覚障害者への配慮も必要」だとし、「視覚障害者が

外出先のトイレを使用するには、トイレの場所を探す、男女別入り口を認識する、個室

や小便器の位置を探すなど課題が多く、空間レイアウトの工夫や音によるサポートが求

められるほか、初めて利用することも多い外出先のトイレで『流し方がわからない』

『洗浄ボタンと間違えて呼び出しボタンを押した』などのアクシデントが起こらぬよう、

分かりやすい器具の配置など、個室内にも配慮が求められる」としております。

そこで、本市の公共施設におけるトイレについて、３点ほど質問させていただきます。

まず１点目ですが、本市には車椅子の方や子ども連れなどが利用するバリアフリート

イレ、バリアフリートイレとは主に車椅子使用者、高齢者、障がいのある人、乳幼児連

れの人、オストメイトなど多様な人々が気兼ねなく利用できるように、広いスペース、

手すり、オストメイト用設備、ベビーチェア、ユニバーサルシートなどの機能を備えた

トイレのことで、以前は多目的トイレや多機能トイレと呼ばれていましたが、本来の目

的である障がい者の利用を明確にするため、２０２１年以降は「バリアフリートイレ」

という名称が使われるようになっています。そのようなバリアフリートイレが何箇所あ

るかお伺いいたします。

次に２点目ですが、オストメイト、乳幼児のおむつ替え台は、何箇所に設置されてい

るかお伺いいたします。

最後に３点目として、市の公共施設におけるトイレにおいては、高齢者や足の悪い人、

視覚障がい者への配慮がなされているかお伺いいたします。

○議長（古谷武美） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 挽野利恵議員の一つ目の発言通告であります、公共施設のトイレに

関する質問につきましては、総務部長が答弁しますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古谷武美） 伊藤総務部長。
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○総務部長（伊藤公晃） 挽野利恵議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、公共施設のトイレについてでございますが、「高齢者障害者等用便房」、い

わゆる「バリアフリートイレ」につきましては、令和３年３月に改訂された「高齢者、

障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」において新たに定義されたものであ

り、高齢者や障がい者の皆様をはじめ、利用に適正な配慮が必要な方のためのトイレの

総称でございます。

従来、こうしたトイレは、「多機能トイレ」や「多目的トイレ」などと呼ばれており

ましたが、このような機能に対する需要の高まりに加えまして、本来こうした機能を必

要としない方が頻繁に、あるいは長時間にわたり利用し、真に必要な方の利用に支障を

来すなど、モラルが疑われる不適切な利用実態を受け、「多機能」「多目的」など、設

備が必要ない人の利用を促す名前を付けないよう名称を改め、多機能便房の機能分散化

や案内表示の追加など、標準的な設計の考え方の充実が図られたところであります。

市では、公共施設の更新や大規模改修に当たり、「バリアフリー法」及び「秋田県バ

リアフリー社会の形成に関する条例」の趣旨にのっとり、段差の解消や視覚障害者誘導

用ブロックの設置など、ハード面の基準を満たした施設整備に加え、利用者ニーズなど

を踏まえた必要な改修を進めてきたところであります。

さらには、トイレの洋式化や手すりの改修のほか、サニタリーボックスを設置するな

ど、快適に公共施設を利用いただけるよう、きめ細かな環境整備の充実に努め、必要と

されている方々に配慮しているところであります。

現在、県条例に基づく公共施設等のバリアフリー化調査というのが毎年行われており

ますが、調査の対象となります庁舎、それから集会施設及び学校の校舎などの１３１の

施設のうち、車椅子で利用できるトイレを備えている施設は９１施設、オストメイト対

応トイレの設置施設数は１１施設、おむつ替え台設置施設数は３８施設となっておりま

す。

この６月には、建築物のバリアフリー化を一層促進するため、建築設計標準のさらな

る見直しが行われておりますが、引き続き関係法令やガイドライン等に基づき、公共施

設の整備や設備の充実に努めるとともに関係部署と連携を深めながら、正しい理解と適

切な配慮の下、バリアフリートイレの利用を必要とする方が支障なく利用できるよう、

意識啓発にも力を入れてまいります。

以上でございます。
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○議長（古谷武美） 再質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、５番。

○５番（挽野利恵） ご答弁ありがとうございます。

１３１施設中９１バリアフリーがあるというお答えでございました。かなり普及して

いるんだなというふうに実感します。

オストメイトが１１カ所、そしておむつ台が３８カ所、これはやはり市民の利用が多

いところに、やっぱりそこは配慮して置いていただいているのかなというふうに思いま

す。また、そのバリアフリー調査というのに基づいて、しっかりと改修の段階でそうい

うのを盛り込んでいただけるというふうなご答弁だったと思います。

大規模改修のみならず、小規模改修であっても、しっかりこの部分をちゃんと配慮し

ながら改修していただきたいというふうに思います。

現在、市の公共施設で使用できないトイレが何箇所か見受けられるんです。やはりそ

れも、市民にとっては不便だったりするものですから、ぜひこの優しいトイレの設置に

ついて、一つ一つクリアしていただきたいと思います。

そのバリアフリートイレ、オストメイト、乳幼児のおむつ替え台は、市民の利用が多

い施設に特に必要だと先ほども申し上げましたが、これらの設備の設置について、改修

も含めてどのようにお考えか、また、大規模改修のみならず小規模改修であっても、そ

のような計画などありましたら、併せてお伺いいたします。

○議長（古谷武美） 再質問に対する答弁を求めます。伊藤総務部長。

○総務部長（伊藤公晃） 挽野利恵議員の再質問にお答え申し上げます。

市では、現在、バリアフリートイレの改修に関しましては、個別に方針というのは

持ってはいないということではございますけれども、先ほど答弁で申し上げましたとお

り、公共施設の更新とかに当たりましては、関係する法律ですとか条例とか、そういっ

たいろんなのっとらなければいけないものがございますので、そういうのに加えまして、

昨今インバウンドの観光客も多いという事情もございますので、ユニバーサルデザイン

といった視点、こういったのも踏まえながら対応していきたいと思っております。

それから、更新や改修の予定がないといいますか、そういったものにつきましては、

どうしても広いスペースが必要であるというようなこと、それから、施設によっては空

間的にですね、やっぱり余裕がないというような場所もやっぱり多うございます。やは
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りこれだけ多くの公共施設抱えていますので、そういったこともあるということを踏ま

えますと、やっぱり利用状況、あるいは利用形態、ニーズ、そういったものを総合的に

勘案しながらやっていかなきゃいけないのかなと、対策を考えていかなきゃいけないの

かなと思っておりますので、そういったことを考えながら対応していきたいと思ってお

ります。

それから、いかにですね、設備が整えたということだったとしても、本来、こうした

機能を利用する、必要とする方がやっぱり利用できなければ、本末転倒ということでも

ございますので、正しい理解、それから、モラルの向上といいますか、醸成といいます

か、こういったことにも力を入れてまいりたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（古谷武美） 再々質問はありませんか。

（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 次に、２番の項目について質問を許します。

○５番（挽野利恵） 次に、高齢者の交通手段について、３点お伺いいたします。

市が発行しているバス・タクシーの交通助成券「のりのりきっぷ」は、市内に住所を

有する７５歳以上の方に、年間５千円分、運転免許証を自主返納された方は、同じく年

間５千円分の交付を受けることができます。

しかしながら、乗合バスや市の循環バス、乗合タクシー等の交通機関を利用できない

地域にお住まいの方が民間タクシーを利用すると、距離にもよりますが、片道１回で使

い切ってしまう場合があると聞きます。このことは、本市の面積の広さ８６６．８平方

キロメートルを考えると、住んでいる地域や目的によって利用できる回数の差が大きく、

この「のりのりきっぷ」の５千円の価値というものは、市民によって大きく異なるので

はと感じます。

そこで一つ目の質問ですが、公共交通空白地域にお住まいで、１回のタクシー乗車で

何千円もの支払いを余儀なくされている市民を救済できるような制度設計ができないも

のかお伺いいたします。

次に、二つ目の質問ですが、バス等の利用については、利用する路線に応じて負担す

る金額が異なるのではなく、どこから乗っても一律、またはそれに近い金額の制定がで

きないかお伺いいたします。

東京都では７０歳以上の都民に対し、都内の公共交通機関を利用できる「シルバーパ
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ス」というものを、住民税が非課税の方は年間千円、それ以外の方は年間２万５１０円

で発行しています。さらに、ＩＣカード化に向けた経過措置として、今年１０月から年

間１万２千円に引き下げたことで、シルバー世代の外出をサポートしております。

そこで三つ目の質問ですが、本年６月定例会での私の一般質問において、本市の公共

交通に関し、バスの定期券を提案させていただきましたが、さらに高齢者への支援とし

て東京都の「シルバーパス」のような定期券の発行を考えてはいかがかと思いますが、

当局のご見解をお伺いいたします。

○議長（古谷武美） ２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 挽野利恵議員の二つ目の発言通告であります、高齢者の交通手段に

関する質問につきましては、企画部長が答弁いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古谷武美） 佐々木企画部長。

○企画部長（佐々木英樹） 質問の、高齢者の交通手段についてお答え申し上げます。

市では、住民の移動ニーズにきめ細かに対応できる持続可能な交通システムの構築を

図るため、地域の実情に応じた利便性の高い面的な交通ネットワークの再構築に加え、

地域住民が運行主体となる移動手段の導入などを視野に次期交通計画の策定を進めてお

り、議員ご提案の民間タクシー利用時の支援制度の拡充につきましては、公共交通空白

地域解消に向けた施策検討の中において考えていかなければならないものと認識してご

ざいます。

路線バスにおける一律運賃の制定につきましては、運行主体が民間事業者であり、採

算性を考慮し運行距離などに応じた運賃設定としていることから、市として一律運賃の

導入に踏み込むことは難しい状況にありますが、他の自治体の事例や事業者の意見など

も参考に研究してまいりたいと存じます。

東京都のような高齢者のための定期券の導入につきましては、交通体系や交通網、財

政規模が本市と大きく異なることから、同様の制度をそのまま導入することは難しいも

のと存じます。

いずれにいたしましても、高齢者が安心して外出できるよう、利用者の利便性と運行

の持続性を両立させつつ、将来にわたって安心して利用できる移動環境の確保に努めて

まいります。

以上でございます。
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○議長（古谷武美） 再質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、５番。

○５番（挽野利恵） 「のりのりきっぷ」の増額も含めた検討というふうに捉えさせてい

ただきました。

大仙市の地域公共交通計画というものが来年度で終了、来年度ですね。なので、ぜひ

ぜひ他市、また、様々な自治体での取り組みをしっかりと調査していただき、大仙市で

使えるものはどんどん導入していただきたいなと思いますし、あとは、やはりいろんな

自治体で状況が違うと思うので、本当に失敗例も含めてしっかりと調査していただきた

いなというふうに思います。

シルバーパスはなかなか難しいというふうなご答弁でありましたが、やはり定期があ

ることによって気軽にお出掛け、金額を気にしないで出掛けられるというこの仕掛けと

いうのは、すごく高齢者の出掛ける意欲を高めるためにも、非常に大事な点ではないの

かなというふうに思っております。

定期は今後、研究していただくということなんですけれども、この高齢者の定期をも

う一度考えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。答弁お願いいた

します。

○議長（古谷武美） 再質問に対する答弁を求めます。佐々木企画部長。

○企画部長（佐々木英樹） 挽野議員の再質問にお答え申し上げます。

先ほど、東京都のようなシルバーパスは導入難しいというお話をさせていただきまし

た。東京都のことを例にするのも、ちょっと変かと思うんですが、東京都は、インター

ネットを見ますと、令和２年２月に東京都のシルバーパスの調査報告書というのがネッ

トの方に出ておりました。このシルバーパスにかかる費用、平成３０年なんですけども、

都の税金だけで２２０億だそうです。それで、その発行者が１０３万枚、平成３０年で

すけども、そのうちの９割の方は千円のみの負担だそうです。ですので、これを大仙市

に、大仙市の場合は「のりのりきっぷ」１万７千人の７５歳以上いらっしゃいますけど

も、そのうち実際使われているのが４割、半分までいってません。７，３００人ほどで

すので、金額的にまるっきり全額市が負担するとなると、億の金、単純に私計算します

と５億円以上かかります。これだけで。ですので、先ほど申し上げましたとおり、その

まま制度を大仙市として取り入れることは、今の状況では難しいとは思ってございます
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が、議員おっしゃられたとおり、他市の同じような事例、よく見ますと、やっぱり県庁

所在地とか政令市とか、大きいところの市はやっているような例はございました。大仙

市と同じような規模の市で、もしやっているような事例がありましたら、それもいろい

ろ研究させていただければなと思ってございますので、今この場で導入できるかどうか

というお答えは、ちょっとできかねるということでございます。よろしくお願いします。

○議長（古谷武美） 再々質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、５番。

○５番（挽野利恵） 財政的に難しいというのは重々分かっていますが、やはり高齢者の

出掛ける頻度を高めたいというふうな思いから今回は取り上げさせていただきました。

学生には割引があって、高齢者には割引がない、これはちょっとかわいそうな話かな、

定期券ですね、思っているところです。

あとはそうですね、市長が、大仙市の隅々まで元気をというふうにおっしゃっており

ましたので、この様々な高齢者の交通手段をしっかりと確立していただいて、全ての人

が元気で、高齢になってもお出掛けできる、そういうふうな大仙市をつくっていただき

たいと要望いたしまして質問を終わらせていただきます。答弁は結構です。

○議長（古谷武美） これにて５番挽野利恵議員の質問を終わります。

【５番 挽野利恵議員 降壇】

○議長（古谷武美） 日程第２、議案第８５号から日程第３１、議案第１１４号までの

３０件を一括して議題といたします。

これより質疑を行いますが、通告はありません。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

ただ今、議題となっております議案第８５号から議案第１１４号までの３０件は、議

案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長（古谷武美） 日程第３２、陳情第６２号及び日程第３３、陳情第６３号の２件を

一括して議題といたします。
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本２件は、陳情文書表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長（古谷武美） お諮りいたします。常任委員会審査のため、９月４日から９月１７

日まで１４日間、休会したいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって、９月４日から９月１７日まで１４

日間、休会することに決しました。

○議長（古谷武美） 以上で本日の日程は、全部終了しました。

本日はこれをもって散会し、来る９月１８日、本会議第４日を定刻に開議いたします。

大変ご苦労様でした。

午前１１時１０分 散 会
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令和７年第３回大仙市議会定例会会議録第４号

令和７年９月１８日（木曜日）

議 事 日 程 第 ４ 号

令和７年９月１８日（木曜日）午前１０時開議

第 １ 議長報告 ・令和６年度決算における健全化判断比率

・令和６年度決算における資金不足比率

・令和７年度定期監査報告書

・例月現金出納検査結果

第 ２ 議案第８５号 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について （総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ３ 議案第８６号 大仙市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について （総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ４ 議案第９０号 財産の譲与について

（総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ５ 議案第８７号 大仙市大曲墓園条例の一部を改正する条例の制定について

（教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ６ 議案第９１号 財産の取得について（大曲地域教職員用端末機器）

（教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ７ 議案第９２号 財産の取得について（東部地域教職員用端末機器）

（教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ８ 議案第９３号 財産の取得について（西部地域教職員用端末機器）

（教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ９ 議案第８８号 大仙市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定につい

て （産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第１０ 議案第８９号 大仙市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて （産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）
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第１１ 議案第 ９４号 令和６年度大仙市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて （産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第１２ 議案第 ９５号 令和７年度大仙市一般会計補正予算（第５号）

（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第１３ 議案第 ９６号 令和６年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定について

（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第１４ 議案第 ９７号 令和６年度大仙市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について （教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第１５ 議案第 ９８号 令和６年度大仙市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について （教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第１６ 議案第 ９９号 令和６年度大仙市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定

について （教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第１７ 議案第１００号 令和６年度大仙市奨学資金特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて （教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第１８ 議案第１０１号 令和６年度大仙市企業団地整備事業特別会計歳入歳出決算の

認定について （産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第１９ 議案第１０２号 令和６年度大仙市スキー場事業特別会計歳入歳出決算の認定

について （産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第２０ 議案第１０３号 令和６年度大仙市太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について （教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第２１ 議案第１０４号 令和６年度大仙市小水力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について （産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第２２ 議案第１０５号 令和６年度大仙市内小友財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について （総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第２３ 議案第１０６号 令和６年度大仙市大川西根財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について （総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第２４ 議案第１０７号 令和６年度大仙市荒川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第２５ 議案第１０８号 令和６年度大仙市峰吉川財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について （総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）
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第２６ 議案第１０９号 令和６年度大仙市船岡財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第２７ 議案第１１０号 令和６年度大仙市淀川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第２８ 議案第１１１号 令和６年度市立大曲病院事業会計決算の認定について

（教育厚生委員長報告・質疑・討論・表決）

第２９ 議案第１１２号 令和６年度大仙市上水道事業会計決算の認定について

（産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第３０ 議案第１１３号 令和６年度大仙市簡易水道事業会計決算の認定について

（産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第３１ 議案第１１４号 令和６年度大仙市下水道事業会計決算の認定について

（産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第３２ 陳情第 ５６号 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する

陳情書 （総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第３３ 陳情第 ６１号 再審法改正（刑事訴訟法の一部改正）の意見書の採択を求め

る陳情書 （総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第３４ 陳情第 ６２号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出に関する陳情

（総務企画委員長報告・質疑・討論・表決）

第３５ 陳情第 ６３号 水路の護岸の修復に関する陳情

（産業建設委員長報告・質疑・討論・表決）

第３６ 意見書案第２５号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書

（質疑・討論・表決）

第３７ 意見書案第２６号 再審法改正（刑事訴訟法の一部改正）の意見書

（質疑・討論・表決）

第３８ 意見書案第２７号 地方財政の充実・強化を求める意見書

（質疑・討論・表決）

第３９ 議案第１１５号 大仙市屋内遊び場施設整備事業工事請負契約の締結について

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第４０ 議案第１１６号 令和７年度大仙市一般会計補正予算（第６号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）
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第４１ 各委員会からの閉会中の継続審査及び調査の申し出について

出席議員（２４人）

１番 大 山 利 吉 ２番 戸 嶋 貴美子 ３番 佐 藤 文 子

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 挽 野 利 恵 ６番 秩 父 博 樹

７番 青 柳 友 哉 ８番 安 達 成 年 ９番 髙 橋 徳 久

１０番 佐 藤 芳 雄 １１番 橋 本 琢 史 １２番 小笠原 昌 作

１３番 小 松 栄 治 １４番 本 間 輝 男 １５番 佐 藤 育 男

１６番 山 谷 喜 元 １７番 石 塚 柏 １８番 高 橋 敏 英

１９番 橋 村 誠 ２０番 渡  秀 俊 ２１番 金 谷 道 男

２２番 後 藤 健 ２３番 鎌 田 正 ２４番 古 谷 武 美

欠席議員（０人）

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 老 松 博 行 副 市 長 今 野 功 成

副 市 長 舛 谷 祐 幸 教 育 長 伊 藤 雅 己

総 務 部 長 伊 藤 公 晃 企 画 部 長 佐々木 英 樹

市 民 部 長 伊 藤 敬 健 康 福 祉 部 長 佐 藤 和 博

こ ど も 未 来 部 長 田 口 美和子 農 林 部 長 斎 藤 秋 彦

経 済 産 業 部 長 鎌 田 篤 史 観光文化スポーツ部長 加 賀 貢 規

建 設 部 長 京 野 和 明 病 院 事 務 長 藤 原 孝 之

教育委員会事務局長 佐々木 泰 宏 上 下 水 道 局 長 小 林 孝 至

総 務 課 長 三 浦 政 輝

議会事務局職員出席者

局 長 大 沼 利 樹 参 事 佐 藤 和 人
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主 幹 佐々木 孝 子 主 幹 黒 田 貴 彦

主 査 藤 澤 正 信

午前１０時００分 開 議

○議長（古谷武美） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

○議長（古谷武美） 本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

○議長（古谷武美） 日程第１、この際、諸般の報告をいたします。

令和６年度決算における健全化判断比率及び令和６年度決算における資金不足比率が

市長から、令和７年度定期監査報告書及び例月現金出納検査結果が市監査委員から提出

されましたので、お手元に配付のとおり報告いたします。

○議長（古谷武美） 日程第２、議案第８５号から日程第４、議案第９０号までの３件を

一括して議題といたします。

本３件に関し、委員長の報告を求めます。総務企画常任委員長１０番佐藤芳雄議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、１０番。

【１０番 佐藤芳雄議員 登壇】

○総務企画常任委員長（佐藤芳雄） おはようございます。

当委員会に審査付託となりました事件について、去る９月４日及び９月８日の２日間、

委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求め慎重審査いたしましたので、その経過及

び結果について順次ご報告いたします。

議案第８５号「大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」及び議案第８６号「大仙市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について」の２件につきましては、関連があることから一括で審査を行い

ました。

当局の内容説明に関連し、委員から「職員の育児休業の取得率の推移はどうなってい

るか。」との質疑があり、当局からは「女性の取得率は１００パーセント、男性は
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７６．５パーセントとなっている。」との答弁がありました。

答弁に対し委員から「男性も気兼ねなく取得できるよう、より一層、環境整備を進め

てほしい。」との意見がありました。

その他、質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席

委員の一致をもちまして、本２件は原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。

次に、議案第９０号「財産の譲与について」につきましては、当局の内容説明に関連

し、委員から「今回、マイナス入札により、財産を譲渡したとのことだが、この手法を

活用することで、他の建物の解体も加速できるのではないか。今後の対象施設について

は具体的な予定はあるのか。」との質疑があり、当局からは「現時点では、対象施設等

具体的な予定は立っていないが、土地の市場性、民間活用の見込みなどを踏まえ、検討

してまいりたい。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席

委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【１０番 佐藤芳雄議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより議案第８５号から議案第９０号までの３件を一括して採決いたします。本３

件に対する委員長報告は原案可決であります。本３件は、委員長報告のとおり決するこ

とにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本３件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（古谷武美） 日程第５、議案第８７号から日程第８、議案第９３号までの４件を

一括して議題といたします。
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本４件に関し、委員長の報告を求めます。教育厚生常任委員長１６番山谷喜元議員。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、１６番。

【１６番 山谷喜元議員 登壇】

○教育厚生常任委員長（山谷喜元） 当常任委員会に審査付託となりました事件について、

委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしましたので、その経過

及び結果についてご報告いたします。

議案第８７号「大仙市大曲墓園条例の一部を改正する条例の制定について」は、当局

の説明に対し、委員から「合葬墓の利用を希望される方に対して、チェックリストなど

による審査が必要である。墓じまいについて寺院等との話し合いが済んでいることも確

認が必要と考えるが、いかがか。」との質疑があり、当局からは「申請を受ける際に利

用確認書によるチェックを行い、寺院等との協議が問題なく終了していることもチェッ

クリストで確認する。」との答弁がありました。

また、他の委員から「合葬墓の使用は承継できないとのことであったが、例えば、先

代の葬儀に際し墓じまいを行い、合葬墓に改葬した方は、将来、自身も合葬墓を利用す

ることが想定される。低額で利用できる合葬墓を安易に選択することで、継承と同じ状

況になるので、そのような風潮が広まることのないようにしていただきたい。」との質

疑があり、当局からは「個人区画の墓は永代使用料を納めることで使用権を継承できる

が、合葬墓は亡くなった方個人の利用で完結するものであり、承継される性質のもので

はない。家族や親族の形態によって墓の持ち方は異なり、要件を細かく設定すると、社

会情勢の変化により増えてくるであろう様々な利用対象者に対して不具合が生じるので

はないかと考える。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席

委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第９１号「財産の取得について（大曲地域教職員用端末機器）」、議案第

９２号「財産の取得について（東部地域教職員用端末機器）」及び議案第９３号「財産

の取得について（西部地域教職員用端末機器）」の３件については、一括議題として審

査し、当局からの説明に対し、委員から「リース契約ではなく一括購入方式としたのは、

経費比較により、各自治体の判断で行ったものか。」との質疑があり、当局から「デジ

タル活用推進事業債活用にメリットがあると判断し、一括購入方式を採用したものであ
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る。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席

委員の一致をもちまして、本３件は原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【１６番 山谷喜元議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第８７号から議案第９３号までの４件を一括して採決いたします。本

４件に対する委員長報告は原案可決であります。本４件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本４件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（古谷武美） 日程第９、議案第８８号から日程第１１、議案第９４号までの３件

を一括して議題といたします。

本３件に関し、委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長５番挽野利恵議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、５番。

【５番 挽野利恵議員 登壇】

○産業建設常任委員長（挽野利恵） 当常任委員会に審査付託となりました事件について、

去る９月４日・５日及び８日に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求め慎重審査

いたしましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。

議案第８８号「大仙市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定について」、

議案第８９号「大仙市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第９４号「令和
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６年度大仙市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」の３件につきましては、

当局からの内容説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をも

ちまして、本３件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【５番 挽野利恵議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第８８号から議案第９４号までの３件を一括して採決いたします。本

３件に対する委員長報告は原案可決であります。本３件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本３件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（古谷武美） 日程第１２、議案第９５号を議題といたします。

本件に関し、各委員長の報告を求めます。はじめに、総務企画常任委員長１０番佐藤

芳雄議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、１０番。

【１０番 佐藤芳雄議員 登壇】

○総務企画常任委員長（佐藤芳雄） ご報告いたします。

議案第９５号「令和７年度大仙市一般会計補正予算（第５号）」のうち、当委員会に

付託されました所管する予算につきまして、ＤＸ推進課の予算説明に対し、委員から

「次期財務会計システム導入に向けた債務負担行為の設定額について、業者によって構

築費と保守費の配分が違うため、構築と保守とを含めた総額で比較して判断するという

理解でよいのか。」との質疑があり、当局からは「ご指摘のとおりである。今後は機能

面の充実も考慮し、プロポーザル方式により、費用と機能の両面を評価して業者を選定
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してまいりたい。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局からの補正内容の説明を了とし、討論はなく、採

決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した

次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【１０番 佐藤芳雄議員 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、教育厚生常任委員長１６番山谷喜元議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、１６番。

【１６番 山谷喜元議員 登壇】

○教育厚生常任委員長（山谷喜元） ご報告いたします。

議案第９５号「令和７年度大仙市一般会計補正予算（第５号）について」は、当局か

らの補正内容の説明に対して、生活環境課所管の簡易水道水質検査経費について、委員

から「有機フッ素化合物の健康被害については不確定なことから、厳密に対応していた

だくとともに、個人井戸使用者への水質検査費用や浄水器購入費用への助成等も検討し

ていただきたいがどうか。」との質疑があり、当局からは「国・県の動向や市の簡易水

道の水質検査の結果を見て、今後の対応を検討したい。」との答弁がありました。

次に、生活支援課所管の生活保護事務費について、委員から「受給者数は５年前と比

較してどのように変化しているのか。」との質疑があり、当局からは「逓減しており、

令和２年度末と比較して約１００人ほど減少している。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局からの補正内容の説明を了とし、討論はなく、採

決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した

次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。
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【１６番 山谷喜元議員 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、産業建設常任委員長５番挽野利恵議員。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、５番。

【５番 挽野利恵議員 登壇】

○産業建設常任委員長（挽野利恵） ご報告いたします。

議案第９５号「令和７年度大仙市一般会計補正予算（第５号）」について、はじめに、

企業立地推進課所管の企業誘致対策費について、委員から「新しく進出する企業に対し、

立地後の支援も必要と思うがいかがか。」との質疑があり、当局からは「本市に対する

立地企業からの要望事項を聞き取るなど、企業側とも連携を図って対応していく。」と

の答弁がありました。

次に、観光施設課所管の道の駅なかせん管理費に関連して、委員から「道の駅なか

せん以外でも、観光文化スポーツ部で管理している施設は他にもかなりあると思う。蛍

光灯の製造中止決定に伴って公共施設全体のＬＥＤ化を進めていると思うが、今後のＬ

ＥＤ化計画とその進捗状況を伺う。」との質疑があり、当局からは「令和５年１０月の

ＣＯＰ５の決定を受け、現在取り組みのスピードアップを図っているところである。し

かしながら、対象となる施設が多く、かつ多額の費用を要することから、効率的かつ効

果的なＬＥＤ化を進める手法を調査するため、現在、公共施設等一斉ＬＥＤ化に向けた

サウンディング型市場調査を実施しており、今後、この調査結果を踏まえた上でＬＥＤ

化を進めていくこととしている。また、進捗状況については、サウンディング型市場調

査に当たり、市民の利用が多い施設についてピックアップした１８４施設のうち２８施

設がＬＥＤ化を実施している、あるいは実施予定となっており、進捗率については

１５．２パーセントとなっている。そのうち、観光文化スポーツ部の所管施設のＬＥＤ

化率については１６．２パーセントとなっている。」との答弁がありました。

その他、質疑はなく、当局からの補正内容の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、

出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であり

ます。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【５番 挽野利恵議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第９５号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（古谷武美） 日程第１３、議案第９６号から日程第３１、議案第１１４号までの

１９件を一括して議題といたします。

本１９件に関し、各委員長の報告を求めます。はじめに、総務企画常任委員長１０番

佐藤芳雄議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、１０番。

【１０番 佐藤芳雄議員 登壇】

○総務企画常任委員長（佐藤芳雄） ご報告いたします。

当常任委員会に審査付託となりました所管する決算議案７件につきましては、審査結

果及び審査意見を述べて、ご報告に代えさせていただきます。

はじめに、審査結果についてご報告申し上げます。

議案第９６号「令和６年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定について」、また、議

案第１０５号「令和６年度大仙市内小友財産区特別会計歳入歳出決算の認定について」

から議案第１１０号「令和６年度大仙市淀川財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」までの６件につきましては、当局の説明に対する質疑の後、討論はなく、採決の結

果、出席委員の一致をもちまして、本７件は認定すべきものと決した次第であります。

続いて、審査意見について申し上げます。

１点目、庁舎整備基金の積み立てについては、必要となる経費をできる限り早期に具

体化し、その水準を踏まえて積み立てを行われたい。

２点目、アーカイブズについては、文書整理完了の目標年限に向け、効率的な作業体
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制を模索しつつ進められたい。あわせて、古文書等のデジタル化を一層推進するととも

に、将来、保管容量が不足する場合に備えた対応についても検討されたい。

３点目、地域公共交通については、アンケートや聞き取りなどによる調査を継続し、

変化する市民ニーズを的確に把握しながら、適宜、交通体系の見直しに反映されたい。

住民の共助による移動支援については、完全なボランティアでは継続が難しくなること

も考えられることから、ドライバーへの報酬などの必要経費を踏まえた適切な利用者負

担を念頭に、仕組みづくりを検討されたい。また、観光部局と連携し、観光客の移動利

便性を高める取り組みを戦略的に進められたい。

４点目、移住定住施策については、新たな移住者を呼び込むだけではなく、移住して

定住した方を含め、既に大仙市に居住している方々に住み続けたいと思っていただける

ような取り組みも併せて展開することが重要であり、庁内で連携しながら検討を進め、

次期アクションプランに反映されたい。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【１０番 佐藤芳雄議員 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、教育厚生常任委員長１６番山谷喜元議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、１６番。

【１６番 山谷喜元議員 登壇】

○教育厚生常任委員長（山谷喜元） ご報告いたします。

はじめに、審査結果についてご報告申し上げます。

議案第９６号「令和６年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定について」は、質疑の

後、委員より反対の立場からの討論があり、挙手による採決の結果、出席委員の多数を

もちまして、本件は認定すべきものと決した次第であります。

次に、議案第９７号「令和６年度大仙市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」、議案第９８号「令和６年度大仙市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について」、議案第９９号「令和６年度大仙市学校給食事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」、議案第１００号「令和６年度大仙市奨学資金特別会計歳入歳出決
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算の認定について」、議案第１０３号「令和６年度大仙市太陽光発電事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」及び議案第１１１号「令和６年度市立大曲病院事業会計決算

の認定について」の６件につきましては、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、

本６件は認定すべきものと決しました。

次に、審査意見を述べさせていただきます。

第１点目、債権管理については、収納率や取り立て額において令和６年度目標を達成

するとともに過去最高値を更新したほか、県内市町村と比較しても大きな成果を上げて

おり、市の財源確保に大きく寄与していると評価できる。引き続き、令和７年度から開

始した収納支援業務委託の成果も検証しながら、適正かつ効果的な債権管理を、より一

層進められたい。

第２点目、決算事業説明書については、事業費の具体的な内訳が十分に示されていな

いものが見受けられる。事業の妥当性や費用対効果を適切に評価し、議会審査を、より

充実させるために、今後は必要に応じて事業費内の主要経費の内訳を示し提出されたい。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【１６番 山谷喜元議員 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、産業建設常任委員長５番挽野利恵議員。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、５番。

【５番 挽野利恵議員 登壇】

○産業建設常任委員長（挽野利恵） ご報告いたします。

はじめに、審査結果についてご報告申し上げます。

議案第９６号「令和６年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定について」、議案第

１０１号「令和６年度大仙市企業団地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、

議案第１０２号「令和６年度大仙市スキー場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」、議案第１０４号「令和６年度大仙市小水力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」、議案第１１２号「令和６年度大仙市上水道事業会計決算の認定について」、

議案第１１３号「令和６年度大仙市簡易水道事業会計決算の認定について」及び議案第
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１１４号「令和６年度大仙市下水道事業会計決算の認定について」の７件につきまして

は、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本７件は認定すべきものと決しました。

次に、審査意見を述べます。

第１点目、「農業と食」活性化推進事業において、様々なＰＲ活動を行っただろうが、

その結果から生まれた事業効果や成果についてのチェック・検証が足りないように感じ

る。ステップアップするためにも、事業実施後の変化について、さらなる検証を検討さ

れたい。

第２点目、「大豆産地化推進事業費」について、現在大仙市統一の基準単収を基に助

成金等の積算をしていると思うが、平場と中山間地域では不公平感が生じている状況に

ある。地域に合った基準単収の設定など検討を図られたい。

第３点目、「畜産振興費」に関連して、秋田県立大曲農業高等学校畜産部が令和９年

に開催される北海道全共に向け、秋田県を中心に様々な支援体制が取られており、市で

も関係団体と連携し支援していることは評価するが、今後さらに後方支援を推し進める

べく、金銭面など見える形での支援策について検討されたい。

第４点目、「大仙市入社準備助成金」について、目標と実績が乖離しており、周知強
か い り

化や助成対象内容の緩和など、若年層の地元定着に寄与されるよう事業内容を検証され

たい。

第５点目、「中心市街地賑わい創出事業費」について、のびのびらんどの管理運営を

大仙市観光物産協会に委託しているが、利用者が年々減少しており、地元の商店街に貸

し付け、必要な時だけ活用してもらうなど、管理運営業務の見直しに努められたい。

第６点目、「若者チャレンジ応援プロジェクト事業費」について、土壌づくりや人材

づくりそれぞれにおいて事業展開されていることは評価するが、この事業のようにＰＲ

活動や情報発信が肝となっている事業については、それをやった結果どういった反応が

あったのかについても事業説明書に記載するよう努められたい。

第７点目、「インバウンド観光事業費」について、外国人から実際に来ていただくの

はよいが、受け入れ体制が整っていなければ、事業として進展が期待できない。飲食店

での多言語表記や観光ガイド対応など、さらなる受け入れ体制の整備を進められたい。

第８点目、「大仙市産地酒プロモーション支援事業費」について、酒米等の原材料高

騰による市産地酒の値上がりにより、酒蔵の経営も苦慮することが予想され、輸出とな

ればさらにコスト高が見込まれる。大仙市の魅力を発信する有効な取り組みであること
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から、今後もこの事業を継続する場合は、市内酒蔵ともよく協議され事業を進められた

い。

第９点目、旧町村時代の同時期に建設した各温泉施設は築２０年以上が経過しており、

同時期に修繕が必要になっている。このまま全ての温泉施設を存続することは厳しく、

その存廃を明確化しなければいけない時期になっているのではないかと思料する。今後

検討されたい。

第１０点目、屋内も屋外も含めて市内全ての体育施設が今後も現状のまま存続してい

くことは困難であると考える。少子化・人口減少も進んでいることから、地域性に意を

配しつつ、体育施設や温泉施設など、分野を越えた市全体の最適な施設配置を目指す将

来構想をまとめる時期に来ていると感じている。施設を廃止することは当然地元住民の

方々からの反対もあろうかと思うが、いつかは誰かがやらなければならないので、今後

検討されたい。

第１１点目、公園施設に限らないが、市内公共施設では何年も修繕されずに使えない

箇所が見受けられる。手洗い場やトイレについては優先して修繕しなければ利用率低下

にもつながることが懸念されることに加え、「使用禁止」や「使用厳禁」と上から目線

とも思える貼り紙をしている施設もある。自分たちの管理が悪い、使える状況にしてお

かなければならない、そういう気持ちを持ち、早急な改善に努められたい。

第１２点目、公営住宅について、入居募集を実施しても応募者がおらず、空き住戸が

発生している現状について、何かしらの対策を施すべきと考える。現在、募集期間は区

切って行っているとのことだが、住宅使用料は市にとっても収入となることから、入居

募集を常時することが事務手続き上難しいのであれば、可能な限り募集する機会を増や

し、空き住戸解消に向けた取り組みに努められたい。

第１３点目、上水道事業会計の決算状況については、非常に優良であり、評価したい。

玉川浄水場の更新時期を迎えていると思うが、最近は工事費も高騰してきているため、

それを踏まえた適切な積立金の積み立てと運用に努められたい。

第１４点目、下水道処理場の統廃合計画に取り組まれているが、資材高騰や人件費の

上昇に加え、人口減少や将来的な管路の損傷対応など様々な課題がある中、長期的な運

営が必要な事業であり、無くしてはならない施設であるため、綿密な計画を立て取り組

まれたい。

以上で報告を終わります。
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○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【５番 挽野利恵議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論の通告がありますので発言を許しま

す。３番佐藤文子議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、３番。

【３番 佐藤文子議員 登壇】

○３番（佐藤文子） 私は、議案第９６号、令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、反対の立場から討論いたします。

私は令和６年度一般会計予算の審議に当たり、基幹業務システムの標準化移行経費や

マイナンバーカード普及推進予算は認められないとして反対したものでありました。本

決算は、その執行であり、承認することはできないのです。

岸田政権の下で閣議決定したデジタル行財政改革の下で推進された行政システムの標

準化やマイナ保険証をはじめとするマイナンバーカードと行政サービスとの野放図なひ

も付け拡大の推進は、大企業の成長、もうけの材料となっているものであり、情報の漏

えいへの不安を払拭できるものではありません。

政府は、マイナ保険証への一本化に向けて１２月２日以降、従来の健康保険証の利用

を停止する方針でありますが、保険証の廃止以降、医療機関の窓口で利用者の保険情報

を確認する証明書は、期限切れ保険証の暫定的な運用も含めますと、少なくとも９種類

も混在する異常事態となっているとのことであります。マイナ保険証、顔認証マイナン

バーカード、顔写真無しのマイナンバーカード、資格情報のお知らせ、資格確認書、マ

イナポータルのＰＤＦ、被保険者申し立て書、スマートフォン、従来の健康保険証の９

種類とのことであります。これらの証明書は、これまでは保険証１枚あれば不要だった

ものばかりで、政府が従来の保険証の廃止に固執するために、例外を積み重ねてきた結

果であります。政府のデジタル化の押し売りで事務手続きが効率化するどころか、より

煩雑となっているのが実態です。

デジタル庁は、セキュリティを強化した次期マイナンバーカードを令和８年度に導入

すると予定されておりますが、１２月に迫った現行保険証の利用停止を撤回することこ
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そが急務と考えます。また、マイナ保険証に切り替えるために任意となっているマイ

ナンバーカードの取得を強制すること自体、納得いくものではありません。

令和６年度からの保園料完全無償化による子育て支援策の大幅拡充や補聴器購入助成

による高齢者福祉の充実が図られたことなど高く評価する部分もありますが、先に述べ

た理由から、本決算に反対を表明して討論を終わります。

以上です。

【３番 佐藤文子議員 降壇】

○議長（古谷武美） 次に、８番安達成年議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、８番。

【８番 安達成年議員 登壇】

○８番（安達成年） 大地の会の安達成年です。

私は、議案第９６号、令和６年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成

の立場から討論させていただきます。

はじめに、歳入５３９億４，８００万、歳出５１５億７，４００万の決算規模は、令

和５年度を上回る決算となっており、一般会計においての実質収支は、５年度を上回る

２１億７，２００万円の黒字は確保しております。が、これは地方交付税が増えたとは

いえ、財政調整基金からの繰り入れ、市債の発行額の増などがあったためであり、実質

は赤字決算と言えることも事実ではありますが、裏を返せば、市民の要望に応えたため

とも言えることであり、再度基金等への積み増しも図っていること、財政、約束の財調

３０億の確保はしながら、順調に市債の償還にも当たっておるし、本市の特徴ある事業

を展開しており、個人的には特別な不安要素は見られず、引き続き健全な状態を維持す

るとは思われます。それでも監査委員のご指摘の令和６年度審査意見書ご指摘の、人口

減少等により、今後の財政運営の課題については慎重な対応を望むところであり、財政

の手腕に期待するところでもあります。

令和６年度における重点施策の実績についても、これまでにないくらいの決算規模で

あり、私は地方創生へのチャレンジから成長戦略までの六つの柱の施策に着実に取り組

まれており、決算額以上の効果が非常に出ているなとも感じております。その中でも、

特に子育て大仙を象徴する「愛・命・子どもを育む環境づくり」は、重点施策の決算額

に対して１割近くを占めており、見える形で全国に誇れる事業が実施されてきました。
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限られた予算の中でどの事業も非常によく実施された決算であるとも思います。それ

でもそれぞれの各常任委員会委員長の報告の審査意見にもありましたけれども、もう一

歩踏み込んだ形を期待するところでもあります。

また、それぞれの地域における特徴のある施設整備についても、老松市政は地域の要

望に耳を傾け、これまで西仙大綱交流館、中仙公民館清水分館、四ツ屋公民館、大綱の

里、多目的グラウンド「ソラーレ」、南小学区コミュニティセンター、中里温泉など、

市民が集い、語らいの場、交流できる場の整備を積極的に進め、それぞれの地域、市民

から大変好評を得ているとのお話をお伺いいたします。人が集い、交流を深め、喜び、

将来に向けて語り合う場の整備は、元気なまちづくりに欠かせない一つの要素でもあり、

今後も健全な財政を堅持しつつ、市民福祉の向上に向け、公共施設の統廃合も含め、市

民に寄り添った形での整備に取り組んでいただくようお願いいたします。

最後になりますが、このたび私ども議員は、この道を志した原点に立ち返るよい機会

を与えられております。その中においても、先にご勇退を表明されました４人の議員の

方々のお力がなければ、今のような健全な財政運営にはなっていなかったかもしれない

とも思ってございます。この場で名前を出すのは少し 躊躇 いたしますが、あえて言わ
ちゅうちょ

せていただくことをお許しいただきたいと思います。議員生活１１期３６年６カ月の鎌

田正議員、５期２０年の金谷道男議員、９期２９年６カ月の渡秀俊議員、８期２５年

６カ月の佐藤隆盛議員、この議員の方々は一般質問、予算質疑において、様々な角度か

ら市の行財政運営に対しまして見識あるご意見・ご提言をこれまで幾度となくしてまい

りました。そのかいあって、大仙市誕生から２０年、健全なる行財政運営がなされてき

たものと私は認識しております。議員としてよりも、一市民といたしまして、誠にあり

がたいことだと思いますし、ありがとうの言葉しか見つかりません。この方々のご意見

・ご提言を真摯に受け止め、市政の舵取りを、より一層前に進めてまいったのが老松市
かじ

政であり、それを支えてきたのは先にご退任になりました佐藤芳彦元副市長はもとより

職員の方々だと私は思います。老松市長の令和６年度市政方針演説にありました地域の

隅々まで元気なまち、住みよさを実感し将来に希望が持てるまちを市民の皆様と共に創

り上げていくとする市長のみなぎる闘志と熱意に賛意を示すとともに、それを支える職

員の頑張りに今後もご期待申し上げ、簡単ではありますが、議案第９６号、令和６年度

大仙市一般会計歳入歳出決算の認定については、賛成とさせていただきます。

以上であります。
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【８番 安達成年議員 降壇】

○議長（古谷武美） ほかに討論の通告がありませんので、これにて討論を終結いたしま

す。

これより、ただ今、議題となっております案件中、議案第９６号、令和６年度大仙市

一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。この採決は起立をもって行い

ます。なお、確認のため、起立された議員はそのままでお願いいたします。本件に対す

る委員長報告は認定であります。本件は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸

君の起立を求めます。

（賛成者２２人 起立）

○議長（古谷武美） ご着席ください。

起立多数であります。よって本件は、認定することに決しました。

次に、ただ今、議題となっております案件中、議案第９７号から議案第１１４号まで

の１８件を一括して採決いたします。本１８件に対する委員長報告は認定であります。

本１８件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本１８件は、認定することに決しま

した。

○議長（古谷武美） 議案審議の途中でありますが、この際、暫時休憩いたします。１１

時に再開いたしますのでよろしくお願いします。

午前１０時５２分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時０１分 再 開

○議長（古谷武美） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（古谷武美） 日程第３２、陳情第５６号から日程第３４、陳情第６２号までの３

件を一括して議題といたします。

本３件に関し、委員長の報告を求めます。総務企画常任委員長１０番佐藤芳雄議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、１０番。
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【１０番 佐藤芳雄議員 登壇】

○総務企画常任委員長（佐藤芳雄） ご報告いたします。

当委員会に審査付託となっていた陳情第５６号「選択的夫婦別姓制度の導入を求める

意見書」採択に関する陳情書につきましては、委員から「夫婦別姓制度については日本

のみの課題となっており、名字を変えたくないとの理由から婚姻届を提出していない

人々が存在することを踏まえると、生きづらさを解消するためにも導入すべきものであ

る。」との賛成意見が出された一方、「従来からの家族観が損なわれる恐れがあるほか、

親子間で姓が異なることによる影響についても十分に整理されていない段階であるため、

導入には賛成しかねる。」との反対意見も出されました。

挙手による採決の結果、賛成多数により、本件は採択すべきものと決した次第であり

ます。

次に、陳情第６１号「再審法改正（刑事訴訟法の一部改正）の意見書の採択を求める

陳情書」につきましては、委員から「全体の趣旨についてはおおむね理解できるが、第

２項に記載されている『再審開始決定に対する検察の不服申し立てを禁止すること』と

の内容については、被害者側が不利益を被る恐れがあるため、この第２項については採

択できない。」との意見がありました。

また、「第２項については『禁止する』ではなく『制限する』に改めた上で意見書を

提出すべきではないか。」との意見も出されました。

これらの意見を踏まえ採決を行った結果、出席委員の一致をもちまして、本件は第１

項及び第３項を採択し、第２項は不採択として、一部採択すべきものと決した次第であ

ります。

次に、陳情第６２号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出に関する陳情」につ

きましては、願意を妥当と認め、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は採

択すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【１０番 佐藤芳雄議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論はありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 討論なしと認めます。

これより、ただ今、議題となっております案件中、陳情第５６号、「選択的夫婦別姓

制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情書を採決いたします。この採決は起立を

もって行います。なお、確認のため、起立された議員はそのままでお願いいたします。

本件に対する委員長報告は採択であります。本件は、採択と決することに賛成の諸君の

起立を求めます。

（賛成者１０人 起立）

○議長（古谷武美） ご着席ください。

起立少数であります。よって本件は、不採択とすることに決しました。

次に、ただ今、議題となっております案件中、陳情第６１号、再審法改正（刑事訴訟

法の一部改正）の意見書の採択を求める陳情書を採決いたします。

まず最初に、陳情第６１号のうち「１．再審のためのすべての証拠を開示するこ

と。」及び「３．再審における手続きを整備すること。」の二つの陳情項目に対する委

員長報告は採択であります。本件のうち「１．再審のためのすべての証拠を開示するこ

と。」及び「３．再審における手続きを整備すること。」の二つの陳情項目については、

委員長報告のとおり採択することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本件のうち、「１．再審のためのす

べての証拠を開示すること。」及び「３．再審における手続きを整備すること。」の二

つの陳情項目の部分につきましては、採択することに決しました。

次に、陳情第６１号のうち「２．再審開始決定に対する検察の不服申し立てを禁止す

ること。」の部分に対する委員長報告は不採択であります。この採決は起立をもって行

います。なお、確認のため、起立された議員はそのままでお願いします。本件のうち、

「２．再審開始決定に対する検察の不服申し立てを禁止すること。」の部分については、

採択することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者３人 起立）

○議長（古谷武美） ご着席ください。

起立少数であります。よって本件のうち「２．再審開始決定に対する検察の不服申し

立てを禁止すること。」の部分については、不採択とすることに決しました。
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次に、ただ今、議題となっております案件中、陳情第６２号を採決いたします。本件

に対する委員長報告は採択であります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本件は、採択することに決しました。

○議長（古谷武美） 日程第３５、陳情第６３号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長５番挽野利恵議員。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、５番。

【５番 挽野利恵議員 登壇】

○産業建設常任委員長（挽野利恵） ご報告いたします。

陳情第６３号「水路の護岸の修復に関する陳情」につきましては、委員から「議案等

調査のため委員会として現地も確認した。今回の陳情趣旨は、水路とそれに付帯した擁

壁を修復することに関するものであるが、本水路の箇所は原因者が数十年前に低い宅地

を土盛りするために既設水路の上に積みブロックで嵩上げし、擁壁を施工した経緯があ
かさ

り、法面であった水路敷地を使用している状況で、責任は原因者側にあると考え、今回

採択することは厳しいと思う。表決としては不採択だが、それで終わりではなく、近隣

住民の皆さんの災害に対する不安を少しでも 払拭 する何かしらの対応や今後の水路管
ふっしょく

理についての協議は関係機関と地域住民の方々で実施していただきたい。」との意見が

ありました。

また、別の委員から「陳情を提出してくれた地域の方々は水害に関して不安を抱え

困っている。今後も検討を続けるべきであり、継続審査とすべき。」との意見もありま

した。

挙手による採決の結果、本件を採択することに賛成する者はなく、本件は不採択すべ

きものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。
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【５番 挽野利恵議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 討論なしと認めます。

これより陳情第６３号を採決いたします。この採決は起立をもって行います。なお、

確認のため、起立された議員はそのままでお願いします。本件に対する委員長報告は不

採択であります。本件は、採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者２人 起立）

○議長（古谷武美） ご着席ください。

起立少数であります。よって本件は、不採択とすることに決しました。

○議長（古谷武美） 日程第３６、意見書案第２５号、選択別夫婦別姓制度の導入を求め

る意見書、日程第３７、意見書案第２６号、再審法改正（刑事訴訟法の一部改正）の意

見書及び日程第３８、意見書案第２７号、地方財政の充実・強化を求める意見書の３件

を一括して議題といたします。

意見書案第２５号から意見書案第２７号までの３件は総務企画常任委員長から提出さ

れております。

お諮りいたします。意見書案第２５号から意見書案第２７号までの３件は、会議規則

第３７条第３項の規定により、提案理由の説明を省略したいと思います。これにご異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本３件は、提案理由の説明は省略す

ることに決しました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

ただ今、議題となっております本３件は、会議規則第３７条第２項の規定により、委

員会には付託いたしません。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（古谷武美） 討論なしと認めます。

これより意見書案第２５号、選択別夫婦別姓制度の導入を求める意見書を採決いたし

ます。この採決は起立をもって行います。なお、確認のため、起立された議員はそのま

までお願いします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者１０人 起立）

○議長（古谷武美） ご着席ください。

起立少数であります。よって本件は、否決されました。

次に、意見書案第２６号及び意見書案第２７号の２件を一括で採決いたします。本２

件は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本２件は、原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。ただ今、議決されました意見書案第２６号及び意見書案第２７号

の２件について、この条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、

その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整理

は、議長に委任することに決しました。

○議長（古谷武美） 日程第３９、議案第１１５号及び日程第４０、議案第１１６号の２

件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。伊藤総務部長。

【伊藤総務部長 登壇】

○総務部長（伊藤公晃） はじめに、議案第１１５号、大仙市屋内遊び場施設整備事業工

事請負契約の締結について、ご説明申し上げます。

資料ナンバー７、議案書の１ページをご覧願います。

本案は、大仙市屋内遊び場施設整備事業に関しまして、興栄・乃村・エムシーエー設

計建設共同企業体と、１０億５，９３０万円で工事請負契約を締結することについて、

大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より議決をお願いするものであります。
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次に、議案第１１６号、令和７年度大仙市一般会計補正予算（第６号）について、ご

説明申し上げます。

資料ナンバー８、補正予算書〔９月補正③〕をご覧願います。

今回の補正予算は、道の駅かみおかの再整備に係る経費のほか、８月１９日からの大

雨災害に係る市道の公共災害復旧経費や農地農業用施設における国庫補助の対象となら

ない小規模災害の復旧に対する補助金の補正をお願いするもので、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ２，６３０万８千円を追加し、補正後の予算総額を４６３億２，７１５万２

千円とするものであります。

６ページをお願いいたします。

債務負担行為につきましては、道の駅かみおか再整備事業に係る基本設計経費につい

て追加をお願いするものであります。

それでは、補正予算の概要について、歳入から順にご説明申し上げます。

９ページをお願いいたします。

１６款県支出金は、緊急農村整備事業費補助金、災害復旧支援型として１８４万６千

円の補正、２０款繰越金は、前年度繰越金として２，４４６万２千円の補正であります。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

１０ページをお願いいたします。

７款商工費は、道の駅かみおか再整備事業費として、再整備に向けた基本計画がおお

むね完成したことから、地質調査や用地測量などの業務委託に係る経費として

１，５１８万円の補正であります。

１１ページをお願いいたします。

１１款災害復旧費は１，１１２万８千円の補正であります。

内容といたしまして、道路橋梁災害復旧事業費補助分は、大雨により被災した市道の

うち、国庫補助災害復旧事業として実施予定の１路線の調査設計経費として４３１万２

千円の補正、農地等災害復旧事業費補助金は、大雨により被災した農地や農業用施設の

うち、国庫補助災害復旧事業の対象とならない事業費４０万円未満の小規模災害で農家

や農業団体が行う復旧費用に対する補助金として６８１万６千円の補正であります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。

【伊藤総務部長 降壇】
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○議長（古谷武美） これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

ただ今、議題となっております議案第１１５号及び議案第１１６号の２件は、議案付

託表のとおり、それぞれの所管常任委員会に付託いたします。

○議長（古谷武美） この際、常任委員会審査のため、暫時休憩いたします。再開時刻は

後ほどご連絡いたします。

午前１１時２１分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 １時２９分 再 開

○議長（古谷武美） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（古谷武美） 日程第３９、議案第１１５号を再び議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。教育厚生常任委員長１６番山谷喜元議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、１６番。

【１６番 山谷喜元議員 登壇】

○教育厚生常任委員長（山谷喜元） 当常任委員会に審査付託となりました事件につきま

して、本会議休憩中に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたし

ましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。

議案第１１５号「大仙市屋内遊び場施設整備事業工事請負契約の締結について」は、

当局からの説明に関連して、委員から「飲食事業と屋外テラスについて、現段階での計

画はどのようになっているか伺う。」との質疑があり、当局からは「事業者の提案内容

では、飲食事業者は確定していないが、グループの代表である乃村工藝社が、地元事業
げい

者に委託する計画になっている。」との答弁がありました。

また、他の委員から「当該施設の建設に関して、周辺住民への周知状況について伺

う。」との質疑があり、当局からは「神岡支所と連携して周知に努めている。」との答

弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席
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委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【１６番 山谷喜元議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 討論なしと認めます。

これより、議案第１１５号を採決いたします。本件に関する委員長報告は原案可決で

あります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（古谷武美） 日程第４０、議案第１１６号を再び議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長５番挽野利恵議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） はい、５番。

【５番 挽野利恵議員 登壇】

○産業建設常任委員長（挽野利恵） 休憩前の本会議において、当常任委員会に審査付託

となりました事件につきまして、本会議休憩中に委員会を開催し、所管関係部長等の出

席を求めて慎重審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。

議案第１１６号「令和７年度大仙市一般会計補正予算（第６号）」につきましては、

はじめに、農林整備課所管の農地等災害復旧事業費補助金について、委員から「県の補

助金（３分の１以内）分について、土地改良区と農家・水利組合の補助金申請方法の違

いについて伺う。」の質疑があり、当局からは「土地改良区が管理する施設については

土地改良区が直接県へ申請する。土地改良区以外の農家・水利組合については、市で予

算化するため、市が直接申請をいただいて補助金交付する流れとなっている。」との答

弁がありました。
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次に、観光施設課所管の道の駅かみおか再整備事業費について、委員から「プロポー

ザル方式により業者選定を行うとのことだが、業者任せにせず、現場で働くスタッフの

意見をよく聞き入れ、見た目にとらわれず、機能を重視した施設にしていただきたいと

思うがいかがか。」との質疑があり、当局からは「現場で働くスタッフの方々の意見を

聞きながら、機能を重視した施設となるよう努めてまいりたい。」との答弁がありまし

た。

また、別の委員から「事業費の総額は概算でどれくらいか。」との質疑があり、当局

からは「これから基本設計・実施設計の策定に着手するため見通せない部分もあるが、

昨今の工事費の高騰などを踏まえると十数億円になる可能性がある。」との答弁があり

ました。

その他、質疑がありましたが、当局からの補正内容の説明を了とし、討論はなく、採

決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した

次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（古谷武美） ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 質疑なしと認めます。

【５番 挽野利恵議員 降壇】

○議長（古谷武美） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） 討論なしと認めます。

これより、議案第１１６号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決で

あります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（古谷武美） 日程第４１、各委員会からの閉会中の継続審査及び調査の申し出に

ついてを議題といたします。

各委員長から審査及び調査中の事件につき、会議規則第１０４条並びに第１１０条の
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規定により、お手元に配付したとおり閉会中の継続審査及び調査の申し出がありました。

お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とす

ることにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（古谷武美） ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり決

しました。

○議長（古谷武美） 以上で、本定例会の日程は全部終了いたしました。

○議長（古谷武美） これにて令和７年第３回大仙市議会定例会を閉会いたします。

長期間にわたり大変ご苦労様でした。

午後 １時３７分 閉 会
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

令和 年 月 日

大仙市議会議長

議 員

議 員

議 員
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令和７年第３回大仙市議会定例会日程表

日 程 月 日 区 分 会 議 内 容

１．開 会

２．会議録署名議員の指名

３．会期の決定（２８日間）

４．議長報告

５．市政報告

６．議案等審議

・同意を求める件 ５件

（説明・質疑・討論・表決）

第１日 ８月２２日（金） 本会議 ・議決を求める件 １件

（説明・質疑・委員会付託・

委員長報告・質疑・討論・表決）

・予 算 案 ４件（同 上）

７．議案等上程

・条 例 案 ５件（説 明）

・議決を求める件 ５件（同 上）

・予 算 案 １件（同 上）

・認定を求める件 １９件（同 上）

８．散 会

８月２３日（土） 休 会

８月２４日（日） 休 会

８月２５日（月） 休 会

８月２６日（火） 休 会 一般質問・議案質疑通告締切（正午まで）

８月２７日（水） 休 会

８月２８日（木） 休 会

８月２９日（金） 休 会
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日 程 月 日 区 分 会 議 内 容

８月３０日（土） 休 会

８月３１日（日） 休 会

９月 １日（月） 休 会

１．開 議

２．一般質問

第２日 ９月 ２日（火） 本会議 ※一般質問者（４人）

1.秩父博樹 2.金谷道男

3.渡秀俊 4.戸嶋貴美子

３．散 会

１．開 議

２．一般質問

※一般質問者（２人）

1.佐藤文子 2.挽野利恵

３．議案等審議

・条 例 案 ５件

第３日 ９月 ３日（水） 本会議 （質疑・委員会付託）

・議決を求める件 ５件（同 上）

・予 算 案 １件（同 上）

・認定を求める件 １９件（同 上）

・陳 情 ２件

（委員会付託）

４．散 会

９月 ４日（木） 休 会 各常任委員会審査

９月 ５日（金） 休 会 各常任委員会審査

９月 ６日（土） 休 会

９月 ７日（日） 休 会
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日 程 月 日 区 分 会 議 内 容

９月 ８日（月） 休 会 各常任委員会審査

９月 ９日（火） 休 会 各常任委員会審査

９月１０日（水） 休 会 事 務 整 理

９月１１日（木） 休 会 事 務 整 理

９月１２日（金） 休 会 事 務 整 理

９月１３日（土） 休 会

９月１４日（日） 休 会

９月１５日（月） 休 会

９月１６日（火） 休 会 討論通告締切日（正午まで）

事 務 整 理

９月１７日（水） 休 会 事 務 整 理

１．開 議

２．議長報告

３．議案等審議

・条 例 案 ５件

（委員長報告・質疑・討論・表決）

・議決を求める件 ５件（同 上）

・予 算 案 １件（同 上）

・認定を求める件 １９件（同 上）

第４日 ９月１８日（木） 本会議 ・陳 情 ４件（同 上）

・意 見 書 案 ３件

（質疑・討論・表決）

４．議案等上程審議

・議決を求める件 １件

（説明・質疑・委員会付託・

・委員長報告・質疑・討論・表決）

・予 算 案 １件（同 上）

５．閉 会
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一般質問通告者

質 問 者 質 問 事 項

６番 秩 父 博 樹 議員 １．ＡＰＤ（聴覚情報処理障害）及びＬｉＤ（聞き

取り困難症）について

２１番 金 谷 道 男 議員 １．主要地方道角館六郷線整備について

２０番 渡  秀 俊 議員 １．大仙市の農業政策について

２番 戸 嶋 貴美子 議員 １．ジャンボうさぎを活用した地域振興と飼育普及

支援の未来展望について

３番 佐 藤 文 子 議員 １．無償化の流れを前にすすめ、さらなる子育て支

援を

２．農業の担い手育成対策について

５番 挽 野 利 恵 議員 １．全ての人にやさしいトイレについて

２．高齢者の交通手段について
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議案等一覧

番号 件 名 議決月日 審議結果

７５ 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めるこ ８月２２日 同 意

とについて

７６ 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めるこ 同 上 同 上

とについて

７７ 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めるこ 同 上 同 上

とについて

７８ 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めるこ 同 上 同 上

とについて

７９ 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めるこ 同 上 同 上

とについて

８０ 令和７年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額 同 上 原案可決

の変更について

８１ 令和７年度大仙市一般会計補正予算（第４号） 同 上 同 上

８２ 令和７年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算 同 上 同 上

（第２号）

８３ 令和７年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算 同 上 同 上

（第２号）

８４ 令和７年度市立大曲病院事業会計補正予算（第１号） 同 上 同 上

８５ 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改 ９月１８日 同 上

正する条例の制定について

８６ 大仙市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改 同 上 同 上

正する条例の制定について
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番号 件 名 議決月日 審議結果

８７ 大仙市大曲墓園条例の一部を改正する条例の制定に ９月１８日 原案可決

ついて

８８ 大仙市水道事業給水条例等の一部を改正する条例の 同 上 同 上

制定について

８９ 大仙市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び 同 上 同 上

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

９０ 財産の譲与について 同 上 同 上

９１ 財産の取得について（大曲地域教職員用端末機器） 同 上 同 上

９２ 財産の取得について（東部地域教職員用端末機器） 同 上 同 上

９３ 財産の取得について（西部地域教職員用端末機器） 同 上 同 上

９４ 令和６年度大仙市下水道事業会計未処分利益剰余金 同 上 同 上

の処分について

９５ 令和７年度大仙市一般会計補正予算（第５号） 同 上 同 上

９６ 令和６年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定につ 同 上 認 定

いて

９７ 令和６年度大仙市国民健康保険事業特別会計歳入歳 同 上 同 上

出決算の認定について

９８ 令和６年度大仙市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 同 上 同 上

決算の認定について

９９ 令和６年度大仙市学校給食事業特別会計歳入歳出決 同 上 同 上

算の認定について
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番 号 件 名 議決月日 審議結果

１００ 令和６年度大仙市奨学資金特別会計歳入歳出決算 ９月１８日 認 定

の認定について

１０１ 令和６年度大仙市企業団地整備事業特別会計歳入 同 上 同 上

歳出決算の認定について

１０２ 令和６年度大仙市スキー場事業特別会計歳入歳出 同 上 同 上

決算の認定について

１０３ 令和６年度大仙市太陽光発電事業特別会計歳入歳 同 上 同 上

出決算の認定について

１０４ 令和６年度大仙市小水力発電事業特別会計歳入歳 同 上 同 上

出決算の認定について

１０５ 令和６年度大仙市内小友財産区特別会計歳入歳出 同 上 同 上

決算の認定について

１０６ 令和６年度大仙市大川西根財産区特別会計歳入歳 同 上 同 上

出決算の認定について

１０７ 令和６年度大仙市荒川財産区特別会計歳入歳出決 同 上 同 上

算の認定について

１０８ 令和６年度大仙市峰吉川財産区特別会計歳入歳出 同 上 同 上

決算の認定について

１０９ 令和６年度大仙市船岡財産区特別会計歳入歳出決 同 上 同 上

算の認定について

１１０ 令和６年度大仙市淀川財産区特別会計歳入歳出決 同 上 同 上

算の認定について

１１１ 令和６年度市立大曲病院事業会計決算の認定につ 同 上 同 上

いて
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番 号 件 名 議決月日 審議結果

１１２ 令和６年度大仙市上水道事業会計決算の認定につ ９月１８日 認 定

いて

１１３ 令和６年度大仙市簡易水道事業会計決算の認定に 同 上 同 上

ついて

１１４ 令和６年度大仙市下水道事業会計決算の認定につ 同 上 同 上

いて

１１５ 大仙市屋内遊び場施設整備事業工事請負契約の締 同 上 原案可決

結について

１１６ 令和７年度大仙市一般会計補正予算（第６号） 同 上 同 上
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《陳情》

番号 件 名 議決月日 審議結果

５６ 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択 ９月１８日 不 採 択

に関する陳情書

６１ 再審法改正（刑事訴訟法の一部改正）の意見書の採 同 上 一部採択

択を求める陳情書

６２ 地方財政の充実・強化を求める意見書提出に関する 同 上 採 択

陳情

６３ 水路の護岸の修復に関する陳情 同 上 不 採 択

《意見書案》

番号 件 名 議決月日 審議結果

２５ 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書 ９月１８日 否 決

２６ 再審法改正（刑事訴訟法の一部改正）の意見書 同 上 原案可決

２７ 地方財政の充実・強化を求める意見書 同 上 原案可決
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